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「医療法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 87 号。以下「改正法」という。）

については、本日公布され順次施行されることとなりました。 

これらの改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりですので、十分御了知の上、管内

の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いします。 

 

記 

 

第一 改正の趣旨 

 高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療

を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に

向けた地域医療構想の策定及びこれに基づく取組の推進、地域において必要な医療機能を

確保するための診療所への勧告等の措置や新たな医師偏在対策事業の創設、適正なオンラ

イン診療や美容医療の提供のための規制の整備、医療情報の基盤の構築や利活用の推進等

のための措置を講ずること。 

 

第二 改正法の主な内容 

第１ 医療法の一部改正 

１ オンライン診療に関する事項（令和８年４月１日施行） 

（１）「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。以下この（１）において同じ。）と患者の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信に

より、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しな

がら通話することが可能な方法による診療をいうものとする。（第二条の二第一

項関係） 

（２）「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライ

ン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は

介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供す

る施設をいうものとする。（第二条の二第二項関係） 

（３）その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設を利用してオンライ

ン診療を行う病院又は診療所は、当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライ

ン診療の内容に関する事項に関する広告その他の医療を受ける者を誘引するため

の手段としての表示（（４）において単に「広告」という。）をすることができ

るものとする。（第六条の五第三項第十五号関係） 

（４）何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書その他いかなる方法によるを

問わず、医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少

ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならないも

のとする。（第六条の七の二関係） 

（５）オンライン診療受診施設の設置者は、設置後十日以内に、オンライン診療受診

施設の所在地の都道府県知事（その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区

域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。（11）
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において同じ。）に届け出なければならないものとする。（第八条第二項関係） 

（６）厚生労働大臣は、厚生労働省令で、オンライン診療の適切な実施に関する基準

を定めなければならないものとする。（第十四条の三第一項関係） 

（７）（６）の基準は、次に掲げる事項について定めるものとする。（第十四条の三

第二項関係） 

イ オンライン診療を行うに当たり病院又は診療所において必要な施設及び設備

並びに人員の配置に関する事項 

ロ 患者がオンライン診療を受ける場所に関する事項 

ハ オンライン診療を行うに当たり患者に対して行う説明に関する事項 

ニ 他の病院又は診療所との連携その他の患者の病状が急変した場合において適

切な治療を提供するための体制の確保に関する事項 

ホ その他オンライン診療の適切な実施に関し必要な事項 

（８）オンライン診療は、（６）の基準に従って行われなければならないものとする。

（第十四条の三第三項関係） 

（９）オンライン診療を行う医師又は歯科医師が勤務する病院又は診療所（（10）に

おいて「オンライン診療実施病院等」という。）の管理者は、厚生労働省令で定

めるところにより、当該医師又は歯科医師が行うオンライン診療を（６）の基準

に適合させるために必要な措置を講じなければならないものとする。（第十四条

の四関係） 

（10）オンライン診療受診施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当

該オンライン診療受診施設が（７）のロに掲げる事項に係る（６）の基準に適合

する旨その他のオンライン診療実施病院等の管理者のオンライン診療受診施設の

選択に資するものとして厚生労働省令で定める事項を公表しなければならないも

のとする。（第十四条の五関係） 

（11）オンライン診療受診施設について、病院、診療所又は助産所に関する名称、休

止及び廃止並びに都道府県知事による業務停止命令、立入検査及び閉鎖命令に係

る規定に準じた改正その他所要の改正を行う。（第三条第四項、第八条の二、第

九条、第二十四条の二、第二十五条第一項、第二項、第二十九条第一項関係） 

２ 美容を目的とした治療を行う病院等の報告等に関する事項（公布の日から起算して 

２年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

（１）美容を目的として人の皮膚若しくは歯牙を清潔にし、若しくは美化し、身体を

整え、又は体重を減ずるための医学的処置、手術及びその他の治療を行う病院又

は診療所であって厚生労働省令で定めるものの管理者は、厚生労働省令で定める

ところにより、医療の安全を確保するための指針の策定その他の措置の状況その

他の医療の安全の確保のために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当

該病院又は診療所の所在地の都道府県知事（診療所にあっては、その所在地が保

健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置す

る市の市長又は特別区の区長。以下この２において同じ。）に報告しなければな

らないものとする。（第六条の十二の二第一項関係） 

（２）都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、（１）により報告され
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た事項のうち医療の安全の確保のために特に必要な事項として厚生労働省令で定

めるものを公表しなければならないものとする。（第六条の十二の二第四項関係） 

（３）都道府県知事は、（１）の病院又は診療所の管理者が（１）による報告等をせ

ず、又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該病院又は診療所の開設者

に対し、当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させる

ことを命ずることができるものとする。（第六条の十二の二第五項関係） 

３ 基準病床数に係る都道府県知事の権限の見直しに関する事項（令和９年４月１日施 

行） 

（１）都道府県知事は、病院の開設の許可（療養病床等（療養病床又は一般病床をい

う。以下同じ。）に関するものに限る。）又は診療所の病床の設置の許可等の申

請があった場合において、次のいずれにも該当するときは、当該申請をした者（以

下この３において「申請者」という。）に対し、当該申請に係る病院又は診療所

の所在地を含む６の（２）のロの構想区域において病院の開設、診療所の病床の

設置等が必要である理由その他の厚生労働省令で定める事項（以下この３におい

て「理由等」という。）を記載した書面を提出し、かつ、９の（１）の協議の場

における協議に参加するよう求めるものとする。（第七条の二第三項関係） 

イ 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む地域（７の（１）の医療計画

において定める医療法第三十条の四第二項第十二号に規定する区域（以下「二

次医療圏」という。）をいう。）における療養病床及び一般病床の数の合計が、

当該申請に係る病院の開設又は診療所の病床の設置等によって、７の（１）の

医療計画において定めるその二次医療圏の療養病床及び一般病床に係る基準病

床数に満たないと認めるとき。 

ロ 当該申請に係る病院又は診療所の所在地を含む６の（２）のロの構想区域に

おける療養病床及び一般病床の数の合計が、６の（１）の地域医療構想におい

て定める当該構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された

病床の機能（病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療

の内容をいう。以下同じ。）に応じ厚生労働省令で定める区分ごとの将来の病

床数の必要量（以下単に「将来の病床数の必要量」という。）の合計に既に達

しているか、又は当該申請に係る病院の開設若しくは診療所の病床の設置等に

よってこれを超えることになると認めるとき。 

（２）申請者は、（１）により都道府県知事から求めがあったときは、これに応ずる

よう努めなければならないものとする。（第七条の二第四項関係） 

（３）都道府県知事は、（１）の協議の場における協議が調わないときその他の厚生

労働省令で定めるときは、申請者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等

について説明をするよう求めることができるものとする。（第七条の二第五項関

係） 

（４）申請者は、（３）により都道府県知事から求めがあったときは、都道府県医療

審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めなければならないものとす

る。（第七条の二第六項関係） 

（５）都道府県知事は、（１）の協議の場における協議の内容及び（４）の説明の内



- 5 - 

容を踏まえ、６の（１）の地域医療構想の達成の推進のために当該申請に係る病

床を必要としないと認めるときは、申請者（公的医療機関等に限る。）に対し、

病院の開設又は診療所の病床の設置等の許可を与えないことができるものとす

る。（第七条の二第七項関係） 

４ 病床の機能の分化及び連携の推進のための協議に関する事項（令和９年４月１日施 

行） 

（１）都道府県知事は、次のいずれかに該当するときは、６の（１）の地域医療構想

の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進する必要があると認めるイの構

想区域又はロの二次医療圏に所在する病院（療養病床等を有するものに限る。）

又は診療所（都道府県知事の許可を得て病床を設置するものに限る。）の開設者

又は管理者に対し、９の（１）の協議の場における協議に参加するよう求め、病

床の機能の分化及び連携の推進のために必要な事項について協議を行うことがで

きるものとする。（第七条の四第一項関係） 

イ ６の（２）のロの構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計が、６

の（１）の地域医療構想において定める当該構想区域における療養病床及び一

般病床に係る将来の病床数の必要量の合計に既に達しているとき。 

ロ ７の（１）の医療計画において定める二次医療圏における療養病床及び一般

病床の数（医療法第七条の二第九項の補正が行われた既存の病床数をいう。）

の合計が、７の（１）の医療計画において定める当該二次医療圏における療養

病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達しているとき。 

（２）（１）の病院又は診療所の開設者又は管理者は、（１）に基づき９の（１）の

協議の場における協議に参加するよう都道府県知事から求めがあった場合には、

これに応ずるよう努めるとともに、当該協議の場において９の（１）の関係者間

の協議（当該開設者又は管理者が参加した場合に限る。）が調った事項について

は、その実施に努めなければならないものとする。（第七条の四第二項関係） 

５ 基本方針に関する事項（公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において

政令で定める日又は令和９年４月１日施行） 

（１）厚生労働大臣は、第２の１の総合確保方針及び第２の６の（１）の医療情報化

推進方針に即して、基本方針（良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制（以

下この第１において「医療提供体制」という。）の確保を図るための基本的な方

針をいう。以下この第１において同じ。）を定めるものとする。（第三十条の三

第一項関係） 

（２）基本方針において定める事項に、次に掲げる事項を追加する。（第三十条の三

第二項第六号、第十二号関係） 

イ 地域における医療機関機能（病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設とし

て提供する医療の内容をいう。以下同じ。）の分化及び連携並びに医療を受け

る者に対する医療機関機能に関する情報の提供の推進に関する基本的な事項 

ロ ６の（１）の地域医療構想の作成及び進捗状況の評価に関する基本的な事項 

６ 地域医療構想の位置付けに関する事項（令和９年４月１日施行） 

（１）都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県に
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おける将来の医療提供体制に関する構想（以下「地域医療構想」という。）を定

めるものとする。（第三十条の三の三第一項関係） 

（２）地域医療構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。（第三十条の

三の三第二項関係） 

イ 将来の医療提供体制の基本的な方向に関する事項 

ロ 地域における医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携を推進するための

基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域（以下「構想区域」と

いう。） 

ハ 構想区域における８の（１）の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区

分ごとの将来の医療機関機能の見通し（療養病床等に関する部分に限る。） 

ニ 構想区域における将来の病床数の必要量（療養病床等に関する部分に限る。） 

ホ 地域医療構想の達成に向けた医療機関機能及び病床の機能の分化及び連携の

推進に関する事項 

へ イからホまでに掲げるもののほか、医療機関機能又は病床の機能の分化及び

連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める事項 

ト 医療機関機能及び病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項 

（３）都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、８の（１）の医療機関機

能等報告対象病院等の管理者等による医療機関機能又は病床の機能等に関する報

告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並びに医療従

事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければなら

ないものとする。（第三十条の三の三第三項関係） 

（４）都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、第２の１の都道府県計画

及び第８の４の都道府県介護保険事業支援計画並びに第14の１の予防計画及び新

型インフルエンザ等対策特別措置法に規定する都道府県行動計画との整合性の確

保を図らなければならないものとする。（第三十条の三の三第四項関係） 

（５）都道府県は、地域医療構想を作成するに当たっては、他の法律の規定による計

画であって医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにする

とともに、公衆衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との

連携を図るように努めなければならないものとする。（第三十条の三の三第五項

関係） 

（６）都道府県は、地域医療構想を作成するに当たって、当該都道府県の境界周辺の

地域における医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府

県と連絡調整を行うものとする。（第三十条の三の三第六項関係） 

（７）都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて地域医療構想の案を作

成するため、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければなら

ないものとする。（第三十条の三の三第七項関係） 

（８）都道府県は、地域医療構想を定め、又は（10）により地域医療構想を変更しよ

うとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村及び保険者協議会の

意見を聴かなければならないものとする。（第三十条の三の三第八項関係） 

（９）都道府県は、地域医療構想を定め、又は（10）により地域医療構想を変更した
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ときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示し

なければならないものとする。（第三十条の三の三第九項関係） 

（10）都道府県は、地域医療構想について、調査、分析及び評価を行い、必要がある

と認めるときは、当該都道府県の地域医療構想を変更するものとする。（第三十

条の三の三第十項関係） 

（11）厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情報の収集、整理

及び分析（以下この（11）において「収集等」という。）を行い、都道府県に対

し、地域の実情に応じた地域医療構想の達成の推進に関する技術的事項について、

当該収集等の結果の提供その他の必要な援助を行うものとする。（第三十条の三

の三第十一項関係） 

（12）厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構想の作成上重要

な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができるものと

する。（第三十条の三の三第十二項関係） 

７ 医療計画の策定事項の見直しに関する事項（公布日、令和８年４月１日又は令和９

年４月１日施行） 

（１）都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、当該都道府県における医療

提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という。）を定めるものと

する。（第三十条の四第一項関係） 

（２）医療計画において定める事項から、地域医療構想に関する事項を除く。（改正

前の第三十条の四第二項第七号～第九号関係） 

（３）医療計画において定める事項に、医師の確保に関する次に掲げる事項を追加す

る。（第三十条の四第二項第十一号関係） 

イ 重点的に医師の確保を図る必要がある区域として厚生労働大臣が定める基準

を参酌して定める区域（以下「重点区域」という。）における医師の確保の方

針（重点区域の設定が必要な場合に限る。） 

ロ 重点区域において確保すべき医師の数の目標（重点区域を定めた場合に限

る。） 

ハ ロの目標の達成に向けた医師の派遣その他の医師の確保に関する施策（重点

区域を定めた場合に限る。） 

（４）厚生労働大臣は、医療計画において定められた、生活習慣病その他の国民の健

康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病

として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事業、救急医療等確保事

業及び居宅等における医療の確保に関する事項の実施について、都道府県におい

て達成すべきこれらの事業及び居宅等における医療の確保の目標の設定並びに当

該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の効果に係る評価の実施が

総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。（第

三十条の八第二項関係） 

具体的には、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制構築に係る指針」（令

和５年３月31日医政地発0331第14号「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制に

ついて」別紙）で示しているとおり、これらの事業及び居宅等における医療の医
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療体制を構築するに当たっては、住民の健康状態や患者の状態といった成果（ア

ウトカム）などを用いた評価を行うことが重要であることから、都道府県におい

ては、施策や事業を実施したことにより生じた結果（アウトプット）が、成果（ア

ウトカム）に対してどれだけの影響（インパクト）をもたらしたかという関連性

を念頭に置きつつ、施策や事業の評価を１年ごとに行い、見直しを含めた改善を

行うこと。加えて、この成果（アウトカム）に向けた評価及び改善の仕組み（PDCA

サイクル等）を、政策循環の中に組み込んでいくことが重要であることから、施

策の検討に当たっては、成果（アウトカム）と施策の結果（アウトプット）の関

連性を明確にし、ロジックモデル等のツールの活用を積極的に検討すること。ま

た、当該ロジックモデル等のツールを活用した評価を行い、必要に応じてその結

果を施策に反映することによりPDCAサイクル等の実効性を確保すること。 

このほか、これらの事業及び居宅等における医療に関するロジックモデルのよ

り積極的な活用等については、追って必要な事項を示す予定である。 

８ 医療機関機能の報告に関する事項（令和８年10月１日施行） 

（１）病床機能報告対象病院等の名称を医療機関機能等報告対象病院等に改め、地域

における医療機関機能の分化及び連携の推進のため、医療機関機能等報告対象病

院等の管理者が、当該医療機関機能等報告対象病院等の医療機関機能に応じ厚生

労働省令で定める区分に従い、当該医療機関機能等報告対象病院等の所在地の都

道府県知事に報告しなければならない事項に、次に掲げる事項を追加する。（第

三十条の十三第一項、第二項関係） 

イ 厚生労働省令で定める日（ロにおいて「基準日」という。）における医療機

関機能 

ロ 基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の

予定 

（２）都道府県知事は、（１）による報告の内容等を踏まえ、地域における医療機関

機能又は病床の機能の分化及び連携の推進のための措置をとることが必要と認め

られる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、当該報告をした

医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、当該報告の内容を変

更するよう求めることができるものとする。（第三十条の十三第七項関係） 

（３）医療機関機能等報告対象病院等の開設者又は管理者は、（２）により都道府県

知事から求めがあったときは、これに応ずるよう努めなければならないものとす

る。（第三十条の十三第八項関係） 

９ 協議の場の見直しに関する事項（令和９年４月１日施行） 

（１）都道府県が構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域（（２）

において「構想区域等」という。）ごとに設ける協議の場において、連携を図り

つつ、協議を行う関係者に、市町村等を追加するとともに、その協議を行う事項

に、地域医療構想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機

関機能の分化及び連携を推進するための方策を追加する。（第三十条の十四第一

項関係） 

（２）都道府県は、構想区域等が10の（１）の区域と一致する場合には、当該構想区
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域等における（１）の協議に代えて、当該区域における10の（１）の協議の場に

おいて、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項（外来医療に係る医療

提供体制の確保に関するものに限る。）について協議を行うことができるものと

する。（第三十条の十四第四項関係） 

（３）10の（１）の関係者は、（２）に基づき都道府県が行う協議に参加するよう都

道府県から求めがあった場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協

議の場において当該関係者間の協議が調った事項については、その実施に協力す

るよう努めなければならないものとする。（第三十条の十四第五項関係） 

10 外来医師過多区域における都道府県知事の要請等に関する事項（令和８年４月１日

施行） 

（１）都道府県が二次医療圏その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域ごとに

設ける外来医療の協議の場において、関係者との協議を行い、その結果を取りま

とめ、公表する事項に、地域において特に必要とされる外来医療（以下この10に

おいて「地域外来医療」という。）に関する事項を追加する。（第三十条の十八

の五第一項関係） 

（２）都道府県知事は、二次医療圏であって、外来医療を行う医師の数の、外来患者

の数に対する比率に相当するものとして厚生労働省令で定めるところにより算定

した率その他厚生労働省令で定める指標が、厚生労働省令で定める基準を超える

区域がある場合において、当該区域のうち、特に地域外来医療を確保する必要が

ある区域があると認めるときは、当該区域を指定し、公示するものとする。（第

三十条の十八の六第一項、第二項関係） 

（３）（２）の指定を受けた区域（以下「外来医師過多区域」という。）において、診

療所（医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないものに

限る。）を開設しようとする者は、やむを得ない場合として厚生労働省令で定め

る場合を除き、当該診療所を開設する日の六月前までに、厚生労働省令で定める

ところにより、当該外来医師過多区域における地域外来医療の提供に関する意向

その他の厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならないも

のとし、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する

ものとする。（第三十条の十八の六第三項、第九十二条関係） 

（４）都道府県知事は、外来医師過多区域において、（３）の届出をした者その他厚

生労働省令で定める者（以下この10において「届出者等」という。）が当該外来

医師過多区域における地域外来医療の提供をしない意向を示しているときは、当

該届出者等に対し、（１）の協議の場における協議に参加し、当該提供をしない

理由その他の厚生労働省令で定める事項（以下この10において「理由等」という。）

について説明をするよう求めることができるものとする。（第三十条の十八の六

第四項関係） 

（５）届出者等は、（４）により都道府県知事から求めがあったときは、当該協議の

場における協議に参加し、理由等について説明をするよう努めなければならない

ものとする。（第三十条の十八の六第五項関係） 

（６）都道府県知事は、（５）の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと
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認められないときは、届出者等に対し、期限を定めて、当該外来医師過多区域に

おける地域外来医療の提供をすべきことを要請することができるものとする。（第

三十条の十八の六第六項関係） 

（７）都道府県知事は、（６）の要請を受けた届出者等により開設された診療所の開

設者又は管理者が、当該要請に係る地域外来医療の提供をしていないと認めると

きは、当該開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議会に出席し、理由等につ

いて説明をするよう求めることができるものとする。（第三十条の十八の六第七

項関係） 

（８）当該診療所の開設者又は管理者は、（７）により都道府県知事から求めがあっ

たときは、都道府県医療審議会に出席し、理由等について説明をするよう努めな

ければならないものとする。（第三十条の十八の六第八項関係） 

（９）都道府県知事は、（８）の説明の内容を踏まえ、理由等がやむを得ないものと

認められないときは、当該診療所の開設者又は管理者に対し、都道府県医療審議

会の意見を聴いて、外来医師過多区域における地域外来医療の提供をすべきこと

を勧告することができるものとする。（第三十条の十八の六第九項関係） 

（10）都道府県知事は、（９）の勧告をした場合において、当該勧告を受けた診療所

の開設者又は管理者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができ

るものとする。（第三十条の十八の六第十項関係） 

（11）都道府県知事は、（６）の要請を受けた届出者等がこれに応じなかったとき、

（９）の勧告をしたとき又は当該勧告を受けた診療所の開設者若しくは管理者が

これに従わなかったときは、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。（第

三十条の十八の六第十一項関係） 

11 地域医療構想における精神病床の追加に関する事項（令和９年10月１日又は令和10

年４月１日施行） 

（１）８の（１）の医療機関機能等報告対象病院等の対象に精神病床を追加する。（第

三十条の十三第一項関係） 

（２）３、４並びに６の（２）のハ及びニに精神病床を追加する。（第七条の二第三

項、第七条の四第三項、第三十条の三の三第二項第三号関係） 

12 その他所要の改正を行う。 

第２ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正 

１ 総合確保方針及び都道府県計画に関する事項（令和９年４月1日施行） 

総合確保方針（地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに

地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に

確保するための基本的な方針をいう。）に定める事項に、地域における医療及び介護

の総合的な確保に関し、都道府県計画等及び地域医療構想の整合性の確保に関する事

項を追加し、都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、地域医療構想との

整合性の確保を図らなければならないものとする。（第三条第二項、第四条関係） 

２ 病床数の削減を支援する事業等に関する事項（公布日施行） 

（１）都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るため

に緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができるものとする。
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（第七条の二第一項関係） 

（２）都道府県は、医療機関が（１）の事業に基づき病床数を削減したときは、厚生

労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するも

のとする。（第七条の二第二項関係） 

（１）の事業については、令和７年度補正予算案において、「病床数の適正化

に対する支援」として示されていることから、当該予算案が成立した場合には、

その後、速やかに具体的内容を示すことになるところ、基準病床数の削減や厚生

労働省令で定める場合の具体的内容についても、追って速やかに示す予定である。 

また、この２は、改正法に対する修正として追加された事項であるところ、そ

の趣旨は、「医療法に関する三党合意書」（令和７年６月６日自由民主党、公明

党、日本維新の会合意）において「２年後の新たな地域医療構想に向けて、不可

逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図る」と

され、これを踏まえ、（１）の事業に基づき病床数を削減したときは、基準病床

数を削減するとされたものであることから、都道府県においては、令和６年度補

正予算（令和７年度当初予算へ繰越）における「病床数適正化支援事業」により

削減した病床数に係る増床の取扱いについても、当該趣旨及び修正内容を踏まえ、

適切に対応されたい。 

３ 病床数の削減を支援する事業に要する費用に係る国の負担に関する事項（公布日施 

行） 

国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の抑制を図りつつ持続可能な医療保険制

度を構築するため、予算の範囲内において、２の（１）の事業に要する費用を負担す

るものとする。（第七条の三関係） 

４ 時限的措置に関する事項（公布日施行） 

２及び３については、これを時限的な措置とするため、令和九年四月一日に廃止す

る。（第七条の二、第七条の三関係） 

５ 医師手当事業等に関する事項（公布の日から起算して３年を超えない範囲内におい 

て政令で定める日施行） 

（１）都道府県は、重点区域において、当該重点区域に所在する病院又は診療所に勤

務する医師の手当の支給に関する事業（以下「医師手当事業」という。）を行う

ことができるものとする。（第十条の二関係） 

（２）医師手当事業が行われる場合において、都道府県又は市町村は、条例で定める

ところにより、重点区域に所在する病院又は診療所に勤務する医師（地方公務員

法第四条第一項に規定する職員に限る。）に対して、特定医師手当を支給するこ

とができるものとする。（第十条の三第一項関係） 

（３）特定医師手当の月額は、厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で定めるも

のとする。（第十条の三第二項関係） 

（４）医師手当事業に要する費用は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構（以下「基

盤機構」という。）が都道府県に対して交付する医師手当交付金をもって充てる

ものとする。（第十条の四第一項関係） 

（５）医師手当交付金は、（６）により基盤機構が徴収する医師手当拠出金をもって



- 12 - 

充てるものとする。（第十条の四第二項関係） 

（６）基盤機構は、（７）の基盤機構の業務及び当該業務に関する事務の処理に要す

る費用に充てるため、年度ごとに、医療保険者等から医師手当拠出金及び医師手

当関係事務費拠出金（以下「医師手当拠出金等」という。）を徴収し、医療保険

者等は医師手当拠出金等を納付する義務を負うものとする。（第十条の五関係） 

（７）医師手当拠出金等の額の算定方法及び手続並びに基盤機構の業務等の事項その

他所要の規定の整備を行う。（第十条の六～第十条の十四、第二十四条～第三十

四条の六、第三十八条の三～第三十八条の六、附則第一条の三関係） 

６ 医療情報化推進方針に関する事項（公布の日から起算して１年６月を超えない範囲 

内において政令で定める日施行） 

（１）厚生労働大臣は、三年以上六年以内の期間において、地域における効率的かつ

質の高い医療提供体制の構築その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資

する情報の活用の推進並びにその基盤の整備及び運営（以下「医療情報化推進」

という。）に関する方針（以下「医療情報化推進方針」という。）を定めなけれ

ばならないものとする。（第十一条の二第一項関係） 

（２）医療情報化推進方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。（第十

一条の二第二項関係） 

イ 医療情報化推進の意義及び基本的な方向に関する事項 

ロ 医療情報化推進に関し、国並びに基盤機構及び国民健康保険法に規定する国

民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）その他関係者が取り組むべ

き事項 

ハ 医療情報化推進に関し、第23の７の（１）の中期計画の基本となるべき事項 

ニ 医療情報化推進に関し、医療法に規定する基本方針及び介護保険法に規定す

る基本指針との整合性の確保に関する事項 

ホ その他医療情報化推進に関し必要な事項 

７ 電子診療録等情報の利用等の推進に関する事項（公布の日から起算して１年を超え 

ない範囲内において政令で定める日施行） 

（１）医療機関その他の厚生労働省令で定める施設の開設者又は管理者は、国民に対

し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するため、社会保険診療報

酬支払基金（以下「支払基金」という。）又は連合会に対し、厚生労働省令で定

めるところにより、診療録その他の心身の状況に関する記録に係る情報であって

厚生労働省令で定めるもの（以下「電子診療録等情報」という。）を電磁的方法

により提供することができるものとする。（第十二条の三第一項関係） 

（２）（１）により電子診療録等情報の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労

働省令で定めるところにより、国民が電磁的方法により自らの電子診療録等情報

を閲覧することができるようにするとともに、電子診療録等情報の利用に関する

患者の同意が得られた場合その他厚生労働省令で定める場合において、当該患者

に医療を提供する医師その他厚生労働省令で定める者（以下この７において「医

師等」という。）の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要

な情報を電磁的方法により提供し、又は閲覧することができるようにしなければ
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ならないものとする。（第十二条の三第二項関係） 

（３）政府は、医療情報の共有を通じた効率的な医療提供体制の構築を促進するため、

電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならないものとす

る。（第十二条の三第三項関係） 

（４）政府は、令和十二年十二月三十一日までに、電子カルテの普及率（電子診療録

等情報その他の心身の状況に関する記録に係る情報に係る電磁的記録を利用する

体制を整備している医療機関の全ての医療機関に対する割合をいう。）が約百パ

ーセントとなることを達成するよう、クラウド・コンピューティング・サービス

関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、医療機関の業務における情報の電

子化を実現しなければならないものとする。（第十二条の三第四項関係） 

（５）支払基金、連合会及び受託者は、支払基金電子診療録等情報管理業務（（６）

のイからハまでに掲げる業務をいう。以下この７において同じ。）又は連合会電

子診療録等情報管理業務（（７）の業務をいう。以下この７において同じ。）の

遂行のため必要がある場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、（１）によ

り提供を受けた電子診療録等情報を利用し、又は提供してはならないものとする。

（第十二条の四関係） 

（６）支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法に規定する業務等のほか、保健事業

等に資するため、次に掲げる業務を行うものとする。（第二十四条第三項関係） 

イ （１）により電子診療録等情報の提供を受け、（２）により国民が自らの電

子診療録等情報を閲覧することができるようにするとともに、（２）により、

医師等の求めに応じて、医師等に対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を

提供し、又は閲覧することができるようにする業務 

ロ （１）により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理し、及び活用す

る業務 

ハ イ及びロに附帯する業務 

（７）連合会は、国民健康保険法に規定する業務等のほか、保健事業等に資するため、

（６）のイからハまでに掲げる業務を行うものとする。（第三十五条第三項関係） 

（８）地域医療支援病院その他の厚生労働省令で定める病院の管理者は、地域におい

て効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するため、支払基金電子診療録等情報

管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務が円滑に実施されるよう、（１）

による電子診療録等情報の提供及び電子診療録等情報を利用する体制の整備に努

めなければならないものとする。（第三十八条第二項関係） 

（９）支払基金電子診療録等情報管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に要

する費用は、政令で定めるところにより、医療保険者、後期高齢者医療広域連合

その他法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者その他の厚生労働

省令で定める者が負担するものとする。（第三十九条の二関係） 

８ 地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための調査、分析等並びに 

匿名電子診療録等情報及び仮名電子診療録等情報の利用又は提供に関する仕組みの

創設に関する事項（公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定め

る日施行） 
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（１）厚生労働大臣は、地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築に資す

るため、電子診療録等情報について調査及び分析を行うことができるものとし、

基盤機構及び連合会は、厚生労働大臣に対し、電子診療録等情報を、厚生労働省

令で定める方法により提供しなければならないものとする。（第十二条の五関係） 

（２）国民保健の向上のための匿名電子診療録等情報の利用又は提供 

イ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名電子診療録等情報（電

子診療録等情報に係る患者その他の厚生労働省令で定める者（（３）及び（５）

において「本人」という。）を識別すること及びその作成に用いる電子診療録

等情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準

に従い加工した電子診療録等情報をいう。以下この８において同じ。）を利用

し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる者であって、匿名電

子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認め

られる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものに提供することができる

ものとする。（第十二条の六第一項関係） 

（イ）国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に

資する施策の企画及び立案に関する調査 

（ロ）大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の

方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 

（ハ）民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資

する分析その他の厚生労働省令で定める業務（特定の商品又は役務の広告

又は宣伝に利用するために行うものを除く。） 

ロ 厚生労働大臣は、イによる利用又は提供を行う場合には、当該匿名電子診療

録等情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情

報、介護保険法に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定

めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供す

ることができるものとする。（第十二条の六第二項関係） 

（３）匿名電子診療録等情報の適切な管理 

（２）のイにより匿名電子診療録等情報の提供を受け、これを利用する者（以

下この８において「匿名電子診療録等情報利用者」という。）は、匿名電子診療

録等情報を取り扱うに当たっては、当該匿名電子診療録等情報の作成に用いられ

た電子診療録等情報に係る本人を識別するために、当該電子診療録等情報から削

除された記述等若しくは匿名電子診療録等情報の作成に用いられた加工の方法に

関する情報を取得し、又は当該匿名電子診療録等情報を他の情報と照合してはな

らないもの等とする。（第十二条の七～第十二条の十関係） 

（４）厚生労働大臣による匿名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等 

イ 厚生労働大臣は、匿名電子診療録等情報利用者が（３）に違反していると認

めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができるものとする。（第十二条の十五関係） 

ロ イの命令等に違反した匿名電子診療録等情報利用者については、所要の罰則

を定める。（第四十条の二、第四十条の三、第四十二条の二、第四十二条の三
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関係） 

（５）国民保健の向上のための仮名電子診療録等情報の利用又は提供 

イ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮名電子診療録等情報（電

子診療録等情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができな

いようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した電子診療録等情

報をいう。以下この８において同じ。）を利用することができるものとする。

（第十二条の十一第一項関係） 

ロ 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次に掲げる者であって仮名

電子診療録等情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認

められる業務としてそれぞれ次に定めるものを行うものが当該業務を行うため

に仮名電子診療録等情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令

で定めるところにより、当該者に当該仮名電子診療録等情報を提供することが

できるものとする。（第十二条の十一第二項関係） 

（イ）国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に

資する施策の企画及び立案に関する調査 

（ロ）大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の

方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究 

（ハ）民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資

する分析その他の厚生労働省令で定める業務（特定の商品又は役務の広告

又は宣伝に利用するために行うものを除く。） 

ハ 厚生労働大臣は、イ又はロによる利用又は提供を行う場合には、当該仮名電

子診療録等情報を第７の２の仮名医療保険等関連情報、第８の５の仮名介護保

険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結

して利用することができる状態で提供することができるものとする。（第十二

条の十一第三項関係） 

（６）仮名電子診療録等情報利用者に対する利用目的等の制限の要求等 

イ 厚生労働大臣は、（５）のロにより仮名電子診療録等情報を提供する場合に

おいて、必要があると認めるときは、仮名電子診療録等情報の提供を受け、こ

れを利用する者（以下この８において「仮名電子診療録等情報利用者」という。）

に対し、提供に係る仮名電子診療録等情報について、その利用の目的又は方法

の制限その他必要な制限を付すものとする。（第十二条の十二第一項関係） 

ロ 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの

規定は、厚生労働大臣が（５）のイ又はロにより仮名電子診療録等情報を利用

し、又は提供する場合については、適用しないものとする。（第十二条の十二

第二項関係） 

ハ （３）は、仮名電子診療録等情報利用者による仮名電子診療録等情報の取扱

いについて準用するものとする。（第十二条の十三関係） 

（７）厚生労働大臣による仮名電子診療録等情報利用者に対する是正命令等 

仮名電子診療録等情報利用者について、（４）に準じた改正を行う。（第十二

条の十五、第四十条の二、第四十条の三、第四十二条の二、第四十二条の三関係） 
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（８）その他所要の改正を行う。 

９ その他所要の改正を行う。 

第３ 健康保険法の一部改正 

１ 保険医療機関の指定に関する事項 

（１）厚生労働大臣は、病院又は診療所の開設者から保険医療機関の指定について申

請があった場合において、次のいずれにも該当する場合であって、当該病院又は

診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十一第一項の規定による都道府県

知事の勧告を受け、これに従わないときは、その申請に係る病床の全部又は一部

を除いて、当該指定を行うことができるものとする。（第六十五条第四項第三号

関係）（令和９年４月１日施行） 

イ 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域

における保険医療機関の病床数が、その指定により医療計画において定める基

準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数に満たない

ことになると認める場合 

ロ 当該申請に係る病床の種別に応じ、構想区域における保険医療機関の病床数

が、その指定により地域医療構想において定める将来の病床数の必要量を勘案

して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認め

る場合（その数を既に超えている場合を含む。） 

（２）厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が第１の10の（９）による都道府

県知事の勧告を受けた場合等には、厚生労働省令で定めるところにより、保険医

療機関の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができるものと

する。（第六十八条の二第一項関係）（令和８年４月１日施行） 

２ 保険医療機関の管理者に関する事項（令和８年４月１日施行） 

（１）保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければ

ならないものとする。（第七十条の二第一項関係） 

イ 保険医であること。 

ロ 医師法の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関（病院に限る。）にお

いて保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法の規定による臨

床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した

経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。 

（２）保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省

令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師

その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、

必要な注意をしなければならないものとする。（第七十条の二第二項関係） 

（３）厚生労働大臣による保険医療機関の指定及び保険医の登録の取消事由に、保険

医療機関の管理者が（２）に違反したとき（当該違反を防止するため、当該保険

医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。）を追加

する。（第八十条第二号、第八十一条第二号関係） 

３ 仮名診療等関連情報の利用又は提供等に関する事項（公布の日から起算して３年を

超えない範囲内において政令で定める日施行） 



- 17 - 

仮名診療等関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じた改正を行

う。（第百五十条の七～第百五十条の十三、第二百七条の三関係） 

４ 医師手当拠出金等に関する事項（公布の日から起算して３年を超えない範囲内にお 

いて政令で定める日施行） 

（１）全国健康保険協会の行う業務に、医師手当拠出金等の納付に関する業務を追加

する。（第七条の二第三項関係） 

（２）健康保険事業に要する費用等について、医師手当拠出金等を対象とする。（第

百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六

十条第三項、第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条関係） 

５ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範  

囲内において政令で定める日施行） 

保険者は、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に

掲げる事務を委託する場合は、他の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に

規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚

生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村

及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。（第二百

五条の四第二項関係） 

６ その他所要の改正を行う。 

第４ 船員保険法の一部改正 

１ 医師手当拠出金等に関する事項（公布の日から起算して３年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日施行） 

船員保険事業に要する費用等について、第３の４の（２）に準じた改正を行う。（第

百十二条第二項、第百十四条第一項、第百二十一条第二項関係） 

２ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範 

囲内において政令で定める日施行） 

基盤機構等への事務の委託について、第３の５に準じた改正を行う。（第百五十三

条の十第二項関係） 

３ その他所要の改正を行う。 

第５ 国民健康保険法の一部改正 

１ 医師手当拠出金等に関する事項（公布の日から起算して３年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日施行） 

国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用等について、第３の４の（２）に準

じた改正を行う。（第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項、第二項、第七

十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項、第二項、第八十一条の二第十項

関係） 

２ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範

囲内において政令で定める日施行） 

基盤機構等への事務の委託について、第３の５に準じた改正を行う。（第百十三条

の三第二項関係） 

３ その他所要の改正を行う。 
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第６ 地方税法の一部改正 

１ 国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用について、第３の４の（２）に準じ

た改正を行う。（第七百三条の四関係）（公布の日から起算して３年を超えない範囲

内において政令で定める日施行） 

２ その他所要の改正を行う。 

第７ 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正 

１ 都道府県医療費適正化計画に関する事項（令和９年４月１日施行） 

（１）都道府県医療費適正化計画において定める事項に、当該都道府県の地域医療構

想に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる医療機関機能及

び病床の機能の分化及び連携の推進の成果に関する事項を追加する。（第九条第

二項関係） 

（２）都道府県は、当該都道府県における医療費適正化の推進のために達成すべき目

標に関する事項等を定めるに当たっては、地域における医療機関機能の分化及び

連携の推進に向けた取組の重要性に留意するものとする。（第九条第四項関係） 

（３）都道府県医療費適正化計画は、地域医療構想と調和が保たれたものでなければ

ならないものとする。（第九条第六項関係） 

２ 仮名医療保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項（公布の日から起算して３

年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

仮名医療保険等関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じた改正

を行う。（第十六条の七～第十七条の二、第百六十七条の二関係） 

３ 医師手当拠出金等に関する事項（公布の日から起算して３年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日施行） 

後期高齢者医療に要する費用、前期高齢者交付金、後期高齢者交付金等について、

第３の４の（２）に準じた改正その他所要の改正を行う。（第三十四条第一項、第三

項、第四項、第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項、第六項、第三十八条第一

項、第二項、第三十九条第一項、第二項、第九十三条第一項、第百条第一項、第百四

条第一項、第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項関係） 

４ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範

囲内において政令で定める日施行） 

基盤機構等への事務の委託について、第３の５に準じた改正を行う。（第百六十五

条第二項関係） 

５ その他所要の改正を行う。 

第８ 介護保険法の一部改正 

１ 医療法の準用に関する事項（令和８年４月１日施行） 

第１の１の（９）は、介護老人保健施設及び介護医療院の管理者について準用する

ものとする。（第百五条、第百十四条の八関係） 

２ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範 

囲内において政令で定める日施行） 

基盤機構等への事務の委託について、第３の５に準じた改正を行う。（第百十五条

の四十七第十一項関係） 
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３ 基本指針に関する事項（公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において

政令で定める日施行） 

厚生労働大臣が定める基本指針は、医療情報化推進方針に即して定めるものとする。

（第百十六条第一項関係） 

４ 都道府県介護保険事業支援計画に関する事項（令和９年４月１日施行） 

都道府県介護保険事業支援計画は、地域医療構想との整合性の確保が図られたもの

でなければならないものとする。（第百十八条第十項関係） 

５ 仮名介護保険等関連情報の利用又は提供等に関する事項（公布の日から起算して３

年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

仮名介護保険等関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じた改正

を行う。（第百十八条の八～第百十八条の十四、第二百五条の三関係） 

６ その他所要の改正を行う。 

第９ 良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一

部改正（公布日施行） 

厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関す

る計画の認定を行うことができる期限を令和11年12月31日まで延長する。（附則第十条

の三第五項関係） 

第10 児童福祉法の一部改正 

１ 電子資格確認に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範囲内において

政令で定める日施行） 

（１）医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童に指定小

児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は医療費支給認定患者が指定小児

慢性特定疾病医療支援を受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医

療受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該

指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る小児慢性特定

疾病児童等であることについて、指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受ける

ものとする。（第十九条の三第九項関係） 

（２）（１）の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童

等が、都道府県に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を

送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童

等に係る医療費支給認定の情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受けて当該

情報を指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける指定小児慢性特定疾病医療機関に

提供し、当該指定小児慢性特定疾病医療機関から医療費支給認定に係る小児慢性

特定疾病児童等であることの確認を受けることをいうものとする。（第十九条の

三第十項関係） 

（３）国及び都道府県並びに指定小児慢性特定疾病医療機関その他の関係者は、（２）

の電子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情

報通信の技術の利用を推進し、もって医療保険各法等その他医療に関する給付を

定める法令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を
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図りながら協力するものとする。（第五十六条の六の二関係） 

（４）肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費の支給に係る電子資格確認の仕

組みの導入について、（１）から（３）までに準じた改正を行う。（第二十一条

の五の三十、第二十四条の二十一、第五十六条の六の二関係） 

２ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範 

囲内において政令で定める日施行） 

（１）都道府県は、指定小児慢性特定疾病医療支援に係る小児慢性特定疾病児童等又

は小児慢性特定疾病児童等であった者の情報の収集若しくは整理又は利用若しく

は提供に関する事務について、基盤機構又は連合会に委託することができるもの

とする。（第十九条の二十の二第一項関係） 

（２）都道府県は、（１）により事務を委託する場合は、（１）により事務を委託す

る他の都道府県、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険

者、当該事務以外の法令の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であ

って厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を

行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものと

する。（第十九条の二十の二第二項関係） 

（３）市町村は、肢体不自由児通所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報

の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は

連合会に委託することができるものとする。（第二十一条の五の三十関係） 

（４）都道府県は、障害児入所医療費に係る障害児又は障害児であった者の情報の収

集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務について、基盤機構又は連合

会に委託することができるものとする。（第二十四条の二十一関係） 

（５）（３）及び（４）により事務を委託する場合について、（２）に準じた改正を

行う。（第二十一条の五の三十、第二十四条の二十一関係） 

３ 仮名小児慢性特定疾病関連情報及び仮名障害児福祉等関連情報の利用又は提供等に

関する事項（公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日施

行） 

（１）仮名小児慢性特定疾病関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに

準じた改正を行う。（第二十一条の四の七～第二十一条の四の十三、第六十条の

三関係） 

（２）仮名障害児福祉等関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じ

た改正を行う。（第三十三条の二十三の八～第三十三条の二十三の十四、第六十

条の三関係） 

４ その他所要の改正を行う。 

第11 予防接種法の一部改正 

１ 仮名予防接種等関連情報の利用又は提供等に関する事項（公布の日から起算して３

年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

仮名予防接種等関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じた改正

を行う。（第二十八条の二～第三十二条、第五十九条関係） 

２ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範
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囲内において政令で定める日施行） 

基盤機構等への事務の委託について、第３の５に準じた改正を行う。（第五十七条

第二項関係） 

３ その他所要の改正を行う。 

第12 母子保健法の一部改正（公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令 

で定める日施行） 

１ 養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、内閣府令

で定めるところにより、市町村長に申請しなければならないものとする。（第二十条

第二項関係） 

２ 市町村長は、１による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院するこ

とを必要とすると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又

は養育医療に要する費用の支給をする旨を決定するものとする。（第二十条第三項関

係） 

３ 保護者が２の決定を受けた未熟児に養育医療の給付を受けさせるときに関する電子

資格確認の仕組みの導入について、第10の１の（１）から（３）までに準じた改正を

行う。（第二十条第八項、第九項、第二十条の二関係） 

４ 市町村は、養育医療の給付の対象者又は対象者であった者に係る情報の収集若しく

は整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部を基盤機構又は連合会に委

託することができるものとする。（第八条の三第一項関係） 

５ 市町村が、４により事務を委託する場合について、第10の２の（２）に準じた改正

を行う。（第八条の三第三項関係） 

６ その他所要の改正を行う。 

第13 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正 

１ 医療の給付を受けようとする者又は被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようと

する被爆者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の１の（１）から（３）

までに準じた改正を行う。（第十条第四項、第五項、第十八条第六項、第七項、第四

十三条の三関係、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める

日施行） 

２ 厚生労働大臣は、医療の給付及び一般疾病医療費の支給に係る被爆者に係る情報の

収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託

することができるものとする。（第四十三条の二第一項関係、公布の日から起算して

２年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

３ 厚生労働大臣が、２により事務を委託する場合について、第10の２の（２）に準じ

た改正を行う。（第四十三条の二第二項関係、公布の日から起算して２年を超えない

範囲内において政令で定める日施行） 

４ その他所要の改正を行う。 

第14 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正 

１ 予防計画に関する事項（令和９年４月１日施行） 

都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、地域医療構想と

の整合性の確保を図らなければならないものとする。（第十条第八項関係） 
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２ 医師等の届出の基盤機構等の経由に関する事項（公布の日から起算して３年を超え

ない範囲内において政令で定める日施行） 

届出をすべき医師等が、電磁的方法により行う当該届出（厚生労働省令で定める感

染症に係るものに限る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、基盤機構又は連

合会を経由して行うことができるものとする。（第十二条第七項、第十一項、第十四

条第四項、第十項、第四十四条の三の六第二項、第五十条の七第二項関係） 

３ 電子資格確認に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範囲内において

政令で定める日施行） 

医療を受けようとする結核患者、新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者及び

新感染症外出自粛対象者に係る電子資格確認の仕組みの導入について、第10の１の

（１）及び（２）に準じた改正を行う。（第三十七条の三、第四十四条の三の二第二

項、第五十条の三第二項関係） 

４ 仮名感染症関連情報の利用又は提供等に関する事項（公布の日から起算して３年を

超えない範囲内において政令で定める日施行） 

仮名感染症関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じた改正を行

う。（第五十六条の四十六～第五十六条の五十二、第七十三条の三関係） 

５ 厚生労働大臣の調査及び研究に関する事項（公布の日から起算して１年を超えない

範囲内において政令で定める日施行） 

（１）厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、

患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、電子診療録等情報その他

厚生労働省令で定める情報（（２）において「電子診療録等情報等」という。）

について調査及び研究を行うものとする。（第五十六条の五十第一項関係） 

（２）基盤機構及び連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

対し、その求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならないものと

する。（第五十六条の五十第二項関係） 

（３）厚生労働大臣は、（１）の調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機

構に委託することができるものとする。（第五十六条の五十第三項関係） 

６ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範

囲内において政令で定める日施行） 

（１）都道府県及び保健所設置市等は、次に掲げる事務を基盤機構又は連合会に委託

することができるものとする。（第六十三条の五第一項関係） 

イ 医療の費用の負担に係る決定を受けた結核患者又は結核患者であった者に係

る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務 

ロ 医療の費用の負担に係る新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は新

型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者であった者に係る情報の収集若しく

は整理又は利用若しくは提供に関する事務 

ハ 医療の費用の負担に係る新感染症外出自粛対象者又は新感染症外出自粛対象

者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事

務 

（２）都道府県及び保健所設置市等が、（１）により事務を委託する場合について、
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第10の２の（２）に準じた改正を行う。（第六十三条の五第二項関係） 

７ 国、都道府県及び保健所設置市等並びに結核指定医療機関、第二種協定指定医療機

関その他の関係者について、第10の１の（３）に準じた改正を行う。（第六十三条の

六関係、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

８ その他所要の改正を行う。 

第15 健康増進法の一部改正（公布の日から起算して４年を超えない範囲内において政令

で定める日施行） 

１ 市町村は、厚生労働省令で定める検診（以下この第15において「市町村検診」とい

う。）その他厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。（第十九条の二

第一項関係） 

２ 電子対象者確認に関する事項 

（１）市町村は、市町村検診等を行うに当たっては、電子対象者確認の方法により、

当該市町村検診等を受けようとする者が当該市町村検診等の対象者であることの

確認を行うことができるものとする。（第十九条の二第二項関係） 

（２）（１）の「電子対象者確認」とは、市町村が、市町村検診等を受けようとする

者の個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書の提供を受ける方法そ

の他の厚生労働省令で定める方法により、当該者が当該市町村検診等の対象者で

あることを確認することをいうものとする。（第十九条の二第三項関係） 

３ 基盤機構等への事務の委託に関する事項 

（１）市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若し

くは提供に関する事務の全部又は一部を基盤機構又は連合会に委託することがで

きるものとする。（第十九条の三第一項関係） 

（２）市町村が、（１）により事務を委託する場合について、第10の２の（２）に準

じた改正を行う。（第十九条の三第二項関係） 

４ 国民の健康の増進を図るための調査、研究等並びに匿名市町村検診等関連情報及び

仮名市町村検診等関連情報の利用又は提供に関する仕組みの創設に関する事項 

（１）国民の健康の増進を図るための調査、研究等 

イ 厚生労働大臣は、市町村検診による疾病の早期発見の状況に関する調査その

他の国民の健康の増進を図るために必要な調査及び研究を行うものとする。（第

十九条の五第一項関係） 

ロ 市町村検診を実施する市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣に対し、市町村検診の実施状況に関する情報その他のイの調査及

び研究の実施に必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければ

ならないものとする。（第十九条の五第二項関係） 

（２）匿名市町村検診等関連情報について、第２の８の（２）から（４）までに準じ

た改正を行う。（第十九条の六～第十九条の十、第十九条の十四～第十九条の十

七、第七十一条、第七十三条第一号、第七十五条、第七十七条、第七十八条関係） 

（３）仮名市町村検診等関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じ

た改正を行う。（第十九条の十一～第十九条の十七、第七十一条、第七十三条第

一号、第七十五条、第七十七条、第七十八条関係） 
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５ その他所要の改正を行う。 

第16 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正 

１ 電子資格確認に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範囲内において 

政令で定める日施行） 

（１）支給認定を受けた障害児の保護者が当該障害児に指定自立支援医療を受けさせ

るとき、又は支給認定を受けた障害者が指定自立支援医療を受けるときに関する

電子資格確認の仕組みの導入について、第10の１の（１）から（３）までに準じ

た改正を行う。（第五十八条第二項、第三項、第百五条の四関係） 

（２）指定療養介護医療を受けようとする療養介護医療費支給対象障害者に係る電子

資格確認の仕組みの導入について、第10の１の（１）から（３）までに準じた改

正を行う。（第七十条第二項、第三項、第百五条の四関係） 

２ 都道府県障害福祉計画に関する事項（令和９年４月１日施行） 

都道府県障害福祉計画は、地域医療構想等と相まって、精神科病院に入院している

精神障害者の退院の促進に資するものでなければならないものとする。（第八十九条

第七項関係） 

３ 仮名障害福祉等関連情報の利用又は提供等に関する事項（公布の日から起算して３

年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

仮名障害福祉等関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じた改正

を行う。（第八十九条の二の八～第八十九条の二の十四、第百九条の二関係） 

４ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範

囲内において政令で定める日施行） 

（１）市町村等は、療養介護医療費の支給に係る療養介護医療費支給対象障害者若し

くは療養介護医療費支給対象障害者であった者又は自立支援医療費の支給に係る

支給認定に係る障害者等若しくは支給認定に係る障害者等であった者に係る情報

の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会

に委託することができるものとする。（第百五条の三第一項関係） 

（２）市町村等が、（１）により事務を委託する場合について、第10の２の（２）に

準じた改正を行う。（第百五条の三第二項関係） 

５ その他所要の改正を行う。 

第17 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正 

１ 電子資格確認に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範囲内において

政令で定める日施行） 

（１）独立行政法人環境再生保全機構は、被認定者が石綿健康被害医療手帳の提示、

電子資格確認その他環境省令で定める方法により被認定者であることの確認を受

け、医療を受けたときに限り、医療費を支給するものとする。（第十一条第一項

関係） 

（２）（１）の「電子資格確認」の定義について、第10の１の（２）に準じた改正を

行う。（第十一条第二項関係） 

（３）国及び独立行政法人環境再生保全機構並びに保険医療機関等その他の関係者に

ついて、第10の１の（３）に準じた改正を行う。（第十四条の二関係） 
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２ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範

囲内において政令で定める日施行） 

（１）独立行政法人環境再生保全機構は、医療費の支給に係る被認定者又は被認定者

であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務

を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとする。（第十四条第三項

関係） 

（２）独立行政法人環境再生保全機構が、（１）により事務を委託する場合について、

第10の２の（２）に準じた改正を行う。（第十四条第四項関係） 

３ その他所要の改正を行う。 

第18 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正（公布の

日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

１ 関係県が水俣病被害者手帳の交付をした者に係る電子資格確認の仕組みの導入につ

いて、第10の１の（１）から（３）までに準じた改正を行う。（第六条第二項、第三

項、第六条の三関係） 

２ 関係県は、療養費の支給に係る手帳所持者に係る情報の収集若しくは整理又は利用

若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるものとす

る。（第六条の二第一項関係） 

３ 関係県が、２により事務を委託する場合について、第10の２の（２）に準じた改正

を行う。（第六条の二第二項関係） 

４ その他所要の改正を行う。 

第19 特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正 

１ 電子資格確認に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範囲内において

政令で定める日施行） 

（１）特定無症候性持続感染者が、受給者証の提示、電子資格確認その他厚生労働省

令で定める方法により特定無症候性持続感染者であることの確認を受け、保険医

療機関等から定期検査又は母子感染防止医療を受けた場合においては、基盤機構

は、定期検査費又は母子感染防止医療費として当該特定無症候性持続感染者に支

給すべき額の限度において、その者が当該定期検査又は母子感染防止医療に関し

当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該特定無症候性持続感染者に代わり、

当該保険医療機関等に支払うことができるものとする。（第十六条第二項関係） 

（２）（１）の「電子資格確認」の定義について、第10の１の（２）に準じた改正を

行う。（第十六条第三項関係） 

（３）国及び基盤機構並びに保険医療機関等その他の関係者について、第10の１の（３）

に準じた改正を行う。（第十七条の二関係） 

２ 連合会への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範囲内

において政令で定める日施行） 

 基盤機構が、１の（１）の支払に関する事務に係る特定無症候性持続感染者又は特

定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提

供に関する事務を連合会等に委託する場合について、第10の２の（２）に準じた改正

を行う。（第十七条第三項関係） 
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３ 基盤機構の行う事務の一体的な実施に関する事項（公布の日から起算して２年を超

えない範囲内において政令で定める日施行） 

 基盤機構は、特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第二

十六条第一項の業務のうち、１の（１）による支払に関する事務に係る特定無症候性

持続感染者又は特定無症候性持続感染者であった者に係る情報の収集若しくは整理又

は利用若しくは提供に関する事務を行う場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機

構法第十八条第一項第一号及び第二号並びに同条第二項第一号に規定する事務並びに

同条第三項に規定する情報の収集及び整理並びに利用及び提供に関する事務と一体的

に行うものとする。（第二十六条第三項関係） 

４ その他所要の改正を行う。 

第20 がん登録等の推進に関する法律の一部改正（公布の日から起算して３年を超えない

範囲内において政令で定める日施行） 

１ 匿名がん情報の利用又は提供等に関する事項 

（１）「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識

別及び当該がんに罹患した者に関する情報の復元ができないように厚生労働省令

で定める基準に従い加工することをいうものとする。（第二条第九項関係） 

（２）厚生労働大臣は、がん登録等の推進に関する法律第十七条第一項の規定による

匿名全国がん登録情報（全国がん登録情報の匿名化が行われた情報をいう。以下

この１において同じ。）の利用又は提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録

情報を高齢者の医療の確保に関する法律に規定する匿名医療保険等関連情報その

他の厚生労働省令で定めるもの（以下この１において「連結対象匿名情報」とい

う。）と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供するこ

とができるものとする。（第十七条第二項関係） 

（３）厚生労働大臣は、調査研究者から二以上の都道府県に係る匿名都道府県がん情

報（都道府県がん情報の匿名化が行われた情報をいう。以下この１において同じ。）

の提供の求めを受けた場合において、当該調査研究者が行う調査研究に必要な限

度で、匿名全国がん登録情報の提供を行う場合には、当該匿名全国がん登録情報

を連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態で提供することができ

るものとする。（第二十一条第五項関係） 

（４）厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事等から、

当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のた

め、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録

情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベ

ースを用いて、その提供を行うことができるものとする。（第二十一条第十五項

関係） 

（５）厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村の長等から、当

該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連

結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報の

提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを

用いて、その提供を行うことができるものとする。（第二十一条第十六項関係） 
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（６）厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から連結対

象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名都道府県がん情報の提供

の求めを受けた場合において、当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資する

ものとして厚生労働省令で定めるものである等の要件に該当するときは、当該調

査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、

その提供を行うことができるものとする。（第二十一条第十七項関係） 

（７）匿名全国がん登録情報又は匿名都道府県がん情報（以下この１において「匿名

がん情報」という。）の提供を受けた者は、匿名がん情報を取り扱うに当たって

は、当該匿名がん情報の作成に用いられた全国がん登録情報又は都道府県がん情

報に係るがんに罹患した者の識別をするために、当該全国がん登録情報又は当該

都道府県がん情報から削除された記述等若しくは匿名がん情報の作成に用いられ

た加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名がん情報を他の情報と照合し

てはならないもの等とする。（第三十条関係） 

（８）厚生労働大臣及び都道府県知事は、匿名がん情報の提供を受けた者が（７）に

違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置

をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必

要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。（第三十八条第三項

関係） 

（９）（８）の命令等に違反した者については、所要の罰則を定める。（第五十四条、

第五十五条、第五十七条、第五十八条、第五十九条第一項関係） 

２ 仮名がん情報の利用又は提供等に関する事項 

（１）「仮名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を他の情報と照合しない限り

当該がんに罹患した者の識別ができないように厚生労働省令で定める基準に従い

加工することをいうものとする。（第二条第十三項関係） 

（２）厚生労働大臣は、国のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研

究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、仮名全国

がん登録情報（全国がん登録情報の仮名化が行われた情報をいう。以下この２に

おいて同じ。）を自ら利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、提供す

ることができるものとする。（第十七条第一項関係） 

（３）厚生労働大臣が、仮名全国がん登録情報の利用又は提供を行う場合について、

１の（２）に準じた改正を行う。（第十七条第三項関係） 

（４）都道府県知事は、当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに

係る調査研究のため、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、

当該都道府県に係る都道府県がん情報に係る仮名都道府県がん情報（都道府県が

ん情報の仮名化が行われた情報をいう。以下この２において同じ。）を自ら利用

し、又は厚生労働省令で定めるところにより、提供することができるものとする。

（第十八条第一項関係） 

（５）都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県の区域内

の市町村の長等から、当該市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに

係る調査研究のため、当該都道府県に係る都道府県がん情報のうち当該市町村の
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名称が記録されているがんに係る情報に係る仮名都道府県がん情報の提供の求め

を受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、そ

の提供を行うものとする。（第十九条第一項関係） 

（６）厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研究者から二以上

の都道府県に係る仮名都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、当

該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして厚生労働省

令で定めるものである等の要件に該当するときは、当該調査研究者が行う調査研

究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん登録情報の仮

名化及び仮名全国がん登録情報の提供を行うことができるものとする。（第二十

一条第四項関係） 

（７）厚生労働大臣が、（６）による仮名全国がん登録情報の提供を行う場合につい

て、１の（３）に準じた改正を行う。（第二十一条第六項関係） 

（８）厚生労働大臣は、全国がん登録データベースを用いて、（６）の提供の求めを

受ける頻度が高いと見込まれる情報について、全国がん登録情報の仮名化を行い、

当該仮名化を行った情報を全国がん登録データベースに記録することができるも

のとする。（第二十一条第九項、第十項関係） 

（９）第７の２の仮名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結

して利用することができる状態の仮名全国がん登録情報又は仮名都道府県がん情

報（以下この２において「仮名がん情報」という。）の提供について、１の（４）

から（６）までに準じた改正を行う。（第二十一条第十五項～第十七項関係） 

（10）厚生労働大臣若しくは国立がん研究センター又は都道府県知事は、仮名がん情

報を提供する場合において、必要があると認めるときは、仮名がん情報の提供を

受ける者に対し、提供に係る仮名がん情報について、その利用の目的又は方法の

制限その他必要な制限を付すものとする。（第二十六条の二関係） 

（11）仮名がん情報の提供を受けた者について、１の（７）に準じた改正を行う。（第

三十条関係） 

（12）厚生労働大臣及び都道府県知事は、仮名がん情報の提供を受けた者が（10）又

は（11）に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため

緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正す

るために必要な措置をとるべきことを命ずることができるものとする。（第三十

八条第三項関係） 

（13）（12）の命令等に違反した者については、所要の罰則を定める。（第五十四条、

第五十五条、第五十七条、第五十八条、第五十九条第一項関係） 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の病院等から届出がされた届出対象情報に

ついて、厚生労働省令で定めるところにより、審査及び整理（当該届出対象情報に医

療保険被保険者番号等（健康保険法に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生

労働省令で定める番号、記号その他の符号をいう。）が含まれる場合には、地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第一項に規定する保健

医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを用

いた審査及び整理）を行い、その結果得られた都道府県整理情報を厚生労働大臣に提



- 29 - 

出しなければならないものとする。（第八条第一項関係） 

４ その他所要の改正を行う。 

第21 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正 

１ 電子資格確認に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範囲内において 

政令で定める日施行） 

 支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が当該患者に指定特定医療を受けさせる

とき、又は支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受けるときに関する電

子資格確認の仕組みの導入について、第10の１の（１）から（３）までに準じた改正

を行う。（第七条第六項、第七項、第三十一条の三関係） 

２ 仮名指定難病関連情報の利用又は提供等に関する事項（公布の日から起算して３年

を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

仮名指定難病関連情報について、第２の８の（５）から（７）までに準じた改正を

行う。（第二十七条の七～第二十七条の十三、第四十五条関係） 

３ 基盤機構等への事務の委託に関する事項（公布の日から起算して２年を超えない範 

囲内において政令で定める日施行） 

（１）都道府県は、特定医療費の支給に係る支給認定を受けた指定難病の患者又は支

給認定を受けた指定難病の患者であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利

用若しくは提供に関する事務を、基盤機構又は連合会に委託することができるも

のとする。（第三十一条の二第一項関係） 

（２）都道府県が、（１）により事務を委託する場合について、第10の２の（２）に

準じた改正を行う。（第三十一条の二第二項関係） 

４ その他所要の改正を行う。 

第22 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関す

る法律の一部改正 

１ 認定仮名加工医療情報作成事業者は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工

医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十六条第一項の規定により仮名加工

医療情報を提供する場合においては、当該認定仮名加工医療情報利用事業者が第７の

２により仮名医療保険等関連情報の提供を受けることができる者その他の政令で定め

る者であるときに限り、当該仮名加工医療情報について、仮名医療保険等関連情報そ

の他の政令で定めるものと連結して利用することができる状態で提供することができ

るものとする。（第三十六条の二第一項関係、公布の日から起算して３年を超えない

範囲内において政令で定める日施行） 

２ 認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を１の状態にするため、主

務省令で定めるところにより、厚生労働大臣その他政令で定める大臣（３において「厚

生労働大臣等」という。）に対し、仮名加工医療情報等を提供した上で、当該状態に

するために必要な情報として主務省令で定めるものの提供を求めることができるもの

とする。（第三十六条の二第二項関係、公布の日から起算して３年を超えない範囲内

において政令で定める日施行） 

３ 厚生労働大臣等は、２による求めがあったときは、認定仮名加工医療情報作成事業

者に対し、２の主務省令で定める情報を提供することができるものとする。（第三十
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六条の二第三項関係、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定

める日施行） 

４ 基盤機構等への委託、手数料の納付先、手数料収入の扱い及び基盤機構等を経由し

た連結可能仮名加工医療情報の提供の規定を定める。（第三十六条の二第四項～第七

項関係、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

５ その他所要の改正を行う。 

第23 社会保険診療報酬支払基金法の一部改正 

１ 題名を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改め、法人の名称を「医療情

報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。（題名関係、公布の日から起算して１年

６月を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

２ 基盤機構の目的のうち、基盤機構が収集、整理及び分析を行い、その結果の活用を

促進する情報は、次に掲げる情報とするとともに、これらを行うための情報基盤の整

備及び運営に関する事務を行うことを追加する。（第一条関係、公布の日から起算し

て１年６月を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

（１）患者に対する良質かつ適切な医療の確保その他の国民の保健医療の向上及び福

祉の増進に資する情報 

（２）医療機関等及び保険者における業務運営の効率化その他の医療の効率的な提供

に資する情報 

（３）医療費適正化に資する情報 

３ 運営会議の設置等に関する事項（公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内

において政令で定める日施行） 

（１）基盤機構に、基盤機構の業務の方針を決定する機関として運営会議を置くもの

とする。（第八条第一項関係） 

（２）運営会議の委員は、次に掲げる者から選任するものとし、その数は、それぞれ

次に定める員数以内とする。（第八条第二項関係） 

イ 保険者を代表する者 三人 

ロ 診療担当者を代表する者 三人 

ハ 被保険者を代表する者 一人 

ニ 地方公共団体を代表する者 一人 

ホ 保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見を有する者その

他の学識経験者 一人 

（３）次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならないものとする。（第九

条第一項関係） 

イ 定款の変更 

ロ 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第二十九条第一項に規定する中期計

画及び同法第三十条に規定する年度計画の作成又は変更 

ハ 事業計画及び収支予算の作成又は変更 

ニ 事業状況報告書及び財産目録の作成 

ホ その他基盤機構の業務の運営に関する重要事項 

（４）厚生労働大臣又はその指名する職員その他の基盤機構の業務に係る関係者は、
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定款で定めるところにより、運営会議において意見を述べることができるものと

する。（第九条第三項関係） 

４ 審査支払運営委員会の設置等に関する事項（公布の日から起算して１年６月を超えな

い範囲内において政令で定める日施行） 

（１）基盤機構は、審査支払運営委員会を置くものとする。（第十五条第一項関係） 

（２）審査支払運営委員会は、理事長、理事（医療情報化推進担当理事を置く場合に

あっては、当該医療情報化推進担当理事を除く。）及び審査支払運営委員で組織

するものとする。（第十五条第二項関係） 

（３）審査支払運営委員会は、運営会議の権限のうち、医療情報基盤・診療報酬審査

支払機構法第十八条第一項第八号から第十二号まで、第二項第二号から第五号ま

で及び第三項に規定する業務に係る重要事項その他の定款で定める重要事項を決

定するものとする。（第十五条第三項関係） 

５ 基盤機構の業務に関する事項 

（１）基盤機構が、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条の目的を達成する

ために行う業務として、次の業務を追加する。（第十八条第一項関係、公布の日

から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

イ 保健事業等に資するために行う次に掲げる処方箋（書面に代えて当該処方箋

に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）を作成した場合における当該電磁的記録を含む。

以下このイにおいて同じ。）の提供等に関する業務 

（イ）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条

の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条第二項の規定に基づき

当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするととも

に、同項の規定により、患者又は現にその看護に当たっている者の求めに

応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び

第五項の規定により情報の提供を受ける業務 

（ロ）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条

の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録された情報並びに同条

第三項及び第五項の規定により提供を受けた情報を記録し、管理し、及び

活用するとともに、処方され、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機

関及び薬局が相互に共有することに資する業務 

（ハ）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条

の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定める者の求めに応じて、

当該者に対し同条第三項の規定により提供を受けた情報を提供する業務 

（ニ）地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条

の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の求めに応じ

て、同条第六項又は第七項に規定する情報を提供する業務 

（ホ）薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとなった処方箋

（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条
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の二第二項の規定により提供されたものに限る。）を保管する業務 

ロ 保健事業等に資するために行う次に掲げる電子診療録等情報に関する業務 

（イ）第２の７の（１）により電子診療録等情報の提供を受け、第２の７の（２）

に基づき国民が自らの電子診療録等情報を閲覧することができるようにす

るとともに、第２の７の（２）により、医師等の求めに応じて、医師等に

対し電子診療録等情報を用いて必要な情報を提供し、又は閲覧することが

できるようにする業務 

（ロ）第２の７の（１）により提供を受けた電子診療録等情報を記録し、管理

し、及び活用する業務 

ハ 医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な費用その他地域において効率

的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係

る情報化の促進に要する費用を補助する事務を行うこと。 

ニ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十二条第二

項の規定に基づき情報を提供する事務を行うこと。 

ホ 保健医療等関連情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進並び

にこれらのための情報基盤の整備及び運営に関する事務（イからニまでに掲げ

るものを除く。）を行うこと。 

（２）基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項の業務の

ほか、生活保護法第八十条の四第一項、防衛省の職員の給与等に関する法律第二

十二条第三項（第二号に係る部分に限る。）その他の厚生労働省令で定める法律

の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託

されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行う

ものとする。（第十八条第二項関係、公布の日から起算して２年を超えない範囲

内において政令で定める日施行） 

（３）基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条第一項又は第二

項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人

その他厚生労働省令で定める者（以下この（３）において「委託者」という。）

の委託を受けて、委託者が行う医療に関する給付について、当該給付の対象とな

る者若しくは対象であった者に係る情報の収集若しくは整理若しくは利用若しく

は提供に関する事務又は医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支

払に関する事務であって、厚生労働大臣の定めるものを行うことができるものと

する。（第十八条第三項関係、公布の日から起算して２年を超えない範囲内にお

いて政令で定める日施行） 

６ 業務のために取り扱う情報の安全管理措置等に関する事項（公布の日から起算して

１年６月を超えない範囲内において政令で定める日施行） 

（１）基盤機構は、業務のために取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他

の当該情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないもの

とする。（第二十六条関係） 

（２）基盤機構は、（１）の情報の漏えい、滅失、毀損その他の当該情報の安全の確

保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい事態として厚生労
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働省令で定めるものが生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該

事態が生じた旨を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。（第二十

七条関係） 

７ 中期計画及び年度計画の作成等に関する事項（公布の日から起算して１年６月を超

えない範囲内において政令で定める日施行） 

 （１）基盤機構は、医療情報化推進方針に基づき、厚生労働省令で定めるところによ

り、医療情報化推進業務の運営その他の医療情報化推進の実施に関する中期計画

（以下この７において「中期計画」という。）を作成し、厚生労働大臣の認可を

受けなければならないものとする。（第二十九条第一項関係） 

（２）中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。（第二十九条第二

項関係） 

イ 医療情報化推進方針に基づく医療情報化推進のために達成すべき目標に関す

る事項 

ロ イの目標を達成するために取り組むべき措置に関する事項 

ハ その他厚生労働省令で定める医療情報化推進業務の運営に必要な事項 

（３）厚生労働大臣は、（１）により認可をした中期計画が医療情報化推進業務の適

正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、基盤機構に対し、その中期

計画を変更すべきことを命ずることができるものとする。（第二十九条第四項関

係） 

 （４）基盤機構は、毎事業年度の開始前に、（１）の認可を受けた中期計画に基づき、

厚生労働省令で定めるところにより、その事業年度の医療情報化推進業務の運営

に関する計画を定め、これを厚生労働大臣に届け出るとともに、公表しなければ

ならないものとする。（第三十条関係） 

 （５）基盤機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度における医療情報化推進業務

の実績等について、厚生労働大臣の評価を受けなければならないものとする。（第

三十一条第一項関係） 

（６）厚生労働大臣は、（５）の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、基

盤機構に対し、医療情報化推進業務の運営の改善その他の必要な措置を講ずるこ

とを命ずることができるものとする。（第三十一条第六項関係） 

８ その他所要の改正を行う。 

第24 施行期日等 

１ 施行期日 

この法律は、令和九年四月一日から施行するものとする。ただし、次に掲げる事項

は、それぞれ次に定める日から施行するものとする。（附則第一条関係） 

（１）第１の７の（４）、第２の２及び３、第９並びに２の（２）及び（４） 公布の

日 

（２）第１の１、７の（３）及び10、第３の１の（２）及び２、第８の１並びに２の

（１） 令和八年四月一日 

（３）第２の７及び第14の５ 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において

政令で定める日 
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（４）第１の８ 令和八年十月一日 

（５）第１の５の（１）、第２の６、第８の３並びに第23の１から４まで、５の（１）

及び６から８まで 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政

令で定める日 

（６）第１の２、第３の５、第４の２、第５の２、第７の４、第８の２、第10の１及

び２、第11の２、第12、第13、第14の３、６及び７、第16の１及び４、第17の１

及び２、第18、第19、第21の１及び３並びに第23の５の（２）及び（３） 公布

の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 

（７）第１の11の（１） 令和九年十月一日 

（８）第１の11の（２） 令和十年四月一日 

（９）第２の５及び８、第３の３及び４、第４の１、第５の１、第６の１、第７の２

及び３、第８の５、第10の３、第11の１、第14の２及び４、第16の３、第20、第

21の２並びに第22 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で

定める日 

（10）第15 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日 

 

第三 検討規定 

（１）政府は、第１の10の施行（令和八年四月一日）後三年を目途として、外来医師

過多区域において、新たに開設された診療所（診療所のうち、医業を行う場所で

あって患者を入院させるための施設を有しないものに限る。以下この（１）にお

いて同じ。）の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、当該区

域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づい

て所要の措置を講ずるものとする。（附則第二条第一項関係、令和８年４月１日

施行） 

（２）政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療

保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。（附

則第二条第二項関係、公布日施行） 

（３）政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞ

れの法律（以下この（３）において「改正後の各法律」という。）の施行の状況

等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を

加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。（附則第二条第三項

関係、令和９年４月１日施行） 

（４）政府は、この法律の公布後速やかに、介護・障害福祉従事者の賃金が他の業種

に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事

者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は

障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等並びに障害者及

び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険

料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図

るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等
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を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものと

する。（附則第二条第四項関係、公布日施行） 

 

第四 経過措置及び関係法律の整備 

この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行

う。（附則第三条～第五十九条関係） 

 

なお、法案の内容については、以下の厚生労働省ＨＰ【医療法等の一部を改正する法律

案（令和 7年２月 14日提出）】においても掲載しているため、参照されたい。 

（参考）第 217回国会（令和 7年常会）提出法律案｜厚生労働省 
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て
、
文
書
そ
の
他
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
を
問

わ
ず
、
医
療
を
受
け
る
者
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
適
切
な
選
択
が
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
場
合
と
し
て
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
八
第
一
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
、「
前

条
」
を
「
前
二
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
」
に
、「
又
は
前
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を「
、
第
六
条
の
七
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
前
条
」

に
改
め
る
。

第
四
章
の
章
名
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
等
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
第
八
条
」
を
「
、
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
八
条
か
ら
第
九
条
ま
で
」
を
「
第
八
条
第
一

項
」
に
、「
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
の
規
定
」
を
「
第
二
十
七
条
、

第
二
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
設
置
後
十
日
以
内
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
所
在
地
の

都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該

保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
は
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
は
」
に
、「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
」
に
改
め
、

同
項
た
だ
し
書
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し

く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
、「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
」
に
改
め
、「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に「（
診
療
所
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。
次
条
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
九
条
第
一
項
、
第

二
十
九
条
の
二
及
び
第
三
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施

設
の
設
置
者
」
に
、「
又
は
助
産
所
を
」
を
「
、
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」

に
、「
失
そ
う
」
を
「
失
踪
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
十
四
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
す
る
基
準
を
定

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
必
要
な
施
設
及
び
設
備
並
び
に
人
員
の
配

置
に
関
す
る
事
項

二

患
者
が
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
受
け
る
場
所
に
関
す
る
事
項

三

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
に
当
た
り
患
者
に
対
し
て
行
う
説
明
に
関
す
る
事
項

四

他
の
病
院
又
は
診
療
所
と
の
連
携
そ
の
他
の
患
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
に
お
い
て
適
切
な
治
療
を
提
供

す
る
た
め
の
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
の
適
切
な
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

３

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
、
第
一
項
の
基
準
に
従
つ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
四

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
行
う
医
師
又
は
歯
科
医
師
が
勤
務
す
る
病
院
又
は
診
療
所
（
次
条
に
お
い
て

「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
」
と
い
う
。）の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

医
師
又
は
歯
科
医
師
が
行
う
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
前
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
五

オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
第
十
四
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
同
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合

す
る
旨
そ
の
他
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
実
施
病
院
等
の
管
理
者
の
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
選
択
に
資
す
る
も

の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
中
「
及
び
第
十
三
条
」
を
「
、
第
十
三
条
か
ら
第
十
四
条
の
二
ま
で
、第
十
四
条
の
四
及
び
第
十
五
条
」

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
若
し
く
は
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」に
、

「
又
は
助
産
所
の
開
設
者
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
の
開
設
者
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、「
開
設
す
る
」
を
「
開
設
し
、又
は
設
置
す
る
」

に
、「
又
は
助
産
所
」
を
「
若
し
く
は
助
産
所
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
管
理
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、「
若

し
く
は
助
産
所
に
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し

く
は
助
産
所
の
業
務
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
業
務
」
に
改
め
、「
管
理
者
」
の
下

に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
、「
の
事
務
所
」
を
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
の
設
置
者
の
事
務
所
」
に
、「
若
し
く
は
助
産
所
の
運
営
」
を
「
、
助
産
所
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受

診
施
設
の
運
営
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
二
中
「
及
び
助
産
所
」
を
「
、
助
産
所
及
び
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
開
設
者
」
の
下
に
「
若
し
く
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
者
」を
加
え
、

同
項
第
二
号
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
又
は
助
産
所
（
同
条
」
を
「
、
助
産
所
（
同
項
」
に
、

「
）
が
」
を
「
）
又
は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
が
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中「
、
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
」

を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
開
設
者
」
の
下
に
「
又
は
設
置
者
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

開
設
者
又
は
設
置
者
が
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
三
十
条
の
二
中
「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、「
管
理
」
の
下
に「
並
び
に
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
」

を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
第
一
項
中
「
総
合
確
保
方
針
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
情

報
化
推
進
方
針
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
十
三
第
二
項
」
に
、「
病
床
機
能

報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
、「
同
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
イ
中
「
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
」に
改
め
、

「
方
針
」
の
下
に「（

に
掲
げ
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
そ
の
設
定
が
必
要
な
場
合
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
イ
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
区
域

重
点
的
に
医
師
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て

定
め
る
区
域

第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
ニ
中
「
施
策
」
の
下
に
「
並
び
に
ニ
に
掲
げ
る
目
標
の
達
成
に
向
け
た
医
師
の

派
遣
そ
の
他
の
医
師
の
確
保
に
関
す
る
施
策
（
イ

に
掲
げ
る
区
域
を
定
め
た
場
合
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
号
中

ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ニ

イ

に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
確
保
す
べ
き
医
師
の
数
の
目
標
（
当
該
区
域
を
定
め
た
場
合
に
限
る
。）

第
三
十
条
の
四
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
事
項
」
の
下
に「（
同
号
イ

に
掲
げ
る
区
域
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」

を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
五
中
「
若
し
く
は
管
理
者
」
を
「
、
管
理
者
若
し
く
は
設
置
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
七
第
一
項
中
「
及
び
管
理
者
」
を
「
、
管
理
者
及
び
設
置
者
」
に
改
め
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
三
十
条
の
八
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
第
三
十
条
の
四
第
二
項

第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
に
つ
い
て
、
同
項
第
一
号
の
目
標
の
設
定
並
び
に
当
該
目
標
の

達
成
の
た
め
の
実
効
性
の
あ
る
取
組
及
び
当
該
取
組
の
効
果
に
係
る
評
価
の
実
施
が
総
合
的
に
推
進
さ
れ
る
よ

う
、
都
道
府
県
に
対
し
、
必
要
な
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
十
一
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
又

は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働

大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
章
第
三
節
の
節
名
中
「
病
床
」
を
「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
中「（
以
下
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、「
地
域
に
お
け
る
」

の
下
に
「
医
療
機
関
機
能
（
病
院
又
は
診
療
所
ご
と
に
地
域
の
医
療
提
供
施
設
と
し
て
提
供
す
る
医
療
の
内
容
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
」
を
加
え
、「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
病
床
の
機
能
」
を
「
病
院
又

は
診
療
所
の
医
療
機
関
機
能
に
応
じ
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
及
び
病
床
の
機
能
」
に
、「
病
床
機
能
報
告
対
象

病
院
等
の
所
在
地
」
を
「
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
第
三
号

中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
病
院
又
は
診
療
所
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
二
号

中
「
か
ら
」
の
下
に
「
第
二
号
の
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中
「
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
日
（
次
号
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）」
を
「
基
準
日
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
号
の

前
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
日
（
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。）に
お
け
る
医
療
機

関
機
能

二

基
準
日
か
ら
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
し
た
日
に
お
け
る
医
療
機
関
機
能
の
予
定
（
次
項
に
お

い
て
「
基
準
日
後
医
療
機
関
機
能
」
と
い
う
。）

第
三
十
条
の
十
三
第
二
項
中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
管
理
者
は
、
前
項
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
病
院

又
は
診
療
所
（
以
下
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
と
い
う
。）の
管
理
者
は
、
同
項
」
に
改
め
、「
報
告
し

た
」
の
下
に
「
基
準
日
後
医
療
機
関
機
能
又
は
」
を
加
え
、「
当
該
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
当
該
医
療
機

関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」

を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
を
踏
ま
え
、
地
域
に
お
け
る
医
療
機
関

機
能
又
は
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
の
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
報
告
を
し
た
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等

の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
当
該
報
告
の
内
容
を
変
更
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
の
開
設
者
又
は
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら
求

め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
中
「
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
四
項
及
び
第
五
項
」を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改

め
、「
及
び
次
条
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
そ
の
他
の
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
四

項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
中
「
、
そ
の
他
の
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
、「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療

機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能

等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
十
七
、
第
三
十
条
の
十
八
、
第
三
十
条
の
十
八
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八

の
三
第
二
項
中
「
病
床
機
能
報
告
対
象
病
院
等
」
を
「
医
療
機
関
機
能
等
報
告
対
象
病
院
等
」
に
改
め
る
。

９

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
説
明
の
内
容
を
踏
ま
え
、
理
由
等
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き

は
、
当
該
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
当
該
区
域
に
お

け
る
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
勧
告
を
受
け
た
診
療
所
の
開
設

者
又
は
管
理
者
が
こ
れ
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

11

都
道
府
県
知
事
は
、
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
届
出
者
等
が
こ
れ
に
応
じ
な
か
つ
た
と
き
、
第
九

項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
と
き
又
は
当
該
勧
告
を
受
け
た
診
療
所
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
が
こ
れ
に
従

わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
」
に
改
め
る
。

第
九
十
二
条
中
「
者
又
は
」
を
「
者
、」に
改
め
、「
違
反
し
た
者
」
の
下
に
「
又
は
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
三
項

の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
」
を
加
え
る
。

第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条

第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
第
一
号
中
「
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
状
況
に
関
す
る
」
を
「
次
に
掲

げ
る
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

地
域
に
お
い
て
特
に
必
要
と
さ
れ
る
外
来
医
療
（
次
条
に
お
い
て
「
地
域
外
来
医
療
」
と
い
う
。）に
関
す

る
事
項

ロ

外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体
制
の
状
況
に
関
す
る
事
項

第
五
章
第
四
節
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
十
八
の
六

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
区
域
で
あ
つ
て
、
外

来
医
療
を
行
う
医
師
の
数
の
、
外
来
患
者
の
数
に
対
す
る
比
率
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
率
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
指
標
が
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
超

え
る
も
の
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
区
域
の
う
ち
、
特
に
地
域
外
来
医
療
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
区
域
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
に
お
い
て
、
診
療
所
（
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
つ
て
、
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た

め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。）を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
や
む
を
得
な
い
場
合
と
し
て
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
診
療
所
を
開
設
す
る
日
の
六
月
前
ま
で
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
区
域
に
お
け
る
地
域
外
来
医
療
の
提
供
に
関
す
る
意
向
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
に
お
い
て
、
前
項
の
届
出
を
し
た
者
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
届
出
者
等
」
と
い
う
。）が
当
該
区
域
に
お
け
る
地
域
外
来
医
療
の
提

供
を
し
な
い
意
向
を
示
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
届
出
者
等
に
対
し
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
に
お

け
る
協
議
に
参
加
し
、
当
該
提
供
を
し
な
い
理
由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
理
由
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
説
明
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

届
出
者
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
協
議
の
場
に
お
け
る

協
議
に
参
加
し
、
理
由
等
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
説
明
の
内
容
を
踏
ま
え
、
理
由
等
が
や
む
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
な
い
と
き

は
、
届
出
者
等
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
当
該
区
域
に
お
け
る
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
す
べ
き
こ
と
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
請
を
受
け
た
届
出
者
等
に
よ
り
開
設
さ
れ
た
診
療
所
の
開
設
者
又

は
管
理
者
が
、
当
該
要
請
に
係
る
地
域
外
来
医
療
の
提
供
を
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
開
設
者
又
は

管
理
者
に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
に
出
席
し
、
理
由
等
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

８

当
該
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、

都
道
府
県
医
療
審
議
会
に
出
席
し
、
理
由
等
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
第
二
条

医
療
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
医
療
計
画
（
第
三
十
条
の
四
」
を
「
地
域
医
療
構
想
及
び
医
療
計
画
（
第
三
十
条
の
三
の
三
」
に
改
め

る
。第

五
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
六
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
五
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
五
第
三
項
第
七
号
中
「
第
三
十
条
の
四
第
十
二
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
十
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
条
の
十
二
の
二

美
容
を
目
的
と
し
て
人
の
皮
膚
若
し
く
は
歯
牙
を
清
潔
に
し
、
若
し
く
は
美
化
し
、
身
体
を

整
え
、
又
は
体
重
を
減
ず
る
た
め
の
医
学
的
処
置
、
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療
を
行
う
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
つ

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
に
規
定
す
る

措
置
の
状
況
そ
の
他
の
医
療
の
安
全
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当

該
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る

市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市
長
又
は
特
別
区
の
区
長
。

以
下
こ
の
条
、
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
た
事
項
に
つ

い
て
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
速
や
か
に
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の

所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、前
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

市
町
村
そ
の
他
の
官
公
署
に
対
し
、
当
該
都
道
府
県
（
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す

る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
。
第
十
八
条
に

お
い
て
同
じ
。）の
区
域
内
に
所
在
す
る
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
さ
れ
た
事
項
の

う
ち
医
療
の
安
全
の
確
保
の
た
め
に
特
に
必
要
な
事
項
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
管
理
者
が
同
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
に
対

し
、
当
該
管
理
者
を
し
て
そ
の
報
告
を
行
わ
せ
、
又
は
そ
の
報
告
の
内
容
を
是
正
さ
せ
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
医
療
計
画
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
七
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
医
療
計
画
」
を
「
第
三
十
条
の
三
の
三

第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
三
項
第
二
号
及
び
第
七
項
、
第
七
条
の
三
第
一
項
並

び
に
第
七
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
「
地
域
医
療
構
想
」
に
、「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
三
十
条
の

三
の
三
第
二
項
第
二
号
」
に
、「
。
第
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
。
次
条
第
三
項
、
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
七
条

の
四
第
一
項
」
に
、「
、
医
療
計
画
」
を
「
、
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、「
同
号
イ
に
規
定
す
る
」を
削
り
、「
必
要
量
」

の
下
に「（
第
三
十
条
の
三
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
を
い
う
。
次
条
第
三
項
第
二

号
、
第
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
医
療
計
画
に
お
い
て
定

め
る
同
号
に
規
定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
十
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
九
項
」に
、

「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
、「
同
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」
に
、「
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
七

条
の
三
第
一
項
」
を
「
こ
の
節
」
に
、「
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
」
を
「
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
（
以
下
こ
の
項
、
次
条
及
び
第
七
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
医
療
計
画
」

と
い
う
。）に
お
い
て
定
め
る
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」
に
、「
の
数
）」を
「
の
数
の
合
計
）」に
、「
第
三
十
条

の
四
第
八
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
七
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」
に
、「
の

数
）
が
、
同
条
第
八
項
」
を
「
の
数
の
合
計
）
が
、
同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第

二
項
第
十
四
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」
に
、「
の
数
が
、
同
条
第
八
項
」
を
「
の
数
の
合
計
が
、

同
条
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
七
項
を
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
八
項
」に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
若
し
く
は
第
七
項
」
に
、「
又

は
第
三
項
」
を
「
又
は
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
第
一
項

か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
項
」
に
、「
地
域
」
を
「
地
域
及
び
当
該
構
想
区
域
」
に
、「
第
三
十
条
の
四
第
八
項
」を「
第

三
十
条
の
四
第
七
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
」

を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」
に
、「
の
数
が
、
同
条
第
八
項
」
を
「
の
数
の
合
計
が
、
同
条
第
七
項
」
に

改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
病
院
の
開
設
の
許
可
若
し
く
は
病
院
の
病
床
数
の
増
加
の
許
可
の
申
請
（
療
養
病
床
等
に

関
す
る
も
の
に
限
る
。）又
は
診
療
所
の
病
床
の
設
置
の
許
可
若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数
の
増
加
の
許
可
の
申
請

が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
含
む
構
想
区
域
に

お
い
て
病
院
の
開
設
、
診
療
所
の
病
床
の
設
置
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数
の
増
加
が
必
要
で
あ
る
理

由
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
（
第
五
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
理
由
等
」
と
い
う
。）を
記
載
し

た
書
面
を
提
出
し
、
か
つ
、
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
参
加
す
る
よ
う

求
め
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
に
係
る
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
含
む
地
域
（
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
第
三
十
条
の
四

第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。）に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
の
合
計
が
、
当
該
申

請
に
係
る
病
院
の
開
設
、
診
療
所
の
病
床
の
設
置
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数
の
増
加
に
よ
つ
て
、

同
条
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
そ
の
区
域
の
療
養
病
床
及

び
一
般
病
床
に
係
る
基
準
病
床
数
に
満
た
な
い
と
認
め
る
と
き
。

二

当
該
申
請
に
係
る
病
院
又
は
診
療
所
の
所
在
地
を
含
む
構
想
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数

の
合
計
が
、
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
に

既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
病
院
の
開
設
、
診
療
所
の
病
床
の
設
置
若
し
く
は
病
院
若
し
く

は
診
療
所
の
病
床
数
の
増
加
に
よ
つ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
。

４

申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
ず
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
が
調
わ
な
い
と
き
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
き
は
、
申
請
者
に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
に
出
席
し
、
理
由
等
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
よ
う
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

６

申
請
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
に
出

席
し
、
理
由
等
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
の
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
の
内
容
及
び
前
項
の
説
明
の
内
容
を
踏
ま
え
、
地
域

医
療
構
想
の
達
成
の
推
進
の
た
め
に
当
該
申
請
に
係
る
病
床
を
必
要
と
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
者
（
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。）に
対
し
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

で
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
中
「
医
療
計
画
」
を
「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
イ
に
規

定
す
る
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
、
そ
の
他
の
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中「
及
び
第
四
項
」

を
「
及
び
前
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
条
の
四

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け

た
病
床
の
機
能
（
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
病
床
の
機
能
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）の
分
化
及
び
連
携
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
第
一
号
の
構
想
区
域
又
は
第
二
号
の
区
域
に
所
在
す

る
病
院
（
療
養
病
床
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。）又
は
診
療
所
（
第
七
条
第
三
項
の
許
可
を
得
て
病
床
を
設
置
す

る
も
の
に
限
る
。）の
開
設
者
又
は
管
理
者
に
対
し
、
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
の
場
に
お
け
る

協
議
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
、
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
協
議
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

構
想
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
の
合
計
が
、
地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
定
め
る
当
該
構

想
区
域
に
お
け
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
に
既
に
達
し
て
い
る
と
き
。

二

医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び

一
般
病
床
の
数
（
第
七
条
の
二
第
九
項
の
補
正
が
行
わ
れ
た
既
存
の
病
床
数
を
い
う
。）の
合
計
が
、
第
三
十
条

の
四
第
七
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
当
該
区
域
に
お
け
る
療
養

病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
基
準
病
床
数
に
既
に
達
し
て
い
る
と
き
。


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２

前
項
の
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
は
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
規

定
す
る
協
議
の
場
に
お
け
る
協
議
に
参
加
す
る
よ
う
都
道
府
県
知
事
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応

ず
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
協
議
の
場
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る
関
係
者
間
の
協
議
（
当
該
開
設
者
又

は
管
理
者
が
参
加
し
た
場
合
に
限
る
。）が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
中
「
第
六
条
の
十
二
」
を
「
第
六
条
の
十
二
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
中「（
診
療
所
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
）」を
削
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
六
条
の
三
第
八
項
」
の
下
に
「
、
第
六
条
の
十
二
の
二
第
五
項
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
第
六
号
及
び
第
四
項
第
六
号
中
「
第
七
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
五
号
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
」
を
「
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
」
に
改

め
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二

第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
の
作
成
及
び
進
捗
状
況
の
評
価
に
関
す
る
基
本

的
な
事
項

第
三
十
条
の
三
第
二
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号

の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

地
域
に
お
け
る
医
療
機
関
機
能
（
病
院
又
は
診
療
所
ご
と
に
地
域
の
医
療
提
供
施
設
と
し
て
提
供
す
る
医
療

の
内
容
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
分
化
及
び
連
携
並
び
に
医
療
を
受
け
る
者
に
対
す
る
医
療
機
関
機
能
に
関
す

る
情
報
の
提
供
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
中
「
又
は
第
六
号
」
を
「
か
ら
第
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第

二
項
第
七
号
」
を
「
前
条
第
二
項
第
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
第
八
号
」
を
「
前
条
第
二
項

第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
五
章
第
二
節
の
節
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
節

地
域
医
療
構
想
及
び
医
療
計
画

第
五
章
第
二
節
中
第
三
十
条
の
四
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
三
の
三

都
道
府
県
は
、
基
本
方
針
に
即
し
て
、
か
つ
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、
当
該
都
道
府
県
に

お
け
る
将
来
の
医
療
提
供
体
制
に
関
す
る
構
想
（
以
下
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。）を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

地
域
医
療
構
想
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

将
来
の
医
療
提
供
体
制
の
基
本
的
な
方
向
に
関
す
る
事
項

二

地
域
に
お
け
る
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
を
推
進
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
定
め
る
区
域
（
以
下
「
構
想
区
域
」
と
い
う
。）

三

構
想
区
域
に
お
け
る
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
（
療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
医
療
機
関
機
能
に
応
じ
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
ご
と
の
将
来
の

医
療
機
関
機
能
の
見
通
し
（
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
将
来
の
医
療
機
関
機
能
の
見
通
し
」

と
い
う
。）

四

構
想
区
域
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
に
規

定
す
る
病
床
の
機
能
区
分
ご
と
の
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
（
以
下
単
に
「
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
」
と
い

う
。）

五

地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
医
療
機
関
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
関
す
る
事
項

六

地
域
医
療
構
想
の
達
成
に
向
け
た
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
に
関
す
る
事
項

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
医
療
機
関
機
能
又
は
病
床
の
機
能
の
分
化
及
び
連
携
の
推
進
の
た
め
に
必

要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

八

医
療
機
関
機
能
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
推
進
に
関
す
る
事
項

九

病
床
の
機
能
に
関
す
る
情
報
の
提
供
の
推
進
に
関
す
る
事
項

３

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十
条
の
十
八

の
二
第
一
項
、
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
十
八
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容

並
び
に
人
口
構
造
の
変
化
の
見
通
し
そ
の
他
の
医
療
の
需
要
の
動
向
並
び
に
医
療
従
事
者
及
び
医
療
提
供
施
設
の

配
置
の
状
況
の
見
通
し
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確

保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計
画
及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関

す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
防
計
画
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
行
動
計
画
と
の
整
合
性
の
確
保
を
図
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
医
療

の
確
保
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
の
調
和
が
保
た
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
公
衆
衛
生
、
薬
事
、
社

会
福
祉
そ
の
他
医
療
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
施
策
と
の
連
携
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
を
作
成
す
る
に
当
た
つ
て
、
当
該
都
道
府
県
の
境
界
周
辺
の
地
域
に
お
け
る
医

療
の
需
給
の
実
情
に
照
ら
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、関
係
都
道
府
県
と
連
絡
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

７

都
道
府
県
は
、
医
療
に
関
す
る
専
門
的
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
地
域
医
療
構
想
の
案
を
作
成
す
る
た
め
、
診

療
又
は
調
剤
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
を
定
め
、
又
は
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
医
療
構
想
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
、
市
町
村
（
救
急
業
務
を
処
理
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
を
含
む
。
次
条
第
十
六
項

に
お
い
て
同
じ
。）及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
五
十
七

条
の
二
第
一
項
の
保
険
者
協
議
会
（
次
条
第
十
六
項
に
お
い
て
「
保
険
者
協
議
会
」
と
い
う
。）の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
を
定
め
、
又
は
次
項
の
規
定
に
よ
り
地
域
医
療
構
想
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅

滞
な
く
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

都
道
府
県
は
、
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て
、
調
査
、
分
析
及
び
評
価
を
行
い
、必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
都
道
府
県
の
地
域
医
療
構
想
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。

11

厚
生
労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
収
集
等
」
と
い
う
。）を
行
い
、
都
道
府
県
に
対
し
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
地
域
医
療
構
想

の
達
成
の
推
進
に
関
す
る
技
術
的
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
収
集
等
の
結
果
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う

も
の
と
す
る
。

12

厚
生
労
働
大
臣
は
、
地
域
医
療
構
想
の
作
成
の
手
法
そ
の
他
地
域
医
療
構
想
の
作
成
上
重
要
な
技
術
的
事
項
に

つ
い
て
、
都
道
府
県
に
対
し
、
必
要
な
助
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条
の
四
第
一
項
中
「
基
本
方
針
」
の
下
に
「
及
び
地
域
医
療
構
想
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
第
七
号
か

ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
号
の
二
を
第
八
号
と
し
、
同
項
第
十
一
号
イ

中
「
第
十

四
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
十
四
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に

改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
十
五
号
」
を
「
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第

十
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
十
六
号
中
「
第
六
項
及
び
第
七
項
」

を
「
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
七
号
を
第
十
五
号
と
し
、
同
条

第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
第
二
項
第
九
号
」
に
、「
同
項
第
十
四
号
」
を
「
同
項

第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
二
項
第
十
一
号
」
を
「
第
二
項
第
九
号
」

に
、「
同
項
第
十
四
号
」
を
「
同
項
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
項
第

十
四
号
及
び
第
十
五
号
」
を
「
第
二
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
」
に
、「
同
項
第
十
七
号
」
を
「
同
項
第
十
五
号
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
第
二
項
第
十
七
号
」
を
「
第
二
項
第
十
五
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中
「
第
十
八
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
、「
第
二
項
第
十
七
号
」
を
「
第
二

項
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
十
八
項
」
を
「
第
十
七
項
」
に
、「
第

二
項
第
十
七
号
」
を
「
第
二
項
第
十
五
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中「
第
十
八
項
」

を
「
第
十
七
項
」
に
改
め
、「
当
該
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
」
を
削
り
、「
第
二
項
第
十
七
号
」
を
「
第
二
項
第
十


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五
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、同
条
第
十
三
項
中「（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）」を
削
り
、

同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
中
第
十
四
項
を
第
十
三
項
と
し
、
第
十
五
項
を
第
十
四
項
と
し
、
第
十
六
項
を

第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中「（
救
急
業
務
を
処
理
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
を
含
む
。）」
及
び
「
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
」
を
削
り
、同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、

同
条
中
第
十
八
項
を
第
十
七
項
と
す
る
。

第
三
十
条
の
五
中
「
都
道
府
県
は
、」の
下
に
「
地
域
医
療
構
想
若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
六
第
一
項
中
「
第
十
号
の
二
及
び
第
十
一
号
」
を
「
第
八
号
及
び
第
九
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
七
第
一
項
中
「
設
置
者
は
、」の
下
に
「
地
域
医
療
構
想
及
び
」
を
加
え
、同
条
第
二
項
第
一
号
中「
病

床
」
を
「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
管
理
者
は
、」の
下
に
「
地
域
医
療

構
想
及
び
」
を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
十
第
一
項
中
「
医
療
計
画
」
を
「
地
域
医
療
構
想
及
び
医
療
計
画
」
に
、「
病
床
」
を
「
医
療
機
関
機

能
及
び
病
床
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
中
「
医
療
計
画
」
を
「
地
域
医
療
構
想
及
び
医
療
計
画
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
中
「
第
七
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
」
を
「
第
七
条
の
二
第
八
項
か
ら
第
十
項

ま
で
」
に
、「
第
七
条
の
二
第
三
項
中
」
を
「
第
七
条
の
二
第
八
項
中
」
に
、「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
九
項
」に
、

「
前
三
項
」
を
「
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
前
項
」
に
、「
前
項
」」を
「
前
項
」と
、「
地
域
及
び
当
該
構
想
区
域
」

と
あ
る
の
は
「
地
域
」」に
、「
同
条
第
五
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
、「
若
し
く
は
第
二
項
」
を
「
、
第
二
項
若
し
く

は
第
七
項
」
に
、「
第
三
項
」」を
「
第
八
項
」」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
七
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
条
の
二

第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
中
「
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
つ
て
療
養
病
床
又
は
」
を
「
病
院
で
あ
つ
て
感
染
症
病
床

及
び
結
核
病
床
以
外
の
病
床
を
有
す
る
も
の
又
は
診
療
所
で
あ
つ
て
療
養
病
床
若
し
く
は
」
に
改
め
、「（
病
院
又
は

診
療
所
ご
と
に
地
域
の
医
療
提
供
施
設
と
し
て
提
供
す
る
医
療
の
内
容
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」

を
削
る
。

第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
中
「
区
域
（
」
の
下
に
「
第
四
項
、」を
、「
ご
と
に
」
の
下
に
「
、
市
町
村
」
を
、「
そ
の

他
の
関
係
者
」
の
下
に
「
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
を
加
え
、「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に

改
め
、「
協
議
の
場
（
」
の
下
に
「
第
四
項
及
び
第
五
項
、」を
加
え
、「
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
」
を
「
地
域
医
療

構
想
に
お
い
て
定
め
る
将
来
の
医
療
機
関
機
能
の
見
通
し
を
踏
ま
え
た
医
療
機
関
機
能
の
分
化
及
び
連
携
を
推
進
す

る
た
め
の
方
策
、」に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え

る
。

４

都
道
府
県
は
、構
想
区
域
等
が
第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
区
域
と
一
致
す
る
場
合
に
は
、

当
該
構
想
区
域
等
に
お
け
る
第
一
項
の
協
議
に
代
え
て
、
当
該
対
象
区
域
に
お
け
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協

議
の
場
に
お
い
て
、
地
域
医
療
構
想
の
達
成
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
（
外
来
医
療
に
係
る
医
療
提
供
体

制
の
確
保
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
協
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
者
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
都
道
府
県
が
行
う
協
議
に
参

加
す
る
よ
う
都
道
府
県
か
ら
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
当
該
協
議

の
場
に
お
い
て
当
該
関
係
者
間
の
協
議
が
調
つ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
中
「
医
療
計
画
」
を
「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
医
療
計
画
に
お

い
て
定
め
る
」
を
削
る
。

第
三
十
条
の
十
六
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
」
を「
都
道
府
県
知
事
は
、」に
、

「
病
床
数
が
、
医
療
計
画
」
を
「
病
床
数
が
、
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
医
療
計
画
に
お
い
て

定
め
る
」
を
削
る
。

第
三
十
条
の
十
八
の
五
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
」
を「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
ロ
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
九
号
ロ
」
に
改

め
、
同
条
第
六
項
中
「
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、」を
削
る
。

第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
」
を「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」

に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
十
三
第
三
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
一
号
ロ
」
を「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
九
号
ロ
」

に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
十
五
第
一
項
第
一
号
中
「
第
三
十
条
の
四
第
六
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
五
項
」
に
、「
同
条
第

七
項
」
を
「
同
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
四
号
ロ
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十

二
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
二
第
三
項
中
「
医
療
計
画
」
を
「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
の
三
第
二
項
中
「
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
」
を
削
る
。

第
八
十
七
条
第
三
号
中
「
第
七
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
七
条
の
二
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
中
「
の
間
、」の
下
に
「
地
域
医
療
構
想
及
び
」
を
加
え
る
。

第
三
条

医
療
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
二
第
三
項
中
「
療
養
病
床
等
に
関
す
る
も
の
に
限
る
」
を
「
感
染
症
病
床
及
び
結
核
病
床
に
関
す
る
も

の
を
除
く
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
地
域
（
」
の
下
に
「
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る

場
合
は
」
を
加
え
、「
を
い
う
」
を
「
と
し
、
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
精
神
病
床
の
み
で
あ
る
場
合
は
当
該
都
道
府

県
の
区
域
と
し
、
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
及
び
精
神
病
床
で
あ
る
場
合
は
同
号
に
規
定
す
る
区
域
及

び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と
す
る
」
に
、「
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
の
合
計
」
を
「
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床

の
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
数
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
そ

の
地
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
の
合
計
）」に
、「
区
域
の
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
基
準
病

床
数
」
を
「
地
域
の
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
基
準
病
床
数
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床

等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
基
準
病
床
数
）」に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
の
合
計
」
を
「
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
数
（
当
該
申
請

に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
の
合

計
）」に
、「
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
」
を
「
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
将
来
の
病
床
数
の
必

要
量
の
合
計
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床

及
び
一
般
病
床
に
係
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
）」に
改
め
る
。

第
七
条
の
三
第
一
項
中
「
療
養
病
床
等
に
関
す
る
も
の
に
限
る
」
を
「
感
染
症
病
床
及
び
結
核
病
床
に
関
す
る
も

の
を
除
く
」
に
、「
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
の
合
計
」
を
「
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
数
（
当

該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の

数
の
合
計
）」に
、「
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
」
を
「
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
将
来
の
病
床

数
の
必
要
量
の
合
計
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
療

養
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
）」に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
に
お
い
て
」
の
下

に
「
、
第
一
項
中
「
感
染
症
病
床
及
び
結
核
病
床
に
関
す
る
も
の
を
除
く
」
と
あ
る
の
は
「
療
養
病
床
等
に
関
す
る

も
の
に
限
る
」
と
、「
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
数
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で

あ
る
場
合
は
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
の
合
計
）」と
あ
る
の
は
「
療
養
病
床
及
び

一
般
病
床
の
数
の
合
計
」
と
、「
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
（
当
該

申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係

る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
の
合
計
）」と
あ
る
の
は
「
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量

の
合
計
」
と
」
を
加
え
る
。

第
七
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
当
該
構
想
区
域
に
お
け
る
」
の
下
に
「
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
」
を

加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
精
神
病
床
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
又
は
診
療
所
（
第

七
条
第
三
項
の
許
可
を
得
て
病
床
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。）の
開
設
者
」
と
あ
る
の
は
「
の
開
設
者
」
と
、
同

項
第
二
号
中
「
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
区
域
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
都
道
府
県
の
区
域
」
と
、
前
項
中
「
病
院
又
は
診
療
所
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

第
三
十
条
の
三
の
三
第
二
項
第
三
号
中「（
療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。


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（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
章
の
三

再
編
計
画
の
認
定
（
第
十
二
条
の
二
の
二

第
十
二
条
の
十
）」を
「
第
三
章
の
三

電

第
三
章
の
四

再

子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
等
の
推
進
（
第
十
二
条
の
三
・
第
十
二
条
の
四
）

編
計
画
の
認
定
（
第
十
三
条

第
十
三
条
の
九
）

」に
、「
第
十
三
条
」
を「
第
十
三
条
の
十
」

に
改
め
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
等
）

第
七
条
の
二

都
道
府
県
は
、
そ
の
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
、
医
療
機
関
が
そ
の
経
営
の
安
定
を
図
る
た
め
に
緊
急

に
病
床
数
を
削
減
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
は
、
医
療
機
関
が
前
項
に
規
定
す
る
事
業
に
基
づ
き
病
床
数
を
削
減
し
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
医
療
計
画
に
お
い
て
定
め
る
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
基

準
病
床
数
を
削
減
す
る
も
の
と
す
る
。

（
病
床
数
の
削
減
を
支
援
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
の
負
担
）

第
七
条
の
三

国
は
、
医
療
保
険
の
保
険
料
に
係
る
国
民
の
負
担
の
抑
制
を
図
り
つ
つ
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度

を
構
築
す
る
た
め
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
を
負
担
す
る
も

の
と
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
を
い
う
」
の
下
に
「
。
次
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
こ
の
条
及
び
第
三

十
八
条
に
お
い
て
」
を
削
る
。

第
十
三
条
を
第
十
三
条
の
十
と
し
、
第
三
章
の
三
中
第
十
二
条
の
十
を
第
十
三
条
の
九
と
し
、
第
十
二
条
の
九
を

第
十
三
条
の
八
と
す
る
。

第
十
二
条
の
八
第
一
項
中
「
第
十
二
条
の
三
各
号
」
を
「
第
十
三
条
の
二
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第

十
二
条
の
四
及
び
第
十
二
条
の
五
」
を
「
第
十
三
条
の
三
及
び
第
十
三
条
の
四
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
の
七

と
し
、
第
十
二
条
の
七
を
第
十
三
条
の
六
と
す
る
。

第
十
二
条
の
六
第
三
項
中
「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
三
項
」
を
「
第
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三

条
の
五
と
し
、
第
十
二
条
の
五
を
第
十
三
条
の
四
と
し
、
第
十
二
条
の
四
を
第
十
三
条
の
三
と
し
、
第
十
二
条
の
三

を
第
十
三
条
の
二
と
し
、
第
十
二
条
の
二
の
二
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
並
び
に
同
条
第
二
項
各
号
」
を
「
、
同
条
第
二
項
各
号
」
に
、「
に
関
し
」
を
「
並
び
に

同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
と
い
う
。）に
関
し
」
に
改

め
る
。

第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
第
一
項
中
「
及
び
支
払
基
金

電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を「
、
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」

に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中「「
受
託
者
」
を「「
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」に
、「
及
び
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」

を
「
、
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し

書
中
「
受
託
者
」
を
「
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
四
条
中
「
及
び
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
、
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管

理
業
務
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

連
合
会
は
、
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
及
び
前
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、

第
一
条
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、
保
健
事
業
等
に
資
す
る
た
め
、
第
二
十
四
条
第
三
項
各
号
に

掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

第
三
十
六
条
中
「
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
を
提
供
す
る
業

務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
」
に
、「
及
び
前
条
第
二
項
」
を
「
、
前
条
第
二
項
」
に
、「
に
係
る
」
を
「
並
び
に
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
と
い
う
。）に
係
る
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
三
を
第
三
章
の
四
と
し
、
第
三
章
の
二
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章
の
三

電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
等
の
推
進

第
十
二
条
の
三

医
療
機
関
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
開
設
者
又
は
管
理
者
は
、
国
民
に
対
し
良

質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
支
払
基
金
又
は
連
合
会
に
対
し
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
診
療
録
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
で
あ
っ
て
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
電
子
診
療
録
等
情
報
」
と
い
う
。）を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
た
支
払
基
金
又
は
連
合
会
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
が
電
磁
的
方
法
に
よ
り
自
ら
の
電
子
診
療
録
等
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
と
と
も
に
、
電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
に
関
す
る
患
者
の
同
意
が
得
ら
れ
た
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
患
者
に
医
療
を
提
供
す
る
医
師
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
以

下
こ
の
項
及
び
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。）の
求
め
に
応
じ
て
、
医
師
等
に
対

し
電
子
診
療
録
等
情
報
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
し
、
又
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

政
府
は
、
医
療
情
報
の
共
有
を
通
じ
た
効
率
的
な
医
療
提
供
体
制
の
構
築
を
促
進
す
る
た
め
、
電
子
診
療
録
等

情
報
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

政
府
は
、
令
和
十
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
電
子
カ
ル
テ
の
普
及
率
（
電
子
診
療
録
等
情
報
そ
の
他
の

心
身
の
状
況
に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
に
係
る
電
磁
的
記
録
を
利
用
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
医
療
機
関
の

全
て
の
医
療
機
関
に
対
す
る
割
合
を
い
う
。）が
約
百
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
こ
と
を
達
成
す
る
よ
う
、
ク
ラ
ウ
ド
・

コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
（
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
三

号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
を
い
う
。）そ
の
他

の
先
端
的
な
技
術
の
活
用
を
含
め
、医
療
機
関
の
業
務
に
お
け
る
情
報
の
電
子
化
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
の
四

支
払
基
金
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
基
金
業
務
受
託
者
並
び
に
連
合
会
及
び
第

三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
合
会
業
務
受
託
者
は
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
第
二
十
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
を
い
う
。）又
は
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管

理
業
務
（
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
を
い
う
。）の
遂
行
の
た
め
必
要
が
あ

る
場
合
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
電
子
診
療

録
等
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条
第
二
項
中
「
第
三
十
五
条
第
二
項
」
を
「
次
項
並
び
に
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」に
改
め
、

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

支
払
基
金
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
第
一
項
各
号
及
び
前
項

各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
第
一
条
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
と
と
も
に
、保
健
事
業
等
に
資
す
る
た
め
、

次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
国
民
が
自
ら
の
電
子
診
療
録
等
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
、
医
師
等
の
求
め
に
応
じ
て
、
医
師
等
に
対
し
電
子
診
療
録
等
情
報
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、

又
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
業
務

二

第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
電
子
診
療
録
等
情
報
を
記
録
し
、
管
理
し
、
及
び
活

用
す
る
業
務

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務


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第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
及
び
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
削
り
、「
こ
れ
ら
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
連
合
会
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
連
合
会
業
務
受
託
者
」
と

い
う
。）に
つ
い
て
、
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
に
関
し
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
実
地
に

そ
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
連
合
会
業
務
受
託
者
に
対
し
て
は
、
当
該
受
託
業
務
の
範

囲
内
に
限
る
。

第
三
十
七
条
の
二
中
「
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
の
下
に「
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」

を
加
え
る
。

第
三
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

医
療
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
支
援
病
院
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
院
の
管
理
者

は
、
地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報

管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
及
び
電
子
診
療
録
等
情
報
を
利
用
す
る
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
及
び
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報

管
理
業
務
並
び
に
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
、「
そ
の
他
の
」

を
「
に
係
る
」
に
、「
で
あ
っ
て
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
、「
も
の
」
を
「
者
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
中
「
職
員
又
は
」
を
「
職
員
若
し
く
は
」
に
改
め
、「
者
」
の
下
に
「
又
は
支
払
基
金
業
務
受
託
者
若
し

く
は
連
合
会
業
務
受
託
者
の
役
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
職
員
そ
の
他
の
当
該
受
託
業
務
に
従
事
す
る
者
若
し
く
は
こ

れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
」
を
加
え
、「
若
し
く
は
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
、
支
払
基
金
電
子
処
方
箋

管
理
業
務
若
し
く
は
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
、「
若
し
く
は
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」

を
「
、
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
若
し
く
は
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
号
中
「
受
託
者
」
を
「
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

連
合
会
又
は
連
合
会
業
務
受
託
者
の
役
員
又
は
職
員
が
、
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め

ら
れ
て
、
こ
れ
に
従
わ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、

若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
の
七
」
を
「
第
十
三
条
の
六
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
号
中
「
若
し
く
は
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
、
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業

務
若
し
く
は
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
条
の
三
第
二
項
中
「
並
び
に
」」を
「
同
条
第
二
項
各
号
」」に
、「
並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
」
を

「
同
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
条
第
二
項
各
号
」
と
、「
同
条
第
三
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
の
規
定
に
よ
り
行

う
同
条
第
三
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
・
第
十
二
条
）」を
「

第
十
二
条
）」に
、「
第
五
章

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
業
務
（
第
二
十

四
条

第
三
十
四
条
）」を
「
第
五
章

削
除
」
に
、「
第
三
十
九
条
の
二
」
を
「
第
三
十
九
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」と
い
う
。）又
は
国
民
健
康
保
険
法（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合

会
」
と
い
う
。）」
を
「
機
構
又
は
連
合
会
」
に
改
め
、「
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
」
を
削
り
、
第
三
章
中
同

条
を
第
十
一
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
医
療
情
報
化
推
進
方
針
）

第
十
一
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
三
年
以
上
六
年
以
内
の
期
間
に
お
い
て
、
地
域
に
お
け
る
効
率
的
か
つ
質
の

高
い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
そ
の
他
の
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
情
報
の
活
用
の
推

進
並
び
に
そ
の
基
盤
の
整
備
及
び
運
営
（
次
項
に
お
い
て
「
医
療
情
報
化
推
進
」
と
い
う
。）に
関
す
る
方
針
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
医
療
情
報
化
推
進
方
針
」
と
い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

医
療
情
報
化
推
進
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

医
療
情
報
化
推
進
の
意
義
及
び
基
本
的
な
方
向
に
関
す
る
事
項

二

医
療
情
報
化
推
進
に
関
し
、
国
並
び
に
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い

う
。）及
び
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。）そ
の
他
関
係
者
が
取
り
組
む
べ
き
事
項

三

医
療
情
報
化
推
進
に
関
し
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二

十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
の
基
本
と
な
る
べ
き
事
項

四

医
療
情
報
化
推
進
に
関
し
、
医
療
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
及
び
介
護
保
険
法
第
百

十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
と
の
整
合
性
の
確
保
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
医
療
情
報
化
推
進
に
関
し
必
要
な
事
項

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
情
報
化
推
進
方
針
の
案
を
作
成
し
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
医
療
情
報
化
推
進
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
及
び
第
十
二
条
の
二
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」に
、

「
第
二
十
四
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
三
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
四
中
「
支
払
基
金
及
び
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」
を
「
機
構
及
び

医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
」
に
、「
支
払

基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
（
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務

を
い
う
。）又
は
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
「
同
法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
又

は
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
、「
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
を
」
を
「
電
子
診
療
録
等
情
報
管

理
業
務
を
」
に
改
め
る
。

第
五
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
章

削
除

第
二
十
四
条
か
ら
第
三
十
四
条
ま
で

削
除

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
保
健
事
業
等
に
資
す
る
た
め
、
第
二
十
四
条
第
二
項
各
号
」
を
「
医
療
保
険
者
が
行
う

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
の
規
定
に
よ
る
保
健
事
業
若
し

く
は
福
祉
事
業
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
同
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い

う
。
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
行
う
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
保
健
事

業
又
は
法
令
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
そ
の
他
の
事
務
を
行
う
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
が
行
う
健
康
の
保
持
及
び
増
進
を
図
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
（
次
項
に
お
い
て「
保
健
事
業
等
」

と
総
称
す
る
。）に
資
す
る
た
め
、
次
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
処
方
箋
の
提
供
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
処
方

箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
患
者
又

は
現
に
そ
の
看
護
に
当
た
っ
て
い
る
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
調
剤
を
実
施
す
る
薬
局
に
対
し
当
該
処
方
箋
を
提

供
し
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
受
け
る
業
務

二

第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
並
び
に
同
条
第
三
項
及

び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
情
報
を
記
録
し
、
管
理
し
、
及
び
活
用
す
る
と
と
も
に
、処
方
さ
れ
、

又
は
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に
関
す
る
情
報
を
医
療
機
関
及
び
薬
局
が
相
互
に
共
有
す
る
こ
と
に
資
す
る
業
務

三

第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
該
者

に
対
し
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
情
報
を
提
供
す
る
業
務

四

第
十
二
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
求
め
に
応
じ
て
、
同
条

第
六
項
又
は
第
七
項
に
規
定
す
る
情
報
を
提
供
す
る
業
務

五

薬
局
の
開
設
者
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
薬
局
で
調
剤
済
み
と
な
っ
た
処
方
箋
（
第
十
二
条
の
二
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。）を
保
管
す
る
業
務

六

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

第
三
十
五
条
第
三
項
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
国
民
が
自
ら
の
電
子
診
療
録
等
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
、
医
師
等
の
求
め
に
応
じ
て
、
医
師
等
に
対
し
電
子
診
療
録
等
情
報
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、

又
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
業
務

二

第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
を
受
け
た
電
子
診
療
録
等
情
報
を
記
録
し
、
管
理
し
、
及
び
活

用
す
る
業
務

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

第
三
十
六
条
中
「
連
合
会
連
結
情
報
提
供
業
務
」
を
「
連
結
情
報
提
供
業
務
」
に
、「
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」

を
「
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、「
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
に
、「
同

条
第
三
項
に
規
定
す
る
」
を
「
同
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
」
に
、「
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」を「
電

子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
連
合
会
連
結
情
報
提
供
業
務
」
を
「
連
結
情
報
提
供
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
以
下
」
の
下
に
「
こ
の
項
及
び
第
四
十
条
に
お
い
て
」
を
加
え
、「
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電

子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
「
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
三
十
七
条
の
二
中
「
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
「
電
子

処
方
箋
管
理
業
務
及
び
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
、「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
を
「
医
療
情

報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並

び
に
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
及
び
連
合
会

電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
第
一
項
第
四
号
に

規
定
す
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
支
払
基
金
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務

並
び
に
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
及
び
連
合
会
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療

報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
業
務
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業

務
、
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
並
び
に
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
支
払
基
金
又
は
」

を
「
機
構
又
は
」
に
、「
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
基
金
が
行
う
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
業
務
」を「
医

療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
行
う
同
号
ホ
に
掲
げ

る
業
務
」
に
、「
同
号
」
を
「
同
項
第
五
号
」
に
改
め
、
第
七
章
中
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
医
療
情
報
化
支
援
基
金
）

第
三
十
九
条
の
三

機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る

業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
医
療
情
報
化
支
援
基
金
を
設
け
、
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
を
も
っ
て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２

医
療
情
報
化
支
援
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
医
療
情
報
化
支
援
基
金
に
充
て

る
も
の
と
す
る
。

３

機
構
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
医
療
情
報
化
支
援
基
金
に
係
る
余
裕
金
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

国
債
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
有
価
証
券
の
保
有

二

銀
行
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金

三

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。）へ
の
金
銭
信
託
で
元
本
補
塡
の
契
約
が
あ
る

も
の

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
医
療
情
報
化
支
援
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
交
付
す
る
補
助
金
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図

る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消

費
税
の
収
入
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
条
中
「
支
払
基
金
若
し
く
は
」
及
び
「
支
払
基
金
業
務
受
託
者
若
し
く
は
」
を
削
り
、「
こ
れ
ら
の
職
員
」

を
「
職
員
」
に
、「
支
払
基
金
連
結
情
報
提
供
業
務
、
支
払
基
金
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
若
し
く
は
支
払
基
金
電
子
診

療
録
等
情
報
管
理
業
務
又
は
連
合
会
連
結
情
報
提
供
業
務
、
連
合
会
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
若
し
く
は
連
合
会
電
子

診
療
録
等
情
報
管
理
業
務
」
を
「
連
結
情
報
提
供
業
務
、
電
子
処
方
箋
管
理
業
務
又
は
電
子
診
療
録
等
情
報
管
理
業

務
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
四
十
三
条
中
「
支
払
基
金
の
役
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
」
を
「
第
三
十
九
条
の
三
第
三

項
の
規
定
に
違
反
し
て
医
療
情
報
化
支
援
基
金
に
係
る
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
機
構

の
役
員
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

附
則
第
一
条
の
三
を
削
る
。

第
六
条

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中
「
・
第
十
二
条
の
四
」
を
「

第
十
二
条
の
十
七
」
に
、「
第
五
章

削
除
」
を
「
第
五
章

医
療
情
報
基

盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
の
業
務
（
第
二
十
四
条

第
三
十
四
条
の
六
）」に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
前
二
号
」
を
「
第
二
号

及
び
第
三
号
」
に
、「
医
療
法
」
を
「
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
以
下
「
地

域
医
療
構
想
」
と
い
う
。）及
び
同
法
」
に
、「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同

項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

第
十
条
の
二
に
規
定
す
る
事
業
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

第
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
（
以
下
単
に

「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。）」
を
「
地
域
医
療
構
想
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」

を
「
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
医
療
計
画
及
び
」
を
「
地
域
医
療
構
想
及
び
医

療
計
画
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
十
三
条
を
加
え
る
。

（
医
師
手
当
事
業
）

第
十
条
の
二

都
道
府
県
は
、
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
九
号
イ

に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
、
当
該
区
域

に
所
在
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す
る
医
師
の
手
当
の
支
給
に
関
す
る
事
業
（
以
下
「
医
師
手
当
事
業
」
と

い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
定
医
師
手
当
）

第
十
条
の
三

医
師
手
当
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
九
号
イ

に
掲
げ
る
区
域
に
所
在
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
勤
務
す

る
医
師
（
地
方
公
務
員
法（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
に
限
る
。）

に
対
し
て
、
特
定
医
師
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
定
医
師
手
当
の
月
額
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
し
て
条
例
で
定
め
る
。

（
費
用
）

第
十
条
の
四

医
師
手
当
事
業
に
要
す
る
費
用
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」

と
い
う
。）が
都
道
府
県
に
対
し
て
交
付
す
る
医
師
手
当
交
付
金
を
も
っ
て
充
て
る
も
の
と
す
る
。

２

医
師
手
当
交
付
金
は
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
徴
収
す
る
医
師
手
当
拠
出
金
を
も
っ
て
充
て
る
も

の
と
す
る
。


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（
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
徴
収
及
び
納
付
義
務
）

第
十
条
の
五

機
構
は
、
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
年
度
ご
と
に
、
医
療

保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
が
当

該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
と
と
も
に
行
う
国
民
健
康
保
険
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
。
第
十
条
の
八
及
び
第
十
条

の
十
四
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律（
昭

和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。
第
十
条
の
十
四

第
一
項
及
び
第
三
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）（
以
下
「
医
療
保
険
者
等
」
と
い
う
。）か
ら
医
師
手
当
拠
出

金
を
徴
収
す
る
。

２

機
構
は
、
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
、
年
度
ご

と
に
、
医
療
保
険
者
等
か
ら
医
師
手
当
関
係
事
務
費
拠
出
金
を
徴
収
す
る
。

３

医
療
保
険
者
等
は
、
医
師
手
当
拠
出
金
及
び
医
師
手
当
関
係
事
務
費
拠
出
金
（
以
下
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
」

と
い
う
。）を
納
付
す
る
義
務
を
負
う
。

（
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
）

第
十
条
の
六

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
保
険
者
等
か
ら
徴
収
す
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
は
、
医
療
法
第

三
十
条
の
四
第
二
項
第
九
号
ロ
に
規
定
す
る
指
標
を
踏
ま
え
同
号
イ

に
掲
げ
る
区
域
に
お
い
て
医
師
を
確
保
す

る
た
め
に
必
要
な
手
当
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
、
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
医
療
保
険
者
等
に
係
る
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
診
療
報
酬
の
支
払
額
の

割
合
に
応
じ
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

（
医
師
手
当
関
係
事
務
費
拠
出
金
の
額
）

第
十
条
の
七

第
十
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
保
険
者
等
か
ら
徴
収
す
る
医
師
手
当
関
係
事
務
費
拠
出
金

の
額
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
見
込

額
を
基
礎
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
年
度
に
お
け
る
医
療
保
険
者
等
に

係
る
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
加
入
者
及
び
同
法
第
五
十
条
に
規
定
す

る
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
の
見
込
数
に
応
じ
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と

す
る
。

（
医
療
保
険
者
の
合
併
等
の
場
合
に
お
け
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
の
特
例
）

第
十
条
の
八

合
併
又
は
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
医
療
保
険
者
、
合
併
又
は
分
割
後
存
続
す
る
医
療
保
険
者
及
び
解

散
を
し
た
医
療
保
険
者
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
医
療
保
険
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
の
算
定
の
特
例

に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
決
定
、
通
知
等
）

第
十
条
の
九

機
構
は
、
年
度
ご
と
に
、
医
療
保
険
者
等
が
納
付
す
べ
き
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
を
決
定
し
、
当

該
医
療
保
険
者
等
に
対
し
、
当
該
医
療
保
険
者
等
が
納
付
す
べ
き
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
、
納
付
の
方
法
及
び

納
付
す
べ
き
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
が
定
め
ら
れ
た
後
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
を
変
更
す
る
必

要
が
生
じ
た
と
き
は
、
機
構
は
、
当
該
医
療
保
険
者
等
が
納
付
す
べ
き
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
を
変
更
し
、
当

該
医
療
保
険
者
等
に
対
し
、
変
更
後
の
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
医
療
保
険
者
等
が
納
付
し
た
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
納
付
し
た
額
」

と
い
う
。）が
前
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
後
の
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
変
更
後
の
額
」

と
い
う
。）に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
不
足
す
る
額
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
と
と
も
に
納
付
の

方
法
及
び
納
付
す
べ
き
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
通
知
し
、納
付
し
た
額
が
変
更
後
の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、

そ
の
超
え
る
額
に
つ
い
て
、
未
納
の
医
師
手
当
拠
出
金
等
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
に
充
当
し
、
な
お
残
余
が
あ
れ
ば

還
付
し
、
未
納
の
医
師
手
当
拠
出
金
等
が
な
い
と
き
は
こ
れ
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
督
促
及
び
滞
納
処
分
）

第
十
条
の
十

機
構
は
、
医
療
保
険
者
等
が
、
納
付
す
べ
き
期
限
ま
で
に
医
師
手
当
拠
出
金
等
を
納
付
し
な
い
と
き

は
、
期
限
を
指
定
し
て
こ
れ
を
督
促
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
督
促
を
す
る
と
き
は
、
当
該
医
療
保
険
者
等
に
対
し
、
督
促
状
を
発
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
督
促
状
に
よ
り
指
定
す
べ
き
期
限
は
、
督
促
状
を
発
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
上
経
過

し
た
日
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
を
受
け
た
医
療
保
険
者
等
が
そ
の
指
定
期
限
ま
で
に
そ
の
督
促
に
係
る

医
師
手
当
拠
出
金
等
及
び
次
条
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
を
完
納
し
な
い
と
き
は
、政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
徴
収
を
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
請
求
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
国
税
滞
納
処

分
の
例
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
延
滞
金
）

第
十
条
の
十
一

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
納
付
を
督
促
し
た
と
き
は
、
機
構
は
、
そ
の

督
促
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
に
つ
き
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
、
納
付
期
日
の
翌
日
か
ら
そ

の
完
納
又
は
財
産
差
押
え
の
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
延
滞
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
督

促
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
の
一
部
に
つ
き
納
付
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
納
付
の
日

以
降
の
期
間
に
係
る
延
滞
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
は
、
そ
の
納
付
の
あ
っ
た
医

師
手
当
拠
出
金
等
の
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

３

延
滞
金
の
計
算
に
お
い
て
、
前
二
項
の
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
延
滞
金
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り

捨
て
る
。

５

延
滞
金
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
徴
収
し
な
い
。
た
だ
し
、第
三
号
の
場
合
に
は
、

そ
の
執
行
を
停
止
し
、
又
は
猶
予
し
た
期
間
に
対
応
す
る
部
分
の
金
額
に
限
る
。

一

督
促
状
に
指
定
し
た
期
限
ま
で
に
医
師
手
当
拠
出
金
等
を
完
納
し
た
と
き
。

二

延
滞
金
の
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
。

三

医
師
手
当
拠
出
金
等
に
つ
い
て
滞
納
処
分
の
執
行
を
停
止
し
、
又
は
猶
予
し
た
と
き
。

四

医
師
手
当
拠
出
金
等
を
納
付
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
納
付
の
猶
予
）

第
十
条
の
十
二

機
構
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
医
療
保
険
者
等
が
医
師
手
当
拠
出
金
等
を
納
付
す
る
こ

と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
医
療
保
険

者
等
の
申
請
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
そ
の
納
付
す
べ
き
期
限
か
ら
一
年
以
内
の
期
間
を

限
り
、
そ
の
一
部
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
猶
予
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
、そ
の
猶
予
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
、

猶
予
期
間
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
医
療
保
険
者
等
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
猶
予
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
猶
予
期
間
内
は
、
そ
の
猶
予
に
係
る
医
師
手
当

拠
出
金
等
に
つ
き
新
た
に
第
十
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
督
促
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
の
請

求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
十
条
の
十
三

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
保
険
者
等
に
つ
い
て
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額

の
算
定
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
実
地
に

そ
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
相
殺
）

第
十
条
の
十
四

第
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
各
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
徴

収
す
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
と
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
各

後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
て
交
付
す
る
後
期
高
齢
者
交
付
金
は
、
相
殺
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
十
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
各
医
療
保
険
者
か
ら
徴
収
す
る
医
師
手
当
拠
出
金
等

と
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
が
各
医
療
保
険
者
に

対
し
て
交
付
す
る
出
産
育
児
交
付
金
は
、
相
殺
す
る
も
の
と
す
る
。
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第
十
一
条
の
二
第
二
項
第
二
号
中
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）」

を
「
機
構
」
に
改
め
、「（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）」を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中「（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）」を
削
り
、「
第
十
七
条
」
を「
第
十
七
条
第
一
項
」に
、「
第

百
十
八
条
の
十
」
を
「
第
百
十
八
条
の
十
三
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
次
条
第
四
項
」
の
下
に
「
及
び
第
十
二
条
の
七
」
を
加
え
る
。

第
三
章
の
三
に
次
の
十
三
条
を
加
え
る
。

（
地
域
に
お
け
る
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
の
た
め
の
調
査
及
び
分
析
）

第
十
二
条
の
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
地
域
に
お
け
る
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
の
構
築
に
資
す
る
た

め
、
電
子
診
療
録
等
情
報
に
つ
い
て
調
査
及
び
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

機
構
及
び
連
合
会
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
電
子
診
療
録
等
情
報
を
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
十
二
条
の
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
（
電
子
診
療

録
等
情
報
に
係
る
患
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
及
び
第
十
二
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て

「
本
人
」
と
い
う
。）を
識
別
す
る
こ
と
及
び
そ
の
作
成
に
用
い
る
電
子
診
療
録
等
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
電
子
診
療
録
等
情
報
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）を
利
用
し
、
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
匿
名

電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し

て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

適
正
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

疾
病
の
原
因
並
び
に
疾
病
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研
究
そ

の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報

を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
、
介

護
保
険
法
第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
十
二
条
の
十
一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
（
電
子
診

療
録
等
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
電
子
診
療
録
等
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
仮
名
電
子
診
療
録

等
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該
各
号

に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
提
供

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

適
正
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

疾
病
の
原
因
並
び
に
疾
病
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研
究
そ

の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
仮
名
電
子
診
療
録
等
情

報
を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
、

介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
十
二
条
の
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
提
供
す
る

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受

け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係
る
仮
名

電
子
診
療
録
等
情
報
に
つ
い
て
、そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報

を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
照
合
等
の
禁
止
）

第
十
二
条
の
七

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
、こ
れ
を
利
用
す
る
者（
以

下
「
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）は
、匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、

当
該
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
電
子
診
療
録
等
情
報
に
係
る
本
人
を
識
別
す
る
た
め
に
、

当
該
電
子
診
療
録
等
情
報
か
ら
削
除
さ
れ
た
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
若
し

く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項
を
い
う
。）若
し
く
は
匿
名

電
子
診
療
録
等
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、
又
は
当
該
匿
名
電
子
診
療

録
等
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
消
去
）

第
十
二
条
の
八

匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
は
、
提
供
を
受
け
た
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
利
用
す
る
必

要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
安
全
管
理
措
置
）

第
十
二
条
の
九

匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
は
、
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の

防
止
そ
の
他
の
当
該
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
の
義
務
）

第
十
二
条
の
十

匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
又
は
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
で
あ
っ
た
者
は
、
匿
名

電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら

せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
二
条
の
十
三

第
十
二
条
の
七
か
ら
第
十
二
条
の
十
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
に
よ

る
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
立
入
検
査
等
）

第
十
二
条
の
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
匿
名
電
子
診
療
録
等

情
報
利
用
者
及
び
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
（
国
の
他
の
行
政
機
関
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に

お
い
て
「
匿
名
・
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し

く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
匿
名
・
仮
名
電
子
診
療
録
等
情

報
利
用
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
匿
名
・
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
の
帳
簿
書
類
そ

の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前

項
の
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
是
正
命
令
）

第
十
二
条
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
匿
名
・
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
が
第
十
二
条
の
七
か
ら
第
十
二

条
の
十
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
二
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
十
二
条

の
十
二
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
に
違
反
し
て
い

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
機
構
等
へ
の
委
託
）

第
十
二
条
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
分
析
並
び
に
第
十
二
条
の

六
第
一
項
並
び
に
第
十
二
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又

は
一
部
を
機
構
又
は
連
合
会
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
機
構
等
」
と
い
う
。）に
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
二
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名

電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
財
務
諸
表
等
）

第
二
十
九
条

機
構
は
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
、
毎
事
業
年
度
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益

計
算
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に

厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
予
算
の
区
分
に
従
い
作
成
し
た
決
算
報
告
書
並
び

に
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
に
関
す
る
監
事
の
意
見
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
財
務
諸
表
又
は
そ

の
要
旨
を
官
報
に
公
告
し
、
か
つ
、
財
務
諸
表
及
び
附
属
明
細
書
並
び
に
前
項
の
事
業
報
告
書
、
決
算
報
告
書
及

び
監
事
の
意
見
書
を
、
主
た
る
事
務
所
に
備
え
て
置
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
）

第
三
十
条

機
構
は
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
、
毎
事
業
年
度
、
損
益
計
算
に
お
い
て
利
益
を
生
じ
た
と

き
は
、
前
事
業
年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
損
失
を
埋
め
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
は
、
積
立
金

と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

機
構
は
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
、
毎
事
業
年
度
、
損
益
計
算
に
お
い
て
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
を
減
額
し
て
整
理
し
、
な
お
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
は
繰
越
欠
損
金
と

し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
予
算
を
も
っ
て
定
め
る
金
額
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
積
立
金
を
第
二
十
四
条
第
二
号
に
掲

げ
る
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
借
入
金
及
び
債
券
）

第
三
十
一
条

機
構
は
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入
金
若

し
く
は
短
期
借
入
金
を
し
、
又
は
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
長
期
借
入
金
及
び
債
券
は
、
二
年
以
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
短
期
借
入
金
は
、
当
該
事
業
年
度
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
資
金

の
不
足
の
た
め
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
償
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
金
額
に
限
り
、
厚
生
労

働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
こ
れ
を
借
り
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
借
り
換
え
た
短
期
借
入
金
は
、
一
年
以
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
を
発
行
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、割
引
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
債
権
者
は
、
機
構
の
財
産
に
つ
い
て
他
の
債
権
者
に
先
立
っ
て
自
己
の
債
権
の

弁
済
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

７

前
項
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般
の
先
取
特
権

に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

８

機
構
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
券
の
発
行
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又

は
一
部
を
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）第
七
百
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
百
九
条
の
規
定
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
銀
行
又
は
信
託
会
社
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

10

第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
五
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
債
券
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。

11

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
、
第
三
項
た
だ
し
書
又
は
第
八
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
）

第
十
二
条
の
十
七

匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
は
、実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国（
前

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
機
構
等
が
第
十
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
機
構
等
）
に
納
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
そ
の
他
の
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め

に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
等
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
機
構
等
の
収
入
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
利
用
者
が
第
十
二
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
電
子

診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
章

医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
の
業
務

（
機
構
の
業
務
）

第
二
十
四
条

機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第

一
条
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
」
と
い
う
。）

を
行
う
。

一

医
療
保
険
者
等
か
ら
医
師
手
当
拠
出
金
等
を
徴
収
す
る
業
務

二

都
道
府
県
に
対
し
、
医
師
手
当
交
付
金
を
交
付
す
る
業
務

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
業
務
方
法
書
）

第
二
十
五
条

機
構
は
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
、
当
該
業
務
の
開
始
前
に
、
業
務
方
法
書
を
作
成
し
、

厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
報
告
等
）

第
二
十
六
条

機
構
は
、
医
療
保
険
者
等
に
対
し
、
毎
年
度
、
加
入
者
数
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
ほ
か
、
第
二
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
区
分
経
理
）

第
二
十
七
条

機
構
は
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
業
務
に
係
る
経
理
と
区

分
し
て
、
特
別
の
会
計
を
設
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
等
の
認
可
）

第
二
十
八
条

機
構
は
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
、
毎
事
業
年
度
、
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
を

作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す

る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。


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（
政
府
保
証
）

第
三
十
二
条

政
府
は
、
法
人
に
対
す
る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十

四
号
）
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
で
、
機
構
に
よ
る
医
師
手
当
交
付

金
の
円
滑
な
交
付
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
（
第
十
一
項
を
除
く
。）の
規
定
に
よ
る
機
構

の
長
期
借
入
金
、
短
期
借
入
金
又
は
債
券
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
、必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
の
範
囲
に
お
い
て
、

保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
余
裕
金
の
運
用
）

第
三
十
三
条

機
構
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し

て
は
な
ら
な
い
。

一

国
債
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
有
価
証
券
の
保
有

二

銀
行
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金

三

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。
第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
第
三
号
に
お
い
て

同
じ
。）へ
の
金
銭
信
託

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
四
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
係
る
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
三
十
四
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、機
構
又
は
次
条
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
機
構
業
務
受
託
者
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
実
地
に
そ
の
状

況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
機
構
業
務
受
託
者
に
対
し
て
は
、
当
該
受
託
業
務
の
範
囲
内
に
限

る
。

２

第
十
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定

に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
機
構
に
つ
き
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
法
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
機
構
の
役
員
に
つ
き
医

師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
関
し
同
法
第
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
が
行
わ
れ
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
の
委
託
）

第
三
十
四
条
の
三

機
構
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
の
一
部
を
連
合
会
そ

の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
の
適
用
の
特
例
）

第
三
十
四
条
の
四

医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
四
十
三
条
第

二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
と
み
な
す
。

（
審
査
請
求
）

第
三
十
四
条
の
五

こ
の
法
律
に
基
づ
く
機
構
の
処
分
又
は
そ
の
不
作
為
に
不
服
の
あ
る
者
は
、
厚
生
労
働
大
臣
に

対
し
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四

十
七
条
並
び
に
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
機
構
の
上
級
行
政
庁
と
み
な
す
。

第
四
十
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
四
十
条
の
二

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘

禁
刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
十
二
条
の
十
の
規
定
に
違
反
し
て
、
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
電
子
診

療
録
等
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

二

第
十
二
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
の
十
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の

利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的

に
利
用
し
た
と
き
。

三

第
十
二
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
四
十
条
の
三

第
十
二
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ

る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
十
一
条
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
せ
ず
、
若
し
く

は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
」
を
「
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
十
条
の
十
三
第
一
項
、
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
報
告
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を

拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

二

第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
せ
ず
、又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
を
提
出
し
た
と
き
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
四
条
の
六

第
二
章
及
び
こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
医
師
手
当
事
業
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中「（
同
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。
第
三
十
九
条
の

二
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
三
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

第
十
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
は
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
二
項
の

規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

第
三
十
七
条
第
四
項
を
削
る
。

第
三
十
八
条
の
二
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
三
十
八
条
の
三

第
十
条
の
十
第
四
項
、
第
十
条
の
十
三
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務

と
す
る
。

（
先
取
特
権
の
順
位
）

第
三
十
八
条
の
四

医
師
手
当
拠
出
金
等
及
び
第
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
先
取
特
権
の
順
位

は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
時
効
）

第
三
十
八
条
の
五

医
師
手
当
拠
出
金
等
を
徴
収
し
、
又
は
そ
の
還
付
を
受
け
る
権
利
、
第
十
条
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
延
滞
金
を
徴
収
す
る
権
利
及
び
医
師
手
当
事
業
に
要
す
る
費
用
を
受
け
る
権
利
は
、
こ
れ
ら
を
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
時
効
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
。

２

医
師
手
当
拠
出
金
等
及
び
第
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
徴
収
の
告
知
又
は
督
促
は
、
時
効
の

更
新
の
効
力
を
生
ず
る
。

（
期
間
の
計
算
）

第
三
十
八
条
の
六

こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
規
定
す
る
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
民
法
の
期

間
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
医
療
保
険
者
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」
を
「
医
療
保
険
者
等
」に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
第
三
号
中「（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第

四
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。）」
を
削
る
。


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第
四
十
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
の
二

第
四
十
条
の
二
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
四
十
二
条
の
三

法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。）を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
代
表
者
（
人
格
の

な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。）又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人

又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
第
四
十
条
の
二
、
第
四
十
条
の
三
又
は
第
四
十
二
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、

行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

２

人
格
の
な
い
社
団
等
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
そ
の
訴

訟
行
為
に
つ
き
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事

訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
四
十
三
条
中
「
第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
医
療
情
報
化
支
援
基
金
に
係
る
余
裕
金
を
運
用

し
た
と
き
は
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
十
条
の
十
二
第
一
項
又
は
第
五
章
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
医
師
手
当
事
業
関
係
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た

と
き
。

三

第
三
十
九
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
て
医
療
情
報
化
支
援
基
金
に
係
る
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
。

附
則
第
一
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
延
滞
金
の
割
合
の
特
例
）

第
一
条
の
三

第
十
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
金
の
年
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
は
、
当
分
の
間
、

同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
各
年
の
延
滞
税
特
例
基
準
割
合
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
第
九
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
延
滞
税
特
例
基
準
割
合
を
い
う
。）が
年
七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
年
中
に
お
い
て
は
、
当
該
延
滞
税
特
例
基
準
割
合
に
年
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
の
割

合
を
加
算
し
た
割
合
と
す
る
。

（
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
百
五
十
条
の
十
」
を
「
第
百
五
十
条
の
十
三
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
三
項
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
（
以
下
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
と

い
う
。）、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
第
二
項
中
「
第
四
項
第
二
号
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
第
三
十
条
の
十

一
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
中
「
医
療
法
第
七

条
の
三
第
一
項
」
を
「
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
、
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
二
項
第
二
号
」に
、

「
当
該
申
請
に
係
る
指
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
」
を
「
そ
の
指
定
に
よ
り
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
」
に
、「
第
三
十
条
の
十
一
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
病
院
又
は
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
医
療
法
第

三
十
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
勧
告
を
受
け
、
こ
れ
に
従
わ
な
い
と
き
。

イ

当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
、
医
療
法
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
に
お
け
る
保
険

医
療
機
関
の
病
床
数
が
、
そ
の
指
定
に
よ
り
同
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
に
お
い
て

定
め
る
基
準
病
床
数
を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
に
満
た
な
い
こ
と

に
な
る
と
認
め
る
場
合

ロ

当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
、
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
構
想

区
域
に
お
け
る
保
険
医
療
機
関
の
病
床
数
が
、
そ
の
指
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想

に
お
い
て
定
め
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量
（
同
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
将
来
の
病
床
数
の
必
要
量

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
勘
案
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
超

え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
場
合
（
そ
の
数
を
既
に
超
え
て
い
る
場
合
を
含
む
。）

第
六
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
険
医
療
機
関
の
期
限
付
指
定
）

第
六
十
八
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
診
療
所
の
開
設
者
又
は
管
理
者
が
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
六
項

の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
要
請
を
受
け
、
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
場
合
、
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
都

道
府
県
知
事
の
勧
告
を
受
け
た
場
合
又
は
当
該
勧
告
を
受
け
、
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
を
行

う
に
当
た
っ
て
は
、
三
年
以
内
の
期
限
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
期
限
が
付
さ
れ
た
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規

定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
六
十
九
条
中
「
開
設
者
」
の
下
に「（
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の

要
請
を
受
け
、
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
者
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
七
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
の
責
務
）

第
七
十
条
の
二

保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

保
険
医
で
あ
る
こ
と
。

二

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
の
修
了
後

に
保
険
医
療
機
関
（
病
院
に
限
る
。）に
お
い
て
保
険
医
と
し
て
三
年
以
上
診
療
に
従
事
し
た
経
験
又
は
歯
科
医

師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
の
修
了
後
に
保

険
医
療
機
関
に
お
い
て
保
険
医
と
し
て
三
年
以
上
診
療
に
従
事
し
た
経
験
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

要
件
を
備
え
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２

保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
は
、
適
正
な
医
療
の
効
率
的
な
提
供
を
図
る
た
め
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
保
険
医
療
機
関
に
勤
務
す
る
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
そ
の
他
の
従
業
者
を
監
督
す
る
と
と

も
に
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
き
、
必
要
な
注
意
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
六
条
第
五
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以

下
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
第
三
項
中
「
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
百
五
十
条
の
三
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」に
改
め
る
。

第
八
十
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
号
中
「
前

号
」
を
「
前
二
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
が
、
第
七
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
（
当
該
違
反
を
防
止
す
る

た
め
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
と
し
て
、
相
当
の
注
意
及
び
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。）。

第
八
十
一
条
中
「
登
録
」
の
下
に「（
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
の
保

険
医
に
係
る
同
条
の
登
録
）」を
加
え
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五

号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前
三
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
中
第
二
号
を
第

三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
が
、
第
七
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
（
当
該
違
反
を
防
止
す
る

た
め
、
当
該
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
と
し
て
、
相
当
の
注
意
及
び
監
督
を
尽
く
し
た
と
き
を
除
く
。）。

第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
条
の
二
」
を
加
え
る
。

第
八
十
八
条
第
十
一
項
中
「
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
百
五
十
条
の
十
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
百
五
十
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
診
療
等

関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
章
中
第
百
五
十
条
の
十
を
第
百
五
十
条
の
十
三
と
す
る
。
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第
百
五
十
条
の
九
の
見
出
し
中
「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」に
、

「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」
を
「
並
び
に
第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」に
、

「
を
基
金
」
を
「
を
基
盤
機
構
」
に
、「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
百
五
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名

診
療
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
五
十
条
の
九
を
第
百
五
十
条
の
十
二
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
八
中
「
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
」
を
「
匿
名
・
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
」に
改
め
、

「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
五
十
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
百
五
十
条
の

八
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
」
を
加
え
、
同
条
を
第

百
五
十
条
の
十
一
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」
に
、「
同
じ
」
を「「
匿
名
・

仮
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名
診
療
等
関

連
情
報
利
用
者
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
五
十
条
の
十
と
す
る
。

第
百
五
十
条
の
六
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
百
五
十
条
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
（
診
療
等
関

連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
診
療
等
関
連
情
報
を
い
う
。以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
仮
名
診
療
等
関
連

情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

適
正
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

疾
病
の
原
因
並
び
に
疾
病
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研
究
そ

の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
仮
名
診
療
等
関
連
情
報

を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
、
介

護
保
険
法
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
百
五
十
条
の
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
場

合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
、

こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係
る
仮
名
診
療
等

関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
を

利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
百
五
十
条
の
九

第
百
五
十
条
の
三
か
ら
第
百
五
十
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
利
用
者
に

よ
る
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
五
十
一
条
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
納
付
金
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
二
条
の
二
中
「
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
三
条
中
「
額
並
び
に
」
の
下
に
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る

法
律
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
医
師
手
当
拠
出
金
」
と
い
う
。）及
び
」を
加
え
、

「（
同
法
」
を「（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
四
条
第
一
項
中
「
額
並
び
に
」
の
下
に
「
医
師
手
当
拠
出
金
及
び
」
を
加
え
る
。

第
百
五
十
五
条
第
一
項
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
納
付
金
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
条
第
三
項
第
二
号
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
を
加
え
、
同
条

第
十
四
項
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
額
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
の
額
」
を
加
え
る
。

第
百
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
六
条
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
納
付
金
」
に

改
め
る
。

第
二
百
五
条
の
四
の
見
出
し
中
「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
基
盤

機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支

払
機
構
法
」
に
、「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共

同
し
て
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
条
の
三
第
二
号
中
「
第
百
五
十
条
の
八
」
を
「
第
百
五
十
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号

と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
百
五
十
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
の

利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に

利
用
し
た
と
き
。

第
二
百
十
三
条
の
二
第
一
号
中
「
第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
百
五
十
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
日
雇
拠
出
金
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
の
二
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る

法
律
」
に
改
め
る
。

（
船
員
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
八
条

船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
二
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
（
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
二

十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
と
い
う
。）、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
」に
、「「
基

金
」
を「「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
第
一
項
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
納
付
金
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
並
び
に
」
を
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
三
条
の
十
の
見
出
し
中
「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
基

盤
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
法
」
に
、「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と

共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
条
中
「
介
護
保
険
法
」
を「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」

に
改
め
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
五
条
第
五
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

（
以
下
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
第
三
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。
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第
六
十
九
条
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律

（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
（
以
下
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
」と
い
う
。）、

介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な

確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
（
第
二
号
及
び
第
七
十
三
条
に
お
い
て
「
医
師
手
当

拠
出
金
」
と
い
う
。）、
介
護
納
付
金
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
医
師
手
当
拠
出
金
、
介
護

納
付
金
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
医
師
手
当
拠
出
金
、
介
護
納
付
金
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
納
付
金
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
三
及
び
第
七
十
五
条
の
四
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診

療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
の
七
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
一
条
の
二
第
十
項
第
四
号
及
び
第

五
号
中
「
介
護
納
付
金
」
を
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
納
付
金
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
十
四
項
第
一
号
及
び
第
八
十
五
条
の
二
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
の
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会

保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係

る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
保
険
法
」
に
改

め
る
。

附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
中「（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）」を
削
り
、「
第
十
二
条
の
七
」
を「
第
十
三
条
の
六
」

に
、「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
八
条
の
表
第
一
項
第
一
号
の
項
中
欄
中
「
、
介
護
保
険
法
」
を
「
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
」

に
改
め
、
同
項
下
欄
中
「
及
び
」
を
「
出
産
育
児
関
係
事
務
費
拠
出
金
及
び
」
に
改
め
、「
、
介
護
保
険
法
」を
削
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

目
次
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
四
項
第
五
号
中
「
医
療
計
画
（
医
療
法
」
を
「
地
域
医
療
構
想
（
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
医
療
計
画
（
同
法
」
に
改
め
、「
見
込
ま
れ
る
」の
下
に「
医

療
機
関
機
能
（
同
法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
医
療
機
関
機
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）及
び
」
を

加
え
、「
同
法
第
三
十
条
の
三
第
二
項
第
六
号
」
を
「
同
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
病
床
の
機
能
」
を

「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
の
機
能
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
医
療
計
画
」
を
「
地
域
医
療
構
想
及
び
医
療
計
画
」
に
、「
病
床
の
機
能
」
を
「
医
療

機
関
機
能
及
び
病
床
の
機
能
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
病
床
の
機
能
」
を「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
の
機
能
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
医
療
計
画
」
を
「
地
域
医
療
構
想
、
医
療
計
画
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
十
六
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
の
八
中
「
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
を
「
匿
名
・
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」

に
改
め
、「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
六
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
十
六
条

の
八
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
」
を
加
え
、
同
条
を

第
十
六
条
の
十
一
と
す
る
。

第
十
六
条
の
七
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」に
、「
同
じ
」を「「
匿
名
・

仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名

医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
の
十
と
す
る
。

第
十
六
条
の
六
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
十
六
条
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
（
医
療
保

険
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
医
療
保
険
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
仮
名
医
療
保
険
等

関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

適
正
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

疾
病
の
原
因
並
び
に
疾
病
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研
究
そ

の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
仮
名
医
療
保
険
等
関
連

情
報
を
健
康
保
険
法
第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
八

条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
連
結
し
て

利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
十
六
条
の
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を

受
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係
る

仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も
の

と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情

報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
十
六
条
の
九

第
十
六
条
の
三
か
ら
第
十
六
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
に
よ

る
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」を「
並

び
に
第
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を

「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を

「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
十
六
条
の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
医

療
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。


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第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
十
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
医
療

保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
及
び

」
を
「
か
ら

ま
で
」
に
、「

に
」
を
「

に
」
に
改
め
、
同
号
イ

中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に

関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
（
以
下
「
医
師
手
当
拠
出
金
」
と
い
う
。）の
額
を
基
礎
と

し
て
、
次
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
者
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
見
込
額
に
対
す
る
同
号
に
規
定
す
る

前
期
高
齢
者
給
付
費
見
込
額
の
割
合
に
応
じ
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て「
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
概
算
額
」

と
い
う
。）

第
三
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
中
「
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
」
を

「
、
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
概
算
額
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
」
を
「
、
前
期
高
齢
者
に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
」
に
改
め
、「
額
）」の
下
に
「
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
概
算

額
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
中
「
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
」
の
下
に
「
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出

金
の
概
算
額
の
合
計
額
」
を
加
え
、「
概
算
給
付
費
補
正
率
」
を
「
概
算
給
付
費
等
補
正
率
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ロ
」
を
「
第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
ハ
及
び
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
六

項
中
「
概
算
給
付
費
補
正
率
」
を
「
概
算
給
付
費
等
補
正
率
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中「
調
整
対
象
給
付
費
見
込
額
」

の
下
に
「
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
概
算
額
の
合
計
額
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
中
「
か
ら

ま
で
」
を
「
か
ら

ま
で
」
に
、「

に
」
を
「

に
」
に
改
め
、
同

号
イ
中

を

と
し
、
同
号
イ

中
「
の
う
ち
前
期
高
齢
者
で
あ
る
加
入
者
に
係
る
も
の
と
し
て
」
を
「
を
基
礎
と

し
て
、
当
該
保
険
者
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
対
す
る
次
項
第
一
号
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
給
付
費
額
の
割

合
に
応
じ
、」に
改
め
、
同
号
イ
中

を

と
し
、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
保
険
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
を
基
礎
と
し
て
、
当
該
保
険
者
の
給

付
に
要
す
る
費
用
の
額
に
対
す
る
次
項
第
一
号
に
規
定
す
る
前
期
高
齢
者
給
付
費
額
の
割
合
に
応
じ
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
九
条
第
二
項
に
お
い

て
「
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
確
定
額
」
と
い
う
。）

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
第
二
号
中
「
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
確
定
額
」
の
下
に

「
、
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
確
定
額
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
額
）」の
下
に
「
、
前
期
高
齢

者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
確
定
額
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
各
号
中
「
調
整
対
象
給
付
費
額
」
の

下
に
「
、
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
確
定
額
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ

及
び
第
二
号
ロ

中
「
算
定
さ
れ
る
額
」
の
下
に
「
及
び
医
師
手
当
拠
出
金
の

額
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
各
号
中
「
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
」
を
「
、
前
期
高

齢
者
に
係
る
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
概
算
額
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
師
手
当
拠
出
金
の
概
算
額
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ

及
び
第
二
号
ロ

中
「
及
び
」
を
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
及
び
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
各
号
中
「
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
額
」
を
「
、
前
期
高
齢
者
に
係
る

医
師
手
当
拠
出
金
の
確
定
額
及
び
前
期
高
齢
者
に
係
る
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
額
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び

第
四
十
六
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
第
四
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」に
、「
第
十
六
条
の
七
第
三
項
」

を
「
第
十
六
条
の
十
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
一
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
九
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
対
し
、次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額（
以

下
「
負
担
対
象
総
額
」
と
い
う
。）の
十
二
分
の
三
に
相
当
す
る
額
を
負
担
す
る
。

一

被
保
険
者
に
係
る
療
養
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
給
付
に
係
る
一
部
負
担
金
に
相
当
す
る
額
を

控
除
し
た
額
並
び
に
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
療
養
費
、
訪
問
看

護
療
養
費
、
特
別
療
養
費
、
移
送
費
、
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

の
合
計
額
（
以
下
「
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
」
と
い
う
。）か
ら
第
六
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲

げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
に
係
る
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
第
百
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
特
定
費
用
の
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
た
額
（
次
項
第
一
号
及
び
第

百
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
負
担
対
象
額
」
と
い
う
。）

二

医
師
手
当
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
医
師
手
当
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
に

療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
に
占
め
る
特
定
費
用
の
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
第
百
条
第
一
項
第

二
号
及
び
第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
「
特
定
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
た

額
（
第
百
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
ロ
に
お
い
て
「
負
担
対
象
手
当
拠
出
金
額
」
と

い
う
。）

三

流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
の
額
か
ら
当
該
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
納
付
に

要
す
る
費
用
の
額
に
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
に
占
め
る
特
定
費
用
の
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

（
第
百
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
特
定
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
額
」と
い
う
。）を
控
除
し
た
額（
同

号
に
お
い
て
「
負
担
対
象
拠
出
金
額
」
と
い
う
。）

第
九
十
三
条
第
二
項
中
「
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
に
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中「
第
百
条
第
一
項
」

を
「
第
百
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
条
第
一
項
中
「
負
担
対
象
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ

て
得
た
額
並
び
に
特
定
費
用
の
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
保
険
納
付
対
象
額
」
と
い
う
。）に
負
担
対
象
拠
出
金
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率

及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
特
定
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
額
に
一
か
ら

後
期
高
齢
者
負
担
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
加
え
て
得
た
額
」
を
「
次
に
掲
げ
る
額
の

合
計
額
」
に
、「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

負
担
対
象
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び

に
特
定
費
用
の
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
（
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
「
保
険
納
付
対
象
額
」
と
い
う
。）

二

負
担
対
象
手
当
拠
出
金
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て

得
た
額
並
び
に
特
定
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得

た
額
の
合
計
額

三

負
担
対
象
拠
出
金
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た

額
並
び
に
特
定
流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
の
額
に
一
か
ら
後
期
高
齢
者
負
担
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ

て
得
た
額
の
合
計
額

第
百
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
各
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」に
改
め
る
。

第
百
一
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
四
条
第
一
項
中
「
出
産
育
児
支
援
金
」
の
下
に
「
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促

進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
（
以
下
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同

条
第
三
項
中
「
出
産
育
児
支
援
金
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
を
加
え
る
。

第
百
十
六
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
出
産
育
児
支
援
金
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金

等
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。
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第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
」
を「
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」に
、「
イ

に
」
を
「
ハ
に
」
に
、「
ロ
に
」
を
「
ニ
に
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
を
ニ
と
し
、
イ
を
ハ
と
し
、
同
号
ハ
の
前
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

イ

保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額

ロ

負
担
対
象
手
当
拠
出
金
額
に
一
か
ら
第
百
条
第
二
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
及
び
百
分
の
五
十
を
控
除
し

て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
並
び
に
特
定
医
師
手
当
拠
出
金
の
額
に
一
か
ら
同
項
の
後
期
高
齢
者
負
担
率
を

控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
の
見
込
額

第
百
二
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
保
険
納
付
対
象
額
の
見
込
額
」
を
「
前
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」

に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
百
二
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
六
、
第
百
二
十
四
条
の
七
並
び
に
第
百
二
十
四
条
の
九
中

「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
三
十
四
条
第
三
項
及
び
第
百
三
十
七
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
五
章
の
章
名
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改

め
る
。

第
百
三
十
九
条
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
は
、
社
会
保
険

診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
」
を
「
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
百
四
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
六
条
ま
で
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
、

第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
四
十
八
条
、
第
百
四
十
九
条
並
び
に
第
百
五
十
一
条
中
「
支
払
基
金
」を「
機

構
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
二
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を

「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
支
払
基
金
」
を
「
、
機
構
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
法
第
二
十
九
条
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
三
十
九
条
」
に
、「
支
払
基
金
の

理
事
長
、
理
事
若
し
く
は
監
事
」
を
「
機
構
の
役
員
」
に
、「
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条

第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
三
条
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
を
「
医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
、「
第
二
十
九
条
」
を
「
第
三
十
九
条
」に
、

「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
百
五
十
四
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
の
三
第
二
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
二
項
」
を
「
第
十
六
条
の
十
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を

「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省

令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
の
二
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」に
改
め
、同
条
第
一
号
中「
者
」

を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
十
六
条
の
八
」
を
「
第
十
六
条
の
十
一
」
に
、「
者
」
を
「
と
き
。」に
改

め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
十
六
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
六
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の

利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目

的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
百
六
十
八
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
の
七
第
一
項
」
を

「
第
十
六
条
の
十
第
一
項
」
に
、「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
三
条
第
三
項
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
（
見
出

し
を
含
む
。）及
び
第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八
中
「
開
設
者
に
つ
い
て
、
同
法
」
の
下
に
「
第
十
四
条
の
四
並
び
に
」
を
加
え

る
。第

百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
に
、「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第
百
十
八
条
の
十
一
」
を
「
第
百
十
八
条
の
十
三
及
び
第

百
十
八
条
の
十
四
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払

基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、「
定
め

る
も
の
」
の
下
に
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
を
加
え
る
。

第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
総
合
確
保
方
針
」
の
下
に
「
及
び
同
法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
情
報

化
推
進
方
針
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
第
十
項
中
「
及
び
医
療
法
」
を
「
並
び
に
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医

療
構
想
及
び
同
法
」
に
改
め
る
。

第
百
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
百
十
八
条
の
十
一
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
百
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
介

護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
十
八
条
の
十
一
を
第
百
十
八
条
の
十
四
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
十
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
中「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」

を
「
並
び
に
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を「
機
構
等
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
百
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名

介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
百
十
八
条
の
十
を
第
百
十
八
条
の
十
三
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
九
中
「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
を「
匿
名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」

に
改
め
、「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
百
十

八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
」
を
加
え
、
同

条
を
第
百
十
八
条
の
十
二
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」
に
、「
同
じ
」
を「「
匿

名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
に
」
を
「
関
係
者

に
」
に
、「
匿
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
、「
の

利
用
」
を
「
又
は
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
利
用
」
に
改
め
、
同
条
を
第
百
十
八
条
の
十
一
と
す
る
。

第
百
十
八
条
の
七
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
百
十
八
条
の
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
介
護

保
険
等
関
連
情
報
（
介
護
保
険
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


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２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で

あ
っ
て
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
業
務
と
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情

報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮

名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

保
険
給
付
に
係
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に

関
す
る
施
策
、
要
介
護
状
態
等
と
な
る
こ
と
の
予
防
又
は
要
介
護
状
態
等
の
軽
減
若
し
く
は
悪
化
の
防
止
の
た

め
の
施
策
並
び
に
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
調

査
二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

国
民
の
健
康
の
保
持
増
進
及
び
そ
の
有
す
る
能
力
の
維
持
向
上
並
び
に
介
護
保

険
事
業
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

介
護
分
野
の
調
査
研
究
に
関
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
仮
名
介
護
保
険
等
関
連

情
報
を
健
康
保
険
法
第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
診
療
等
関
連
情
報
及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
百
十
八
条
の
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
を
提
供
す

る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
提
供

を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係

る
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も

の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情

報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
百
十
八
条
の
十

第
百
十
八
条
の
四
か
ら
第
百
十
八
条
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
利
用

者
に
よ
る
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
百
五
十
条
第
一
項
、
第
百

五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
、
第
百
五
十
八
条
並
び
に
第
百
五

十
九
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
九
章
の
章
名
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改

め
る
。

第
百
六
十
条
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
支
払
基
金
は
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
」
を
「
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十

八
条
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
一
条
、
第
百
六
十
二
条
第
一
項
、
第
百
六
十
三
条
及
び
第
百
六
十
四
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」

に
改
め
る
。

第
百
六
十
五
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
が
」
を「
機
構
が
」

に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法

第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
支

払
基
金
が
」
を
「
機
構
が
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
二
十
五
条
第
一
項
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・

診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
三
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
十
七
条
、
第
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十
条
並

び
に
第
百
七
十
一
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
二
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
支
払
基
金
」
を「
、
機
構
」

に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
二
十
九
条
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
三
十

九
条
」
に
、「
支
払
基
金
の
理
事
長
、
理
事
若
し
く
は
監
事
」
を
「
機
構
の
役
員
」
に
、「
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は

第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
三
条
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診

療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
四
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
条
の
三
第
二
号
中
「
第
百
十
八
条
の
九
」
を
「
第
百
十
八
条
の
十
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号

と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
十
八
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情

報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
介
護
保
険
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当

な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
二
百
六
条
の
二
第
四
号
中
「
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
」
を
「
第
百
十
八
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
百
七
条
第
二
項
及
び
第
二
百
十
二
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

（
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八

年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
条
の
三
第
五
項
中
「
令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
」に
改
め
る
。

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
の
三
第
九
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
が
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
に
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病

医
療
支
援
を
受
け
さ
せ
る
と
き
、
又
は
医
療
費
支
給
認
定
患
者
が
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
を
受
け
る

と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
受
給
者
証
の
提
示
、
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
を
受
け
る
者
が
医
療
費
支
給
認
定
に

係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
定
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
機
関
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
十
九
条
の
三
第
十
項
中
「
に
医
療
受
給
者
証
を
提
示
し
た
」
を
「
に
よ
る
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け

た
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
が
、
都
道
府
県
に

対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ

た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を

い
う
。）を
送
信
す
る
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
係

る
医
療
費
支
給
認
定
の
情
報
（
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の
照
会
を
行
い
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
か
ら

回
答
を
受
け
て
当
該
情
報
を
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
を
受
け
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関

に
提
供
し
、
当
該
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
か
ら
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童

等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。


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第
十
九
条
の
二
十
第
一
項
中
「
第
十
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
十
九
条
の
三
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
九
条
の
二
十
の
二

都
道
府
県
は
、
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
に
係
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等

又
は
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
で
あ
つ
た
者
の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す

る
事
務
に
つ
い
て
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
又
は
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
他
の

都
道
府
県
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
当
該
事
務
以
外
の
法

令
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
介

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
そ
の
他
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
二
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
一
項
」
を
加
え
、
同
条
第

二
項
中
「
当
該
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
」
を
削
り
、「
も
の
」
を
「
情
報
」
に
改
め
、「
と
連
結
し
て
」

及
び
「
状
態
で
」
の
下
に
「
当
該
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
十
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
が
第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
十
を
第
二
十
一
条
の
四
の
十
三
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
九
中
「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」
を
「
並
び
に
第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て

仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は

提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
一
条
の
四
の
九
を
第
二
十
一
条
の
四
の
十
二
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
八
中
「
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
」
を
「
匿
名
・
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾

病
関
連
情
報
利
用
者
」
に
改
め
、「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
一
条
の
四
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）又
は
第
二
十
一
条
の
四
の
八
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に

よ
り
付
し
た
制
限
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
一
条
の
四
の
十
一
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」
に
、「
同

じ
」
を「「
匿
名
・
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情

報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
の
四

の
十
と
す
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
六
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
四
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
並
び
に
国
民

保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
（
同
意
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
に
係

る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
同
意
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
並
び
に
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す

る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に

つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業

務
を
行
う
た
め
に
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
対
策
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び

立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
又
は
小

児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
療
養
生
活
の
質
の
維
持
向
上
に
資
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
す
る
医
療
又
は
小

児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
福
祉
の
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業

務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。）

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場

合
に
は
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
指
定
難
病

関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
と
連
結
し
て
当
該
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
利

用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
当
該
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
提
供
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
四
の
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情

報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾

病
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
」
と

い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係
る
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の

制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も
の
と
す
る
。

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病

関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
一
条
の
四
の
九

第
二
十
一
条
の
四
の
三
か
ら
第
二
十
一
条
の
四
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
小
児
慢
性
特

定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
に
よ
る
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
十
七
第
一
項
中「（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）」を
削
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
一
項
中
「
こ
の
款
」
の
下
に
「
及
び
第
五
十
六
条
の
六
の
二
」
を
、「
こ
の
条
」
の

下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
中
「
第
十
九
条
の
十
二
及
び
」
を
「
第
十
九
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
通

所
給
付
決
定
保
護
者
が
通
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
に
肢
体
不
自
由
児
通
所
医
療
を
受
け
さ
せ
る
と
き
に
つ
い

て
、
第
十
九
条
の
十
二
及
び
」
に
改
め
、「
支
給
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
二
十
の
二
の
規
定
は
肢
体
不

自
由
児
通
所
医
療
に
係
る
障
害
児
又
は
障
害
児
で
あ
つ
た
者
の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提

供
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
」
を
、「
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
十
九
条
の
二

十
第
四
項
並
び
に
第
十
九
条
の
二
十
の
二
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
府
令
」
と
」を
加
え
、

「
、
第
十
九
条
の
二
十
第
四
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
府
令
」
と
」
を
削
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
中
「
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
三
」
を
「
こ
の
款
及
び
第
五
十
六
条

の
六
の
二
」
に
改
め
、「（
以
下
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
次
条
」
を
加
え
る
。

第
二
十
四
条
の
二
十
一
中
「
第
十
九
条
の
十
二
及
び
」
を
「
第
十
九
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
の
規
定
は
入
所

給
付
決
定
保
護
者
が
入
所
給
付
決
定
に
係
る
障
害
児
に
障
害
児
入
所
医
療
を
受
け
さ
せ
る
と
き
に
つ
い
て
、
第
十
九

条
の
十
二
及
び
」
に
改
め
、「
支
給
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
二
十
の
二
の
規
定
は
障
害
児
入
所
医
療
に

係
る
障
害
児
又
は
障
害
児
で
あ
つ
た
者
の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
に

つ
い
て
」
を
、「
お
い
て
」
の
下
に
「
、
第
十
九
条
の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
十
九
条
の
二
十
第
四
項
並
び
に
第

十
九
条
の
二
十
の
二
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
府
令
」
と
」
を
加
え
、「
、
第
十
九
条
の
二

十
第
四
項
中
「
厚
生
労
働
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
内
閣
府
令
」
と
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
次
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
」
及
び
「
同
項
第
一
号
及
び

第
二
号
」
を
「
以
下
こ
の
節
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
八
第
一
項
」を
加
え
、

同
条
第
二
項
中
「
当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
」
を
削
り
、「
も
の
」
を
「
情
報
」に
改
め
、「
と
連
結
し
て
」

及
び
「
状
態
で
」
の
下
に
「
当
該
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
」
を
加
え
る
。


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第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
一
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
八
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
一
を
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
四
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
中
「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」
を
「
並
び
に
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
八
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ

い
て
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供

す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
を
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
三
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
九
中
「
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
」
を
「
匿
名
・
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関

連
情
報
利
用
者
」
に
改
め
、「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）又
は
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
九
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
二
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
八
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」
に
、「
同

じ
」
を「「
匿
名
・
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者

の
」
を
「
匿
名
・
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
一
と

す
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
七
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
八

内
閣
総
理
大
臣
は
、
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
障
害
児
福
祉
等

関
連
情
報
（
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
に
す
る
た
め
に
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同

じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
閣
総
理
大
臣
は
、
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ
て
仮
名
障
害
児

福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て

当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関

連
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

障
害
児
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
障
害
児
通
所
給
付
費
等
及
び
障

害
児
入
所
給
付
費
等
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

障
害
児
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
障
害
児
通
所
給
付
費
等
及
び
障
害
児
入
所
給
付

費
等
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者

障
害
福
祉
分
野
の
調
査
研
究
に
関
す
る
分
析
そ
の
他
の
内

閣
府
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。）

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に

は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
に

規
定
す
る
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
と
連
結
し
て
当
該
仮
名
障
害
児
福
祉

等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
当
該
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
閣
総
理
大
臣
は
、第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
こ
ど
も
家
庭
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
九

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情

報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関

連
情
報
の
提
供
を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に

対
し
、
提
供
に
係
る
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必

要
な
制
限
を
付
す
も
の
と
す
る
。

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
内
閣
総
理

大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
四
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
仮

名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
に
よ
る
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
六
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
六
条
の
六
の
二

国
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
並
び
に
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
、
指
定
障
害
児

通
所
支
援
事
業
者
、
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
第
十
九
条
の
三
第
十
項
（
第
二
十
一
条
の

五
の
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
の
仕
組

み
の
導
入
そ
の
他
の
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
を
推
進
し
、
も
つ
て

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保

険
各
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
行

わ
れ
る
事
務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
条
の
三
第
三
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
の
四
の
八
又
は
第
三
十
三
条
の
二

十
三
の
九
」
を
「
第
二
十
一
条
の
四
の
十
一
又
は
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号

と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
二
十
一
条
の
四
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
一
条
の
四
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
小
児
慢
性

特
定
疾
病
関
連
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他

人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
六
十
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名

障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他

人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
六
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
四
の
十
第
一
項
」
に
、「
第

三
十
三
条
の
二
十
三
の
八
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
予
防
接
種
法
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、「（
次
条
」
を「（
次
条
及
び
第
二
十
八
条
の
二

第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
二
十
八
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
（
予
防

接
種
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め

に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
予
防
接
種
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
仮
名
予
防
接
種
等

関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該
各

号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報

を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

適
正
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

疾
病
の
原
因
並
び
に
疾
病
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研
究
そ

の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）


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３

厚
生
労
働
大
臣
は
、前
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、

当
該
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る

仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
、
感
染
症
法
第
五
十
六
条
の
四
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
そ

の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
二
十
八
条
の
三

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
を
提
供
す

る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
提
供

を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係

る
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も

の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情

報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
二
十
八
条
の
四

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
に
よ
る

仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」
に
、「
同
じ
」
を「「
匿
名
・

仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名

予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
「
匿
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
」
を
「
匿
名
・
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
」
に
改

め
、「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
二
十
八
条

の
三
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
又
は
提
供
」
を
「
及
び
提

供
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
」

に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診

療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
基
盤
機
構
」

に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名

予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
予

防
接
種
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
章
の
章
名
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改

め
る
。

第
三
十
三
条
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
、
同
条
中
「
支
払
基
金
は
、
社
会
保
険
診
療

報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
」
を
「
基
盤
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
」
に

改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
又
は
提
供
」
を
「
及
び
提
供
並
び
に
第

二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
支
払
基
金
は
」
を
「
基
盤
機
構
は
」
に
、「
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
」
を
「
基
盤
機
構

予
防
接
種
調
査
等
業
務
」
に
、「
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
を
「
基
盤
機
構
予
防
接
種
対
象
者

情
報
収
集
等
業
務
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十
七
条
中
「
支
払
基
金
は
、
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及

び
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
を
「
基
盤
機
構
は
、
基
盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
基

盤
機
構
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
は
、
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情

報
収
集
等
業
務
」
を
「
基
盤
機
構
は
、
基
盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
基
盤
機
構
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収

集
等
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
は
」
を
「
基
盤
機
構
は
」
に
、「
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
支
払

基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
を
「
基
盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
基
盤
機
構
予
防
接
種
対
象

者
情
報
収
集
等
業
務
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
又
は
」
を
「
基
盤
機
構
又
は
」
に
、「「
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」
を「「
基
盤
機

構
業
務
受
託
者
」
に
、「
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
を

「
基
盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
基
盤
機
構
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し

書
中
「
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」
を
「
基
盤
機
構
業
務
受
託
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
支
払
基
金
」
を

「
、
基
盤
機
構
」
に
、「
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
を

「
基
盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
基
盤
機
構
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報

酬
支
払
基
金
法
第
二
十
九
条
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
三
十
九
条
」
に
、「
支
払
基
金

の
理
事
長
、
理
事
若
し
く
は
監
事
」
を
「
基
盤
機
構
の
役
員
」
に
、「
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
第

十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
法
」
に
改
め
、
同
条
中「
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」

を
「
基
盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
基
盤
機
構
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
に
、「
社
会
保
険
診
療

報
酬
支
払
基
金
法
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」

に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
中
「
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」を「
基

盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
及
び
基
盤
機
構
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
に
、「
支
払
基
金
の
」
を
「
基

盤
機
構
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
号
中
「
第
三
十
一
条
」
を
「
第
三
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
又
は
提
供
」
を
「
及
び
提
供
並
び
に

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
」に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
五
十
七
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、同
条
第
二
項
中「
社

会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
そ
の
他
の
」
を
「
に

係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

第
五
十
八
条
中
「
支
払
基
金
若
し
く
は
」
を
「
基
盤
機
構
若
し
く
は
」
に
、「
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」
を
「
基
盤

機
構
業
務
受
託
者
」
に
、「
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等
業
務
若
し
く
は
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業

務
」
を
「
基
盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
若
し
く
は
基
盤
機
構
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」に
改
め
る
。

第
五
十
九
条
中
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
二
十
八
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の

利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
予
防
接
種
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目

的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
六
十
二
条
中
「
支
払
基
金
若
し
く
は
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」
を
「
基
盤
機
構
若
し
く
は
基
盤
機
構
業
務
受
託

者
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
中
「
支
払
基
金
の
」
を
「
基
盤
機
構
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
支
払
基
金
予
防
接
種
調
査
等

業
務
又
は
支
払
基
金
予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
を
「
基
盤
機
構
予
防
接
種
調
査
等
業
務
又
は
基
盤
機
構

予
防
接
種
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
に
改
め
る
。
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（
母
子
保
健
法
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
三
の
見
出
し
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十

三
条
第
一
項
の
健
康
診
査
（
次
項
に
お
い
て
「
健
康
診
査
」
と
い
う
。）又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
産

後
ケ
ア
事
業
（
次
項
に
お
い
て
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
と
い
う
。）の
対
象
者
」
を
「
次
に
掲
げ
る
者
」
に
、「
及
び
」
を

「
又
は
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
査
（
次
項
に
お
い
て
「
健
康
診
査
」
と
い
う
。）又

は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
産
後
ケ
ア
事
業
（
次
項
に
お
い
て
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
と
い
う
。）の
対

象
者

二

第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
養
育
医
療
の
給
付
の
対
象
者
又
は
対
象
者
で
あ
つ
た
者

第
八
条
の
三
第
三
項
中
「
事
務
」
を
「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
」
に
、「
他
の
市
町
村
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め

る
者
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
事
務

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
委
託
す
る
他
の
市
町
村

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
事
務

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
委
託
す
る
他
の
市
町
村
、
医

療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
当
該
事
務
以
外
の
法
令
の
規
定
に

よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
介
護
保
険
法

（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
及
び
特
別
区
そ
の
他
内

閣
府
令
で
定
め
る
者

第
二
十
条
第
七
項
中
「
第
十
九
条
の
三
第
十
項
」
を
「
第
十
九
条
の
三
第
十
一
項
」
に
、「
第
二
十
条
第
七
項
に
」

を
「
第
二
十
条
第
十
一
項
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
十
項
と
し
、
第
五
項

を
第
七
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

８

保
護
者
が
未
熟
児
に
養
育
医
療
の
給
付
を
受
け
さ
せ
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子

資
格
確
認
そ
の
他
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
養
育
医
療
の
給
付
を
受
け
る
者
が
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
決
定
（
次
項
に
お
い
て
「
給
付
決
定
」
と
い
う
。）に
係
る
未
熟
児
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
指
定
養
育
医
療

機
関
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
給
付
決
定
に
係
る
未
熟
児
が
、
市
町
村
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書

（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。）を
送
信
す
る
方
法
そ
の

他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
未
熟
児
に
係
る
給
付
決
定
の
情
報
の
照
会
を
行
い
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
か
ら
回
答
を
受
け
て
当
該

情
報
を
養
育
医
療
の
給
付
を
受
け
る
指
定
養
育
医
療
機
関
に
提
供
し
、
当
該
指
定
養
育
医
療
機
関
か
ら
給
付
決
定

に
係
る
未
熟
児
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

５

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
都
道
府
県

知
事
及
び
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の

番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー

ド
を
い
う
。
第
十
八
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に

係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第

二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
第
十
八
条
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
送

信
す
る
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
及
び
次
条
第
一
項
の

認
定
の
情
報（
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
に
係
る
費
用
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の
照
会
を
行
い
、

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事

及
び
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
回
答
を
受
け
て
当
該
情
報
を
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
を
受
け
る
指
定
医
療
機

関
に
提
供
し
、
当
該
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
被
爆
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る

こ
と
を
い
う
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」

に
改
め
る
。

第
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６

被
爆
者
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
負
傷
又
は
疾
病
に
つ
い
て
被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
か
ら
医
療
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
か
ら
、
電
子
資
格

確
認
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
被
爆
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
被
爆
者
が
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
記
録
さ
れ
た

利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
被
爆
者
健
康

手
帳
の
交
付
の
情
報
（
一
般
疾
病
医
療
費
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の
照
会
を
行
い
、
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
か
ら
回
答
を
受
け

て
当
該
情
報
を
医
療
を
受
け
る
被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
に
提
供
し
、
当
該
被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
か
ら

被
爆
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

第
二
十
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」

に
改
め
る
。

第
二
十
条
中
第
四
項
を
第
六
項
と
し
、
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を「
第
一
項
」に
、「
行

な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
養
育
医
療
の
給
付
又
は
養
育
医
療
に
要
す
る
費
用
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
内

閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

市
町
村
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
未
熟
児
が
養
育
の
た
め
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
す
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
養
育
医
療
の
給
付
又
は
養
育
医
療
に

要
す
る
費
用
の
支
給
を
す
る
旨
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
の
三
を
第
二
十
条
の
四
と
し
、
第
二
十
条
の
二
を
第
二
十
条
の
三
と
し
、
第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）

第
二
十
条
の
二

国
及
び
市
町
村
並
び
に
指
定
養
育
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
前
条
第
九
項
に
規
定
す
る
電

子
資
格
確
認
の
仕
組
み
の
導
入
そ
の
他
の
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

を
推
進
し
、
も
つ
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法

令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
号
中
「
の
規
定
」
を「（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の

規
定
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
十
四
第
一
号
中
「
及
び
」
を「（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
条
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

（
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
四
十
三
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
十
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指

定
医
療
機
関
か
ら
、
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
次
条
第
一
項
の
認
定
を
受

け
た
被
爆
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。


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第
七
章
中
第
四
十
四
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
等
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
四
十
三
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す

る
医
療
の
給
付
及
び
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
係
る
被
爆
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若

し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
又
は
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会

に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
第
一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
っ

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
介
護
保
険
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
及
び
特

別
区
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）

第
四
十
三
条
の
三

国
及
び
都
道
府
県
並
び
に
指
定
医
療
機
関
、被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
は
、

第
十
条
第
五
項
及
び
第
十
八
条
第
七
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
の
仕
組
み
の
導
入
そ
の
他
手
続
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
を
推
進
し
、
も
っ
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

医
療
保
険
各
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法
令
の
規
定
に

よ
り
行
わ
れ
る
事
務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
六
条
の
四
十
九
」
を
「
第
五
十
六
条
の
五
十
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
六
第
一
項
中
「
及
び
第
五
十
六
条
の
四
十
」
を
「
、
第
五
十
六
条
の
四
十
及
び
第
五
十
六
条

の
五
十
」
に
改
め
る
。

第
十
二
章
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
の
た
め
の
調
査
及
び
研
究
）

第
五
十
六
条
の
五
十

厚
生
労
働
大
臣
は
、
感
染
症
の
発
生
を
予
防
し
、又
は
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、

患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確

保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
診
療
録
等

情
報
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
情
報
（
次
項
に
お
い
て
「
電
子
診
療
録
等
情
報
等
」
と
い
う
。）に
つ
い
て

調
査
及
び
研
究
を
行
う
。

２

支
払
基
金
及
び
国
保
連
合
会
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
そ
の

求
め
に
応
じ
て
、
電
子
診
療
録
等
情
報
等
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
に
係
る
事
務
を
国
立
健
康
危
機
管
理
研
究
機
構
に
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
八
項
中「（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）」の
下
に
「
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地

域
医
療
構
想
及
び
同
法
」
を
加
え
、「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
九
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診

療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
十
三
、
第
三
十
六
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
十
八
、
第
三
十
六
条
の
十
九

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
十
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
二
十
一
並
び
に
第
三
十
六
条
の
二
十
三

第
三
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
十
五
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中「
支
払
基
金
は
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
基
盤
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
第

十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
二
十
七
か
ら
第
三
十
六
条
の
三
十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
三

十
二
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
三
十
六
条
の
三
十
三
、
第
三
十
六
条
の
三
十
四
並
び
に
第
三
十

六
条
の
三
十
六
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
七
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
、
支
払
基
金
」

を
「
、
基
盤
機
構
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
二
十
九
条
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
法
第
三
十
九
条
」
に
、「
支
払
基
金
の
理
事
長
、
理
事
若
し
く
は
監
事
」
を
「
基
盤
機
構
の
役
員
」
に
、「
第

十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
八
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
医
療
情
報
基

盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
九
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
結
核
患
者
の
電
子
資
格
確
認
）

第
三
十
七
条
の
三

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
よ
う
と
す
る
結
核
患
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
結
核
指
定
医
療
機
関
か
ら
、
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、

同
条
第
三
項
の
決
定
を
受
け
た
結
核
患
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、
当
該
医
療
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た

だ
し
、
緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し

な
い
。

２

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
前
条
第
三
項
の
決
定
を
受
け
た
結
核
患
者
が
、
都
道
府
県
に
対
し
、
個
人

番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。）を
送

信
す
る
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
結
核
患
者
に
係
る
前
条
第
三
項
の
決
定
の
情
報

（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
負
担
に
係
る
費
用
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の
照
会
を
行
い
、
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
か
ら
回
答
を
受

け
て
当
該
情
報
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
を
受
け
る
結
核
指
定
医
療
機
関
に
提
供
し
、
当
該
結
核
指
定
医

療
機
関
か
ら
同
条
第
三
項
の
決
定
を
受
け
た
結
核
患
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
前
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
七
条
の
二
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
前

条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
前
二
条
」
を
「
第
三
十
七
条
及
び
第

三
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
五
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
中
「
申
請
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
第
三
十
七
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
の
三
の
二

第
一
項
」
と
、「
結
核
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
、「
同
条
第
三
項
の
決
定

を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
を
受
け
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
三
項

の
決
定
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
を
受
け
る
」と
、

「
前
条
第
三
項
の
決
定
の
情
報
（
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
の
申
請
に
係
る

情
報
（
同
項
」
と
、「
同
条
第
一
項
に
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
に
」
と
、「
結
核
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
と
、「
同
条
第
三
項
の
決
定
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の

負
担
を
受
け
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
三
第
二
項
中
「
申
請
に
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
第
三
十
七
条
の
三
」
を
加
え
、
同
項
に
後
段
と
し
て

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は「
第
五
十
条
の
三
第
一
項
」

と
、「
結
核
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」と
、「
同
条
第
三
項
の
決
定
を
受
け
た
」

と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
を
受
け
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
第
三
項
の
決
定
を
受

け
た
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
を
受
け
る
」
と
、「
前
条
第
三
項
の
決

定
の
情
報
（
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
申
請
に
係
る
情
報
（
同
項
」
と
、「
同
条
第

一
項
に
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
に
」
と
、「
結
核
指
定
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
」

と
、「
同
条
第
三
項
の
決
定
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
「
同
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
を
受
け
る
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。
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第
五
十
六
条
の
四
十
八
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
、
支
払
基
金
」

を
「
、
基
盤
機
構
」
に
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
九
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
五
十
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
基
盤
機
構
又
は
国
保
連
合
会
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
六
十
三
条
の
五

都
道
府
県
及
び
保
健
所
設
置
市
等
は
、
第
四
十
条
第
六
項
（
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
及

び
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を

基
盤
機
構
又
は
国
保
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
に
係
る
同
条
第
三
項
の
決
定
を
受
け
た
結
核
患
者
又

は
同
項
の
決
定
を
受
け
た
結
核
患
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提

供
に
関
す
る
事
務

二

第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
に
係
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出

自
粛
対
象
者
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し

く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務

三

第
五
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
負
担
に
係
る
新
感
染
症
外
出
自
粛
対
象
者
又
は
新
感
染
症
外

出
自
粛
対
象
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務

２

都
道
府
県
又
は
保
健
所
設
置
市
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り

事
務
を
委
託
す
る
他
の
都
道
府
県
及
び
保
健
所
設
置
市
等
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
一

条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
当
該
事
務
以
外
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で

あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
介
護
保
険
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
及

び
特
別
区
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）

第
六
十
三
条
の
六

国
、
都
道
府
県
及
び
保
健
所
設
置
市
等
並
び
に
結
核
指
定
医
療
機
関
、
第
二
種
協
定
指
定
医
療

機
関
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
第
三
十
七
条
の
三
第
二
項
（
第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
三
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
の
仕
組
み
の
導
入
そ
の
他
手
続
に
お
け
る

情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
を
推
進
し
、
も
っ
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
医
療
保
険
各
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法
令
の
規
定

に
よ
り
行
わ
れ
る
事
務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
四
条
の
二
中
「
前
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
る
。

第
七
十
七
条
第
二
項
及
び
第
八
十
二
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
五
十
六
条
の
五
十
」
を
「
第
五
十
六
条
の
五
十
三
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
十
項
中
「
第
七
項
ま
で
」
を
「
第
八
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
九

項
中
「
第
七
項
ま
で
」
を
「
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
を
同

条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、

同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。）は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
基
盤
機
構
」
と
い
う
。）又
は

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
国
保
連
合
会
」
と
い
う
。）を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
第
六
項
中
「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、「
前
二
項
」
を
「
第
五
項
及
び
第
六
項
」
に
、「
前

項
」」を
「
第
六
項
」」に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
四
項
中
「
及
び
第
六
項
の
」
を
「
か
ら
第
七
項
ま
で
の
」
に
、「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」

に
、「
第
七
項
中
」
を
「
第
八
項
中
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
及
び
第
六
項
の
」
を
「
か
ら
第
七
項
ま
で
の
」に
、

「
同
条
第
七
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、「
第
七
項
中
」
を
「
第
八
項
中
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
九
第
二
項
中
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
」、「
」
と
い
う
。）」
及
び

「
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
」
を
削
る
。

第
四
十
四
条
の
三
の
六
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。）は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
盤
機
構
又
は
国
保
連
合
会
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
条
の
七
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
感
染
症
に
係
る
も
の
に
限
る
。）は
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
基
盤
機
構
又
は
国
保
連
合
会
を
経
由
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
中
「
第
四
十
四
条
の
三
の
六
及
び
第
五
十
条
の
七
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
の
六
第
一
項
及

び
第
五
十
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
一
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
五
十
六
条
の
四
十
六
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
十
二
章
中
第
五
十
六
条
の
五
十
を
第
五
十
六
条
の
五
十
三
と
す
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
九
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
利
用
者
が
第
五
十
六
条
の
四
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
感

染
症
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
九
を
第
五
十
六
条
の
五
十
二
と
す
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
八
中
「
又
は
提
供
」
を
「
及
び
提
供
並
び
に
第
五
十
六
条
の
四
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
五
十
六
条
の
四
十
七
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て

仮
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場

合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
五
十
六
条
の
四
十
八
を
第
五
十
六
条
の
五
十
一
と
す
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
七
中
「
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
利
用
者
」
を
「
匿
名
・
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
利
用
者
」に
、

「
の
規
定
」
を
「
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
五
十
六
条
の
四
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第

五
十
六
条
の
四
十
七
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
」
に

改
め
、
同
条
を
第
五
十
六
条
の
五
十
と
す
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
六
第
一
項
中
「
第
五
十
六
条
の
五
十
」
を
「
第
五
十
六
条
の
五
十
三
」
に
、「（
国
」
を
「
及

び
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」
に
、「
同
じ
」
を「「
匿
名
・
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」に
、

「
匿
名
感
染
症
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十

六
条
の
四
十
九
と
す
る
。

第
五
十
六
条
の
四
十
五
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
五
十
六
条
の
四
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
（
感
染

症
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
感
染
症
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
仮
名
感
染
症
関
連

情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該
各
号
に

定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
を
提
供
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

適
正
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
資
す
る
施
策
の
企
画
及

び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

疾
病
の
原
因
並
び
に
疾
病
の
予
防
、
診
断
及
び
治
療
の
方
法
に
関
す
る
研
究
そ

の
他
の
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）


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３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当

該
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
医

療
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
五
十
六
条
の
四
十
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
を
提
供
す

る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
の
提
供
を
受

け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係
る
仮
名
感

染
症
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
を

利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
五
十
六
条
の
四
十
八

第
五
十
六
条
の
四
十
二
か
ら
第
五
十
六
条
の
四
十
五
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
感
染
症
関
連

情
報
利
用
者
に
よ
る
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
六
十
五
条
の
二
中
「
第
十
二
条
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
第
九
項
」
に
、「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」

に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
項
及
び
第
十
項
」
を
「
第
十
項
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第

十
七
号
中
「
第
四
十
四
条
の
三
の
六
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
第

五
十
条
の
七
」
を
「
第
五
十
条
の
七
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
の
三
第
二
号
中
「
第
五
十
六
条
の
四
十
七
」
を
「
第
五
十
六
条
の
五
十
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第

三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
五
十
六
条
の
四
十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
の
四
十
五
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
感
染
症
関

連
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
感
染
症
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当

な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
八
項
又
は
同
条
第
十
項
」
を
「
第
九
項
又
は
同
条
第
十
一
項
」
に
改
め
、
同

項
第
十
三
号
中
「
第
五
十
六
条
の
四
十
六
第
一
項
」
を
「
第
五
十
六
条
の
四
十
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
の
三
中
「
前
条
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
の
四
と
し
、
同
条
の
次

に
次
の
十
三
条
を
加
え
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
の
調
査
等
）

第
十
九
条
の
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
市
町
村
検
診
に
よ
る
疾
病
の
早
期
発
見
の
状
況
に
関
す
る
調
査
そ
の
他
の
国

民
の
健
康
の
増
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
調
査
及
び
研
究
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

市
町
村
検
診
を
実
施
す
る
市
町
村
の
長
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
対

し
、
市
町
村
検
診
の
実
施
状
況
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
前
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
の
実
施
に
必
要
な

情
報
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
十
九
条
の
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
（
市
町

村
検
診
等
関
連
情
報
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
特
定
の
市

町
村
検
診
の
対
象
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者（
次
条
及
び
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て「
本

人
」
と
い
う
。）を
識
別
す
る
こ
と
及
び
そ
の
作
成
に
用
い
る
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）を
利
用
し
、
又
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、

匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る

業
務
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
健
康
増
進
事
業
に
関
す
る
施
策
の
企

画
及
び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
健
康
増
進
事
業
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

保
健
分
野
の
調
査
研
究
に
関
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連

情
報
を
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

第
十
二
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
匿
名
電
子
診
療
録
等
情
報
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
連
結
し
て

利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
照
合
等
の
禁
止
）

第
十
九
条
の
七

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る

者
（
以
下
「
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）は
、
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
取
り
扱

う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
に
係

る
本
人
を
識
別
す
る
た
め
に
、
当
該
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
か
ら
削
除
さ
れ
た
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く

は
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
式
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
を
い
う
。）で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。）に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作

そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項
を
い
う
。）若
し
く
は
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
作
成
に

用
い
ら
れ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、
又
は
当
該
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
他
の
情
報
と

照
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
健
康
増
進
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
九
条
の
五
」
を
「
第
十
九
条
の
十
九
」
に
、「
第
八
章

雑
則
（
第
六
十
八
条
・
第
六
十
九
条
）

第
九
章

罰
則
（
第
七
十
条

第
七
十
八
条
）
」を

「
第
八
章

医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
の
業
務
（
第
六
十
七
条
の
二

第
六
十
七
条
の
十
一
）

第
九
章

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
業
務
（
第
六
十
七
条
の
十
二

第
六
十
七
条
の
十
六
）

第
十
章

雑
則
（
第
六
十
八
条
・
第
六
十
九
条
）

第
十
一
章

罰
則
（
第
七
十
条

第
八
十
二
条
）

」に

改
め
る
。

第
十
九
条
の
二
中
「
で
あ
っ
て
」
の
下
に
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
検
診
（
以
下
「
市
町
村
検
診
」
と
い
う
。）

そ
の
他
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

市
町
村
は
、
市
町
村
検
診
又
は
市
町
村
検
診
以
外
の
市
町
村
が
実
施
す
る
健
康
増
進
事
業
（
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
に
限
る
。）（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
市
町
村
検
診
等
」
と
い
う
。）を
行
う
に
当
た
っ
て

は
、
電
子
対
象
者
確
認
の
方
法
に
よ
り
、
当
該
市
町
村
検
診
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
当
該
市
町
村
検
診
等
の

対
象
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
「
電
子
対
象
者
確
認
」
と
は
、
市
町
村
が
、
市
町
村
検
診
等
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
個
人
番
号
カ
ー

ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。）の
提
供
を
受
け

る
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
者
が
当
該
市
町
村
検
診
等
の
対
象
者
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
を
い
う
。

第
十
九
条
の
五
中
「
第
十
九
条
の
二
」
を
「
第
十
九
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
十
九
条
の

十
九
と
し
、
第
十
九
条
の
四
を
第
十
九
条
の
十
八
と
す
る
。


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（
消
去
）

第
十
九
条
の
八

匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
提
供
を
受
け
た
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
利

用
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
消
去
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
安
全
管
理
措
置
）

第
十
九
条
の
九

匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又

は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
当
該
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
も
の
と

し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
用
者
の
義
務
）

第
十
九
条
の
十

匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
又
は
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
で
あ
っ
た
者

は
、
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ

り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め
の
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
十
九
条
の
十
一

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
（
市

町
村
検
診
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る

た
め
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
仮
名
市
町
村
検
診

等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
市
町
村
検
診
等
関

連
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
健
康
増
進
事
業
に
関
す
る
施
策
の
企

画
及
び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

国
民
の
健
康
の
増
進
及
び
健
康
増
進
事
業
に
関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

保
健
分
野
の
調
査
研
究
に
関
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除

く
。）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
仮
名
市
町
村
検
診
等
関

連
情
報
を
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
十
一
第
一
項
に

規
定
す
る
仮
名
電
子
診
療
録
等
情
報
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す

る
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
十
九
条
の
十
二

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
提
供

す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の

提
供
を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提

供
に
係
る
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限

を
付
す
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連

情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
十
九
条
の
十
三

第
十
九
条
の
七
か
ら
第
十
九
条
の
十
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者

に
よ
る
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
立
入
検
査
等
）

第
十
九
条
の
十
四

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
匿
名
市
町
村
検
診
等

関
連
情
報
利
用
者
及
び
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
（
国
の
他
の
行
政
機
関
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及

び
次
条
に
お
い
て
「
匿
名
・
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書

類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
匿
名
・
仮
名
市

町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
匿
名
・
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情

報
利
用
者
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
是
正
命
令
）

第
十
九
条
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、
匿
名
・
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
十
九
条
の
七
か
ら
第

十
九
条
の
十
ま
で
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
十
九
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
十

九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
に
違
反
し

て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
機
構
等
へ
の
委
託
）

第
十
九
条
の
十
六

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
第
十
九
条

の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
並
び
に
第
十
九
条
の
十
一
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を

機
構
又
は
連
合
会
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
機
構
等
」
と
い
う
。）に
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

第
十
九
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名

市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供

す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
手
数
料
）

第
十
九
条
の
十
七

匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を

国
（
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
機
構
等
が
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
機
構
等
）

に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
そ
の
他
の
国
民
保
健
の
向
上
の
た
め

に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
等
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
機
構
等
の
収
入
と
す
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
十
九
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名

市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
九
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
機
構
等
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
十
九
条
の
三

市
町
村
は
、
市
町
村
検
診
等
の
対
象
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は

提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）又
は
国
民
健

康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。）に
委
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。


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２

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
他
の
市

町
村
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
医
療

に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
介
護
保
険
法
第
三
条
の
規

定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

３

市
町
村
は
、
市
町
村
検
診
等
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
者
に
対
す
る
当
該
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費

用
の
支
払
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
二
条
第
一
項
中
「
第
七
十
八
条
第
三
号
」
を
「
第
八
十
一
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
四
条
中
「
第
七
十
二
条
第
二
号
」
を
「
第
七
十
三
条
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

機
構
若
し
く
は
連
合
会
の
役
員
若
し
く
は
職
員
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
又
は
機
構
業
務
受
託
者
若

し
く
は
連
合
会
業
務
受
託
者
（
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
。
第
七
十
五
条
に
お

い
て
同
じ
。）若
し
く
は
こ
れ
ら
の
職
員
そ
の
他
の
当
該
受
託
業
務
に
従
事
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ

た
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
若
し
く
は
機
構
市
町
村
検

診
等
調
査
等
業
務
又
は
連
合
会
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
若
し
く
は
連
合
会
市
町
村
検
診
等
調
査

等
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
た
と
き
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

第
七
十
八
条
を
第
八
十
一
条
と
し
、
第
七
十
七
条
を
第
八
十
条
と
し
、
第
七
十
六
条
を
第
七
十
九
条
と
す
る
。

第
七
十
五
条
中
「
法
人
の
代
表
者
」
を
「
法
人
（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
が

あ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
人
格
の
な
い
社
団
等
」
と
い
う
。）を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

の
代
表
者
（
人
格
の
な
い
社
団
等
の
管
理
人
を
含
む
。）」
に
、「
第
七
十
二
条
又
は
前
条
」
を
「
第
七
十
一
条
、
第
七

十
三
条
又
は
第
七
十
六
条
」
に
、「
刑
」
を
「
罰
金
刑
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

人
格
の
な
い
社
団
等
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人
が
そ
の
訴

訟
行
為
に
つ
き
当
該
人
格
の
な
い
社
団
等
を
代
表
す
る
ほ
か
、
法
人
を
被
告
人
又
は
被
疑
者
と
す
る
場
合
の
刑
事

訴
訟
に
関
す
る
法
律
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
七
十
五
条
を
第
七
十
八
条
と
す
る
。

第
七
十
四
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
各
号
中
「
者
」を「
と

き
。」に
改
め
、
同
条
を
第
七
十
六
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
十
七
条

第
七
十
一
条
の
罪
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
同
条
の
罪
を
犯
し
た
者
に
も
適
用
す
る
。

第
九
章
を
第
十
一
章
と
し
、
第
八
章
を
第
十
章
と
し
、
第
七
章
の
次
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。

第
八
章

医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
の
業
務

（
機
構
の
業
務
）

第
六
十
七
条
の
二

機
構
は
、医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、

第
一
条
に
規
定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
同
項
に
規
定
す
る
事
務
に
関
す
る

業
務

二

第
十
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務

イ

第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
に
係
る
事
務
に
関
す
る
業
務

ロ

第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
係
る
事
務
に

関
す
る
業
務

ハ

第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供

に
係
る
事
務
に
関
す
る
業
務

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
業
務
の
委
託
）

第
六
十
七
条
の
三

機
構
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
条
第
一
号
に
掲
げ

る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
と
い
う
。）並
び

に
同
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
機
構
市
町
村
検

診
等
調
査
等
業
務
」
と
い
う
。）の
全
部
又
は
一
部
を
連
合
会
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
業
務
方
法
書
）

第
六
十
七
条
の
四

機
構
は
、
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
機
構
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業

務
に
関
し
、
こ
れ
ら
の
業
務
の
開
始
前
に
、
業
務
方
法
書
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
区
分
経
理
）

第
六
十
七
条
の
五

機
構
は
、
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
機
構
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業

務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
業
務
に
係
る
経
理
と
区
分
し
て
、
特
別
の
会
計
を
設
け
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
予
算
等
の
認
可
）

第
六
十
七
条
の
六

機
構
は
、
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
機
構
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業

務
に
関
し
、
毎
事
業
年
度
、
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
厚
生

労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
財
務
諸
表
等
）

第
六
十
七
条
の
七

機
構
は
、
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
機
構
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業

務
に
関
し
、
毎
事
業
年
度
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
財
務
諸
表
」

と
い
う
。）を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
三
条
を
第
七
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
若
し
く
は
連
合
会
の

役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
機
構
業
務
受
託
者
若
し
く
は
連
合
会
業
務
受
託
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
職
員
そ
の
他
の

当
該
受
託
業
務
に
従
事
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
六
十
七
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
こ
れ
に
従
わ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

二

第
六
十
七
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
求
め
ら
れ
て
、
こ
れ
に
従
わ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報

告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
七
十
二
条
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
者
」
を

「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と
し
、
同
条
第
二
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三

号
と
し
、
同
条
第
一
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。」に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一
号
と
し
て
次
の

一
号
を
加
え
る
。

一

第
十
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問

に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、

妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
七
十
二
条
を
第
七
十
三
条
と
し
、
第
七
十
一
条
を
第
七
十
二
条
と
し
、第
七
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁

刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
十
九
条
の
十
の
規
定
に
違
反
し
て
、
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
市

町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

二

第
十
九
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
九
条
の
十
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情

報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不

当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

三

第
十
九
条
の
十
五
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。


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２

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
に
当
該
事
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
予
算
の
区
分
に
従
い
作
成
し
た
決
算
報
告
書
並
び

に
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
に
関
す
る
監
事
の
意
見
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

機
構
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
財
務
諸
表
又
は
そ

の
要
旨
を
官
報
に
公
告
し
、
か
つ
、
財
務
諸
表
及
び
附
属
明
細
書
並
び
に
前
項
の
事
業
報
告
書
、
決
算
報
告
書
及

び
監
事
の
意
見
書
を
、
主
た
る
事
務
所
に
備
え
て
置
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
、
一
般
の
閲
覧
に
供
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
余
裕
金
の
運
用
）

第
六
十
七
条
の
八

機
構
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
ほ
か
、
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
機
構

市
町
村
検
診
等
調
査
等
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

国
債
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
有
価
証
券
の
保
有

二

銀
行
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金

三

信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
（
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
十
八
年
法
律
第
四

十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
金
融
機
関
を
い
う
。）へ
の
金
銭
信
託

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、あ
ら
か
じ
め
、

財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
六
十
七
条
の
九

厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
又
は
第
六
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者（
以
下「
機

構
業
務
受
託
者
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
機
構
市
町
村
検
診

等
調
査
等
業
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
を
さ
せ
、

又
は
当
該
職
員
に
実
地
に
そ
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、機
構
業
務
受
託
者
に
対
し
て
は
、

当
該
受
託
業
務
の
範
囲
内
に
限
る
。

２

第
十
九
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規

定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
の
適
用
の
特
例
）

第
六
十
七
条
の
十

機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
機
構
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業
務
は
、
医

療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
十
八
条

に
規
定
す
る
業
務
と
み
な
す
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
七
条
の
十
一

こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
機

構
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
九
章

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
の
業
務

（
連
合
会
の
業
務
）

第
六
十
七
条
の
十
二

連
合
会
は
、
国
民
健
康
保
険
法
第
八
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
業
務
の
ほ
か
、
第
一
条
に
規

定
す
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

一

第
十
九
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
こ
れ
ら
の
規
定
に
規

定
す
る
事
務
に
関
す
る
業
務

二

第
十
九
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務

イ

第
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
及
び
研
究
に
係
る
事
務
に
関
す
る
業
務

ロ

第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
係
る
事
務
に

関
す
る
業
務

ハ

第
十
九
条
の
十
一
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
市
町
村
検
診
等
関
連
情
報
の
利
用
及
び
提
供

に
係
る
事
務
に
関
す
る
業
務

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

（
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

支
給
認
定
を
受
け
た
障
害
児
の
保
護
者
が
当
該
障
害
児
に
指
定
自
立
支
援
医
療
を
受
け
さ
せ
る
と
き
、
又
は
支

給
認
定
を
受
け
た
障
害
者
が
指
定
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医

療
受
給
者
証
の
提
示
、
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
指
定
自
立
支
援
医
療
を

受
け
る
者
が
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
確
認
を
受
け
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
五
十
八
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の
次
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
が
、
市
町
村
等
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド

（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
第
七
十
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）に

記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業

務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子

証
明
書
を
い
う
。
第
七
十
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
送
信
す
る
方
法
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に

よ
り
、
障
害
者
等
に
係
る
支
給
認
定
の
情
報
（
自
立
支
援
医
療
費
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の
照
会
を
行

い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
市
町
村
等

か
ら
回
答
を
受
け
て
当
該
情
報
を
指
定
自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
に
提
供
し
、
当
該
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
か
ら
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

（
業
務
の
委
託
）

第
六
十
七
条
の
十
三

連
合
会
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
行
う
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る

業
務
（
以
下
「
連
合
会
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
」
と
い
う
。）並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
行
う

同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
（
以
下
「
連
合
会
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業
務
」
と
い

う
。）の
全
部
又
は
一
部
を
機
構
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
区
分
経
理
）

第
六
十
七
条
の
十
四

連
合
会
は
、
連
合
会
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
連
合
会
市
町
村
検
診
等

調
査
等
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
経
理
と
区
分
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
等
）

第
六
十
七
条
の
十
五

厚
生
労
働
大
臣
は
、連
合
会
又
は
第
六
十
七
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者（
以

下
「
連
合
会
業
務
受
託
者
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
、
連
合
会
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び
連
合

会
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る

報
告
を
さ
せ
、
又
は
当
該
職
員
に
実
地
に
そ
の
状
況
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
連
合
会
業
務
受

託
者
に
対
し
て
は
、
当
該
受
託
業
務
の
範
囲
内
に
限
る
。

２

第
十
九
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
規

定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
六
十
七
条
の
十
六

こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
連
合
会
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
及
び

連
合
会
市
町
村
検
診
等
調
査
等
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
八
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万

円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

第
八
章
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
六
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
機
構
市
町
村
検
診
等
対
象
者
情
報
収
集
等
業
務
又
は
機
構
市

町
村
検
診
等
調
査
等
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
。


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第
七
十
条
第
一
項
中
「
受
け
た
障
害
者
」
の
下
に「（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
五
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
「
療
養

介
護
医
療
費
支
給
対
象
障
害
者
」
と
い
う
。）」
を
、「
係
る
療
養
介
護
医
療
」
の
下
に「（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

「
指
定
療
養
介
護
医
療
」
と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
八
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
」を「
第

五
十
八
条
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加

え
る
。

２

療
養
介
護
医
療
費
支
給
対
象
障
害
者
が
指
定
療
養
介
護
医
療
を
受
け
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
指
定
療
養
介
護
医
療
を
受
け
る
者
が

療
養
介
護
医
療
費
支
給
対
象
障
害
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
確
認
を
受

け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

３

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
療
養
介
護
医
療
費
支
給
対
象
障
害
者
が
、市
町
村
に
対
し
、個
人
番
号
カ
ー

ド
に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
送
信
す
る
方
法
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、

療
養
介
護
医
療
費
支
給
対
象
障
害
者
に
係
る
支
給
決
定
の
情
報
（
療
養
介
護
医
療
費
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含

む
。）の
照
会
を
行
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に

よ
り
、
市
町
村
か
ら
回
答
を
受
け
て
当
該
情
報
を
指
定
療
養
介
護
医
療
を
受
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
等
に
提
供
し
、
当
該
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
療
養
介
護
医
療
費
支
給
対
象
障
害
者
で
あ
る
こ

と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

第
七
十
一
条
第
二
項
中
「
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
第
五
項
」
に
改
め

る
。第

七
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
六
項
」
に
、「
第
七
十
条
第
二
項
」
を
「
第

七
十
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報

酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療

報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
第
七
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
一
項
」
を
「
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構

想
及
び
同
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
が
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮

名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
を
第
八
十
九
条
の
二
の
十
四
と
す
る
。

（
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
八
十
九
条
の
二
の
九

主
務
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
す

る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供

を
受
け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係

る
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も

の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
主
務
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を

利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
八
十
九
条
の
二
の
十

第
八
十
九
条
の
二
の
四
か
ら
第
八
十
九
条
の
二
の
七
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
障
害
福
祉
等

関
連
情
報
利
用
者
に
よ
る
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
百
五
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
等
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
百
五
条
の
三

市
町
村
等
は
、
第
七
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
療
養
介
護
医
療
費
の
支
給
に
係

る
療
養
介
護
医
療
費
支
給
対
象
障
害
者
若
し
く
は
療
養
介
護
医
療
費
支
給
対
象
障
害
者
で
あ
っ
た
者
又
は
自
立
支

援
医
療
費
の
支
給
に
係
る
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
若
し
く
は
支
給
認
定
に
係
る
障
害
者
等
で
あ
っ
た
者
に
係

る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
又
は
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
他
の

市
町
村
等
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
当
該
事
務
以
外
の
法

令
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
介
護
保

険
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も

の
と
す
る
。

第
八
十
九
条
の
二
の
十
中
「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」
を
「
並
び
に
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
八
十
九
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て

仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
八
十
九
条
の
二
の
十
を
第
八
十
九
条
の
二
の
十
三
と
す
る
。

第
八
十
九
条
の
二
の
九
中
「
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
」
を
「
匿
名
・
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利

用
者
」
に
改
め
、「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
八
十
九
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

又
は
第
八
十
九
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制

限
」
を
加
え
、
同
条
を
第
八
十
九
条
の
二
の
十
二
と
す
る
。

第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」
に
、「
同
じ
」
を

「「
匿
名
・
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を

「
匿
名
・
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
と
す
る
。

第
八
十
九
条
の
二
の
七
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
八
十
九
条
の
二
の
八

主
務
大
臣
は
、
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報

（
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す

る
た
め
に
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

主
務
大
臣
は
、
障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
仮
名
障
害
福
祉

等
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該

各
号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
者
に
当
該
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を

提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生

活
支
援
事
業
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

障
害
者
等
の
福
祉
の
増
進
並
び
に
自
立
支
援
給
付
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
に

関
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者

障
害
福
祉
分
野
の
調
査
研
究
に
関
す
る
分
析
そ
の
他
の
主

務
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の
広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。）

３

主
務
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当

該
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
障
害
児
福

祉
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

主
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
社
会
保
障
審
議
会
又
は
こ
ど
も
家
庭
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）

第
百
五
条
の
四

国
及
び
市
町
村
等
並
び
に
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
、
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
そ
の

他
の
関
係
者
は
、
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
七
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
の
仕
組
み
の
導
入
そ

の
他
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
を
推
進
し
、
も
っ
て
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ

う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
九
条
の
二
第
二
号
中
「
第
八
十
九
条
の
二
の
九
」
を
「
第
八
十
九
条
の
二
の
十
二
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
三
号
と
し
、
同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
八
十
九
条
の
二
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
九
条
の
二
の
七
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
障
害
福
祉

等
関
連
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
障
害
福
祉
等
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、

又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
百
九
条
の
三
中
「
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
」
を
「
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
を
提
示
し
て
」
を
「
の
提
示
、
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
被
認
定

者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、」に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
被
認
定
者
が
、
機
構
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る

特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条

第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に

係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第

二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。）を
送
信
す
る
方
法
そ
の
他
の
環
境
省
令
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
、
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
の
交
付
の
情
報
（
医
療
費
の
支
給
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の

照
会
を
行
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、

機
構
か
ら
回
答
を
受
け
て
当
該
情
報
を
前
項
各
号
に
掲
げ
る
医
療
を
受
け
る
保
険
医
療
機
関
等
に
提
供
し
、
当
該

保
険
医
療
機
関
等
か
ら
被
認
定
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
を
提
示
し
て
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
被

認
定
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

機
構
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
医
療
費
の
支
給
に
係
る
被
認
定
者
又
は
被
認
定
者
で
あ
っ
た
者
に

係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
又
は
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第

一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
っ
て
環
境
省

令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を

行
う
市
町
村
及
び
特
別
区
そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）

第
十
四
条
の
二

国
及
び
機
構
並
び
に
保
険
医
療
機
関
等
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電

子
資
格
確
認
の
仕
組
み
の
導
入
そ
の
他
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
を
推
進
し
、
も
っ
て
高
齢
者
の

医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
、

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
事

務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
一
条
各
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
各
号
」
に
、「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳
を
提
示
し
な
い
で
」
を
「
第
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
被
認
定

者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
い
で
」
に
、「
第
十
一
条
各
号
」
を
「
同
項
各
号
」
に
、「
石
綿
健
康
被
害
医
療
手
帳

を
提
示
し
な
か
っ
た
」
を
「
当
該
確
認
を
受
け
な
か
っ
た
」
に
、「
同
条
」
を
「
同
項
」
に
改
め
る
。

（
水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
・
第
六
条
」
を
「

第
六
条
の
三
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
に
対
し
て
、」を「（
以
下
「
手
帳
所
持
者
」
と
い
う
。）が
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
環
境
省
令
で

定
め
る
方
法
に
よ
り
手
帳
所
持
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
、
医
療
を
受
け
た
と
き
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
手
帳
所
持
者
が
、
関
係
県
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お

け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第

二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名

等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。）を
送
信
す
る
方
法
そ
の
他
の
環
境
省
令

で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
水
俣
病
被
害
者
手
帳
の
交
付
の
情
報
（
療
養
費
の
支
給
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の
照

会
を
行
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
関

係
県
か
ら
回
答
を
受
け
て
当
該
情
報
を
医
療
を
受
け
る
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三

条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
そ
の
他
病
院
、
診
療
所
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の

を
含
む
。）又
は
薬
局
で
あ
っ
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
条
の
三
に
お
い
て
「
保
険
医

療
機
関
等
」
と
い
う
。）に
提
供
し
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
手
帳
所
持
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ

と
を
い
う
。

第
二
章
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
等
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
六
条
の
二

関
係
県
は
、
療
養
費
の
支
給
に
係
る
手
帳
所
持
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若

し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二

十
九
号
）
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
又
は
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

関
係
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
他
の
関

係
県
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
当
該
事
務
以
外
の
法
令
の

規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
っ
て
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
介
護
保
険

法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
及
び
特
別
区
そ
の
他
環

境
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）

第
六
条
の
三

国
及
び
関
係
県
並
び
に
保
険
医
療
機
関
等
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電
子

資
格
確
認
の
仕
組
み
の
導
入
そ
の
他
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
を
推
進
し
、
も
っ
て
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
、
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
務

の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
五
条

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条

第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。


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第
十
六
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
受
給
者
証
を
提
示
し
て
」
を
「
受

給
者
証
の
提
示
、
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
（
第
五
項
に
お
い
て
「
受
給
者
証
の
提
示

等
」
と
い
う
。）に
よ
り
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
」
に
、「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
受
給
者
証
を
提
示
し
て
」
を
「
受
給
者
証
の
提
示
等
に
よ
り
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染

者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
」
に
、「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三

項
中
「
前
項
」
を
「
第
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
が
、
機
構
に
対
し
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行

政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書

（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。）を
送
信
す
る
方
法
そ
の

他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
受
給
者
証
の
交
付
の
情
報
（
定
期
検
査
費
又
は
母
子
感
染
防
止
医

療
費
の
支
給
に
係
る
費
用
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の
照
会
を
行
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
機
構
か
ら
回
答
を
受
け
て
当
該
情
報
を
定
期
検
査

又
は
母
子
感
染
防
止
医
療
を
受
け
る
保
険
医
療
機
関
等
に
提
供
し
、
当
該
保
険
医
療
機
関
等
か
ら
定
期
検
査
費
又

は
母
子
感
染
防
止
医
療
費
を
受
給
す
る
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い

う
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
は
」
を
「
機
構
は
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

３

機
構
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
関
す
る
事
務
に
係
る
特
定
無
症
候
性
持
続

感
染
者
又
は
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は

提
供
に
関
す
る
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
一
条
に
規
定
す
る

保
険
者
、
法
令
の
規
定
に
よ
り
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
並
び
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村

及
び
特
別
区
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）

第
十
七
条
の
二

国
及
び
機
構
並
び
に
保
険
医
療
機
関
等
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
電

子
資
格
確
認
の
仕
組
み
の
導
入
そ
の
他
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
を
推
進
し
、
も
っ
て
健
康
保
険

法
等
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ

う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
、
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並

び
に
第
二
十
五
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
章
名
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改

め
る
。

第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
は
、
社
会
保
険
診

療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
」
を
「
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

機
構
は
、
第
一
項
の
業
務
の
う
ち
、
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
に
関
す
る
事
務
に
係
る
特
定
無
症

候
性
持
続
感
染
者
又
は
特
定
無
症
候
性
持
続
感
染
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用

若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
第
一

項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
並
び
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
の

収
集
及
び
整
理
並
び
に
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
事
務
と
一
体
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二
十
八
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
、
第
三
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
三
条
及
び
第
三
十

五
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
法
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支

払
機
構
法
」
に
、「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬

支
払
基
金
法
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」に
、

「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
三
十
八
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
一
条
、
第
四
十
三
条
並
び
に
第
四
十

四
条
並
び
に
附
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
五
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

（
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
六
条

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
六
十
条
」
を
「
第
五
十
九
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
中
「
匿
名
化
」
の
下
に
「
又
は
仮
名
化
」
を
加
え
、
同
条
第
九
項
中
「
第

十
五
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
改
め
、「
同
じ
。）」
の
下
に
「
及
び
当
該
が
ん
に

罹
患
し
た
者
に
関
す
る
情
報
の
復
元
」
を
加
え
、「
加
工
す
る
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
す

る
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
う
ち
、第
十
五
条
」に
、「
第

二
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
七
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
、同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、

同
条
第
九
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
」
と
は
、
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報

を
い
う
。

11

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
と
は
、
都
道
府
県
が
ん
情
報
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報

を
い
う
。

第
二
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

13

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
仮
名
化
」
と
は
、
が
ん
に
罹
患
し
た
者
に
関
す
る
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限

り
当
該
が
ん
に
罹
患
し
た
者
の
識
別
が
で
き
な
い
よ
う
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
す
る
こ
と

を
い
う
。

14

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
」
と
は
、
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
仮
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報

を
い
う
。

15

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
と
は
、
都
道
府
県
が
ん
情
報
の
仮
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報

を
い
う
。

16

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
仮
名
化
情
報
」
と
は
、
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
う
ち
、
第
二
十
一
条
第
九
項

及
び
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
全
国
が
ん
登
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
い
う
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
、「
並
び
に
第
二
十
一
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を

「
及
び
第
二
十
一
条
第
七
項
か
ら
第
十
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
つ
い
て
」
の
下
に
「
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、」を
、「
及
び
整
理
」
の
下

に「（
当
該
届
出
対
象
情
報
に
医
療
保
険
被
保
険
者
番
号
等
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
九

十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
等
記
号
・
番
号
等
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
を
い
う
。）が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
健
医
療
等
情
報
を
正
確
に
連
結
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
用
い
た
審
査
及
び
整
理
）」を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
特
定
匿
名
化
情
報
」
を「
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
若
し
く
は
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
」

に
、「
次
に
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
第

一
項
」
に
、「
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
」
を
「
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

律
第
百
二
十
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う
。）で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と

し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当

該
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十

六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
匿
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の（
以
下「
連

結
対
象
匿
名
情
報
」
と
い
う
。）と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
。


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３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、

当
該
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
を
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮

名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
連
結
対
象
仮
名
情
報
」
と
い
う
。）

と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
の
委
員
そ
の
他
の
構
成
員
に
は
、
が
ん
、
が
ん
医
療
等
又
は
が
ん
の
予
防
に
関
す

る
学
識
経
験
の
あ
る
者
及
び
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
学
識
経
験
の
あ
る
者
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
特
定
匿
名
化
情
報
」
を「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」

に
、「
次
に
」
を
「
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
都
道
府
県
知
事
は
」
の
下
に「
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」を
加
え
、「
特

定
匿
名
化
情
報
」
を
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
五
項
中
「
前
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次

の
二
項
を
加
え
る
。

５

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
匿
名
全

国
が
ん
登
録
情
報
を
連
結
対
象
匿
名
情
報
と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

６

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
仮
名

全
国
が
ん
登
録
情
報
を
連
結
対
象
仮
名
情
報
と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
二
十
一
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

15

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
又
は
第
十
八
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
者
か
ら
、
当
該
都
道
府
県
の
が
ん
対
策
の
企
画
立
案
又
は
実
施
に
必
要
な
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
の
た

め
、
連
結
対
象
匿
名
情
報
と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
又
は
連
結
対

象
仮
名
情
報
と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
提
供
の
求
め
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
れ
に
必
要
な
限
度
で
、
全
国
が
ん
登
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、
そ
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

16

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、

当
該
市
町
村
の
が
ん
対
策
の
企
画
立
案
又
は
実
施
に
必
要
な
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
の
た
め
、
連
結
対
象
匿
名
情

報
と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
又
は
連
結
対
象
仮
名
情
報
と
連
結
し

て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
提
供
の
求
め
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に
必
要

な
限
度
で
、
全
国
が
ん
登
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、
そ
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
は
、
第
十
七
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

17

厚
生
労
働
大
臣
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査
研
究
者
か
ら
連
結
対
象
匿
名
情
報
と
連

結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
又
は
連
結
対
象
仮
名
情
報
と
連
結
し
て
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
の
提
供
の
求
め
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る

要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
調
査
研
究
者
が
行
う
調
査
研
究
に
必
要
な
限
度
で
、
全
国
が
ん
登

録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、
そ
の
提
供
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
十
七
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一

当
該
調
査
研
究
が
、
が
ん
医
療
の
質
の
向
上
等
に
資
す
る
も
の
と
し
て
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
調
査
研
究
者
が
、
当
該
提
供
を
受
け
る
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
又
は
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
を
取

り
扱
う
に
当
た
っ
て
、
当
該
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
又
は
当
該
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の

漏
え
い
、
滅
失
及
び
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
」
の
下
に
「
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
」
を
、「
も
の
」
の
下
に
「
又
は
こ
れ
に
係
る
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
若
し
く
は
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
」
を

加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
は
」
の
下
に「
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」を
加
え
、「
か

ら
二
以
上
」
を
「
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
調
査
研
究
者
」
と
い
う
。）

か
ら
二
以
上
」
に
、「
と
き
は
、
当
該
が
ん
に
係
る
」
を
「
と
き
は
、
当
該
調
査
研
究
者
が
行
う
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
が
ん
に
係
る
」
を
削
り
、「
も
の
」
の
下
に
「
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第

二
号
中
「
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
」
を
「
調
査
研
究
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
が
ん
に
係
る
調
査

研
究
を
行
う
者
」
を
「
調
査
研
究
者
」
に
改
め
、「
必
要
な
」
の
下
に
「
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
を

加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
」
を
「
調
査
研
究
者
」に
、「
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
の
」

を
「
調
査
研
究
の
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
」
を
「
、
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査
研
究
者
」
に
、「
都
道
府
県
が
ん
情
報
に
つ
き
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名

都
道
府
県
が
ん
情
報
又
は
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
に
、「
、
当
該
が
ん
に
係
る
」
を
「
、
当
該
調
査
研
究
者
が
行

う
」
に
、「
当
該
匿
名
化
を
行
っ
た
情
報
」
を
「
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
」
に
改
め
、「
提
供
）」の
下
に
「
又
は
全
国

が
ん
登
録
情
報
の
仮
名
化
及
び
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
提
供
（
当
該
提
供
の
求
め
を
受
け
た
情
報
が
特
定
仮
名

化
情
報
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
提
供
）」を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
が
ん
に
係
る
」
を
削
り
、「
も
の
」
の

下
に
「
と
し
て
前
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
が
ん
に
係
る
調
査
研

究
を
行
う
者
」
を
「
調
査
研
究
者
」
に
、「
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
全
国
が
ん

登
録
情
報
又
は
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
」
に
、「
当
該
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
当
該
匿
名
全
国
が
ん
登
録

情
報
又
は
当
該
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
」
に
改
め
、「
必
要
な
」
の
下
に「
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」

を
加
え
、
同
条
第
十
項
中
「
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
又
は
前
項
」
を
「
前
二
項
」に
改
め
、「
匿
名
化
若
し
く
は
」

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
、
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
」
を
「
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査
研
究
者
」
に
、「
都
道
府
県
が
ん
情
報
に
つ
き
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」

を
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
又
は
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
に
、「
、
当
該
が
ん
に
係
る
」
を
「
、
当
該
調
査
研

究
者
が
行
う
」
に
、「
当
該
匿
名
化
を
行
っ
た
情
報
」
を
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」に
改
め
、「
提
供
）」の
下
に「
又

は
都
道
府
県
が
ん
情
報
の
仮
名
化
及
び
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
の
提
供
（
当
該
提
供
の
求
め
を
受
け
た
情
報
が
都

道
府
県
が
ん
情
報
に
係
る
特
定
仮
名
化
情
報
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
提
供
）」を
加
え
、同
項
第
一
号
中「
が

ん
に
係
る
」
を
削
り
、「
も
の
」
の
下
に
「
と
し
て
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同

項
第
二
号
中
「
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
」
を
「
調
査
研
究
者
」
に
、「
都
道
府
県
が
ん
情
報
の
匿
名
化
が
行

わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
又
は
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
に
、「
当
該
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情

報
」
を
「
当
該
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
又
は
当
該
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
に
改
め
、「
必
要
な
」
の
下
に
「
も

の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
、
が
ん
に
係
る

調
査
研
究
を
行
う
者
」
を
「
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
調
査
研
究
者
」
に
、「
と
き
は
、
当
該
が

ん
に
係
る
」
を
「
と
き
は
、
当
該
調
査
研
究
者
が
行
う
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
が
ん
に
係
る
」
を
削
り
、「
も

の
」
の
下
に
「
と
し
て
第
三
項
第
一
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
が
ん
に
係

る
調
査
研
究
を
行
う
者
」
を
「
調
査
研
究
者
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
」
を

「
調
査
研
究
者
」
に
改
め
、「
必
要
な
」
の
下
に
「
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号

中
「
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
者
」
を
「
調
査
研
究
者
」
に
、「
が
ん
に
係
る
調
査
研
究
の
」
を「
調
査
研
究
の
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、「
、
第
四
項
の
規
定

に
よ
る
匿
名
化
若
し
く
は
提
供
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
化
」
を
削
り
、「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七

条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
六
項
を
第
八
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を

加
え
る
。

９

厚
生
労
働
大
臣
は
、
全
国
が
ん
登
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
、
第
四
項
の
提
供
の
求
め
を
受
け
る
頻
度
が
高

い
と
見
込
ま
れ
る
情
報
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、全
国
が
ん
登
録
情
報
の
仮
名
化
を
行
い
、当
該
仮
名
化
を
行
っ

た
情
報
を
全
国
が
ん
登
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

10

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
化
を
行
っ
た
情
報
が
、
同
項
の
提
供
の
求
め
を
受
け
る
頻
度

が
高
い
と
見
込
ま
れ
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
を
全
国
が
ん
登
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
記
録
す
る
こ
と
が

で
き
る
。


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厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
提
供
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
第
十
七
条
第
四

項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項

中
「
前
条
第
八
項
及
び
第
九
項
」
を
「
前
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
」
に
、「
特
定
匿
名
化
情
報
」と
あ
る
の
は「
特

定
匿
名
化
情
報
若
し
く
は
」
を
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
と
あ
る
の
は「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
若
し
く
は
」

に
、「
前
条
第
八
項
中
」
を
「
前
条
第
十
二
項
中
」
に
、「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
四
項
と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
及
び
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
の
提
供
の
決
定
及
び
」
を
「
又
は
連
結
対
象
匿
名
情
報
と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態

の
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
若
し
く
は
連
結
対
象
仮
名
情
報
と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
の
仮
名
全

国
が
ん
登
録
情
報
の
提
供
の
決
定
及
び
」
に
、「
並
び
に
同
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
、
同
条
第
七
項

か
ら
第
十
項
ま
で
及
び
第
十
一
項
」
に
改
め
、「
ま
で
の
規
定
に
よ
る
」
の
下
に
「
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
」
を
、

「
）
に
規
定
す
る
権
限
及
び
事
務
」
の
下
に
「
並
び
に
同
条
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
提
供
に

係
る
権
限
及
び
事
務
（
当
該
提
供
の
決
定
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
、
第
十
五
条
第
二
項
」
を

「
、
第
十
七
条
第
四
項
」
に
、「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、「
第
十
七
条
第
二
項
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」

と
あ
る
の
は
「
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と
、「
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
」

と
あ
る
の
は
「
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
の
合
議
制
の
機
関
」

と
、
第
二
十
一
条
第
七
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
十
一
項
」
に
、「
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
、

「
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
化
若
し
く
は
提
供
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
化
」
を
削
り
、「「
第
四
項
」

を「「
第
一
項
、
第
二
項
又
は
第
四
項
」
に
、「
匿
名
化
若
し
く
は
提
供
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
化
」
と
、「
第

十
五
条
第
二
項
」
を
「
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
又
は
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
の
提
供
」と
、「
第
十
七
条
第
四
項
」

に
、「
第
十
五
条
第
二
項
の
合
議
制
の
機
関
」
と
す
る
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
の
合
議
制
の
機
関
」
と
す
る
」
に
改

め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
十
一
条
第
八
項
及
び
第
九
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三

項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
及
び
そ
の
匿
名
化
を
行
っ
た
情
報
」
を
「
並
び
に
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
及
び
仮
名

全
国
が
ん
登
録
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
そ
の
匿
名
化
を
行
っ
た
情
報
」
を
「
並
び
に
匿
名
都
道
府

県
が
ん
情
報
及
び
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
中
「
こ
れ
ら
の
情
報
の
匿
名
化
を
行
っ
た
情
報
」
を
「
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
若
し
く
は
匿
名
都

道
府
県
が
ん
情
報
（
以
下
「
匿
名
が
ん
情
報
」
と
い
う
。）若
し
く
は
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
若
し
く
は
仮
名
都
道

府
県
が
ん
情
報
（
以
下
「
仮
名
が
ん
情
報
」
と
い
う
。）」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
仮
名
が
ん
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
二
十
六
条
の
二

厚
生
労
働
大
臣
又
は
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
は
、
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一

項
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
が
ん
情
報
を
提
供
す

る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
仮
名
が
ん
情
報
の
提
供
を
受
け
る

者
に
対
し
、
提
供
に
係
る
仮
名
が
ん
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限

を
付
す
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
（
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
及
び
事
務
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
第
三
十

一
条
第
一
項
、
第
三
十
五
条
の
二
及
び
第
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九

条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い

て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に

対
し
、
提
供
に
係
る
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
に
つ
い
て
、
そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な

制
限
を
付
す
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中
「
こ
れ
ら
の
情
報
の
匿
名
化
を
行
っ
た
情
報
」
を
「
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
が
ん
情
報
」

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
二
項
に
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
に
」に
、「
第
十
五
条
第
二
項
の
合
議
制
」

を
「
第
十
七
条
第
四
項
の
合
議
制
」
に
、「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
同
項
」
に
、「
第
二
十
一
条
第
七
項
」
を
「
第
二

十
一
条
第
十
一
項
」
に
、「
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
十
五
条
第
二
項
」
を

「
又
は
第
二
十
一
条
第
十
八
項
」
に
、「
に
関
す
る
」
を
「
又
は
都
道
府
県
が
ん
情
報
に
関
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第

四
項
中
「
、
第
二
十
一
条
第
十
項
又
は
第
二
十
二
条
第
四
項
」
を
「
又
は
第
二
十
一
条
第
十
四
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
そ
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
若
し
く
は
仮
名
全
国

が
ん
登
録
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
二
項
に
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
に
」
に
、「
第
十
五
条

第
二
項
の
合
議
制
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
の
合
議
制
」
に
、「
第
十
七
条
第
二
項
」
を
「
同
項
」
に
、「
第
二
十
一
条

第
七
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
十
一
項
」
に
、「
又
は
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

十
五
条
第
二
項
」
を
「
又
は
第
二
十
一
条
第
十
八
項
」
に
改
め
、「
全
国
が
ん
登
録
情
報
」
の
下
に
「
若
し
く
は
都
道

府
県
が
ん
情
報
」
を
加
え
、「
そ
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
が
ん
情
報
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
都
道
府

県
が
ん
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
、
第
二
十
一
条
第
十
項
又
は
第
二
十
二
条
第
四
項
」
を
「
又
は
第
二
十

一
条
第
十
四
項
」
に
、「
そ
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
都
道
府
県

が
ん
情
報
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
こ
れ
ら
の
情
報
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
が
ん

情
報
」
に
改
め
、「
必
要
な
」
の
下
に
「
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
」
を
加
え
、
同
条
を
第
三
十
条
の
二

と
し
、
第
二
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
受
領
者
等
に
よ
る
照
合
等
の
禁
止
）

第
三
十
条

第
三
節
の
規
定
に
よ
り
匿
名
が
ん
情
報
又
は
仮
名
が
ん
情
報
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
匿
名
が
ん
情
報

又
は
仮
名
が
ん
情
報
を
取
り
扱
う
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
匿
名
が
ん
情
報
又
は
当
該
仮
名
が
ん
情
報
の
作
成
に
用

い
ら
れ
た
全
国
が
ん
登
録
情
報
又
は
都
道
府
県
が
ん
情
報
に
係
る
が
ん
に
罹
患
し
た
者
の
識
別
を
す
る
た
め
に
、

当
該
全
国
が
ん
登
録
情
報
若
し
く
は
当
該
都
道
府
県
が
ん
情
報
か
ら
削
除
さ
れ
た
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く

は
電
磁
的
記
録
（
電
磁
的
方
式
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
を
い
う
。）で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。）に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作

そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ
た
一
切
の
事
項
を
い
う
。）若
し
く
は
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
が
ん
情
報

の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
を
取
得
し
、
又
は
当
該
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く
は
当
該
仮
名

が
ん
情
報
を
他
の
情
報
と
照
合
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
務
又
は
業
務
の
委

託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
係
る
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
こ
れ
ら
の
情
報
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
が

ん
情
報
」
に
改
め
、「（
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
権
限
及
び
事
務
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
第
四
十

二
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削
る
。

第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
四
条
中
「
こ
れ
ら
の
情
報
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く

は
仮
名
が
ん
情
報
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
開
示
等
の
制
限
）」を
付
し
、
同
条
中
「
掲
げ
る

情
報
」
の
下
に
「
並
び
に
仮
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
及
び
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
の
取
扱
い
」
を
加
え
、
同
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
の
二

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
十
七
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
十
五
項
か
ら
第
十
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り

仮
名
が
ん
情
報
を
利
用
し
、
若
し
く
は
提
供
す
る
場
合
又
は
都
道
府
県
知
事
が
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
一
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
を
利
用
し
、
若
し
く
は
提
供
す

る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
十
六
条
の
見
出
し
を「（
報
告
の
徴
収
等
）」に
改
め
、
同
条
中
「
の
提
供
」
を
「
若
し
く
は
匿
名
が
ん
情
報
若

し
く
は
仮
名
が
ん
情
報
の
提
供
」
に
、「
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提

示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所

に
立
ち
入
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
立
入
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
人
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。


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第
三
十
七
条
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、「
の
提
供
」
を
「
又
は
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
が
ん
情
報

の
提
供
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
、「
又
は
第
三
十
二

条
の
規
定
」
を
「
、
第
三
十
二
条
若
し
く
は
第
三
十
四
条
の
規
定
又
は
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
制

限
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
十
六
条
」
を
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、「
第
三
十
条
」
の
下
に

「
、
第
三
十
条
の
二
」
を
加
え
、「
又
は
第
三
十
二
条
の
規
定
」
を
「
、
第
三
十
二
条
若
し
く
は
第
三
十
四
条
の
規
定

又
は
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
付
し
た
制
限
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
中
「
又
は
第
四
項
」
を
「
、
第
四
項
又
は
第
十
七
項
」に
、「
そ
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」

を
「
匿
名
が
ん
情
報
若
し
く
は
仮
名
が
ん
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
一
条
第
八
項
又
は
第
九
項
」

を
「
第
二
十
一
条
第
十
二
項
又
は
第
十
三
項
」
に
、「
そ
の
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
情
報
」
を
「
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情

報
若
し
く
は
仮
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
第
四
項
中
「
及
び
第
二
十
一
条
第
二
項
」
を
「
並
び
に
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
六
項
」
に
改

め
る
。

第
五
十
条
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
第
十
五
条
第
一
項
」

を
「
第
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
条
第
九
項
及
び
第
十
三
項
、
第

五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
、「
並
び
に
第
二
十
条
」
を
「
、
第
二
十
条
」
に
、「
の
厚
生
労
働
省
令
」
を
「
、
第
二
十
一

条
第
三
項
第
三
号
、
第
四
項
第
二
号
、
第
十
二
項
第
三
号
、
第
十
三
項
第
二
号
及
び
第
十
七
項
第
二
号
並
び
に
第
三

十
条
の
二
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
厚
生
労
働
省
令
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
中
「
又
は
五
十
万
円
」
を
「
若
し
く
は
百
万
円
」
に
、「
処
す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す

る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
削
る
。

第
五
十
六
条
を
削
り
、
第
五
十
五
条
を
第
五
十
六
条
と
し
、
第
五
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
十
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁

刑
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

一

第
三
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
全
国
が
ん
登
録
情
報
若
し
く
は
都
道
府
県
が
ん
情
報
又
は
匿
名
が
ん
情

報
若
し
く
は
仮
名
が
ん
情
報
の
取
扱
い
の
事
務
又
は
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
こ
れ
ら
の
情
報
の
内
容
を
み
だ

り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。

二

第
三
十
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。

第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若

し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問

に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
を
拒
み
、
妨

げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
八
条
を
削
る
。

第
五
十
九
条
中
「
第
五
十
五
条
ま
で
及
び
第
五
十
七
条
」
を
「
第
五
十
六
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
十
八

条
と
す
る
。

第
六
十
条
第
一
項
中
「
第
五
十
六
条
又
は
第
五
十
八
条
」
を
「
第
五
十
五
条
又
は
第
五
十
七
条
」
に
改
め
、
同
条

を
第
五
十
九
条
と
す
る
。

附
則
第
二
条
第
一
項
中
「
第
八
項
第
四
号
」
を
「
第
十
二
項
第
四
号
」
に
、「
第
八
項
の
」
を
「
第
十
二
項
の
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
五
条
第
二
項
」
を
「
第
十
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

（
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
七
条
の
十
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
三
」
に
、「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
」
に
改

め
る
。

第
七
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
の
保
護
者
が
当
該
患
者
に
指
定
特
定
医
療
を
受
け
さ
せ
る
と
き
、
又
は

支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
が
指
定
特
定
医
療
を
受
け
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
医
療
受
給
者
証
の
提
示
、
電
子
資
格
確
認
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
指
定

特
定
医
療
を
受
け
る
者
が
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
定
め
ら
れ
た
指
定
医
療
機
関
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
緊
急
の
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
の
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
七
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
に
医
療
受
給
者
証
を
提
示
し
た
」
を
「
に
よ
る
第
六
項
の

規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

前
項
の
「
電
子
資
格
確
認
」
と
は
、
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
が
、
都
道
府
県
に
対
し
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。）に
記
録
さ
れ
た
利
用
者
証
明

用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。）を
送
信

す
る
方
法
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
指
定
難
病
の
患
者
に
係
る
支
給
認
定
の
情
報
（
特

定
医
療
費
の
請
求
に
必
要
な
情
報
を
含
む
。）の
照
会
を
行
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
、
都
道
府
県
か
ら
回
答
を
受
け
て
当
該
情
報
を
指
定
特
定
医
療
を
受

け
る
指
定
医
療
機
関
に
提
供
し
、
当
該
指
定
医
療
機
関
か
ら
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
で
あ
る
こ
と

の
確
認
を
受
け
る
こ
と
を
い
う
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
七
条
第
七
項
」
を
「
第
七
条
第
八
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
診
療

報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険

診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
、「
そ
の
他
」
を「（
第
三
十
一
条
の
二

第
一
項
に
お
い
て
単
に
「
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
」
と
い
う
。）そ
の
他
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
次
条
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者
が
第
二
十
七
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
指
定

難
病
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
四
章
中
第
二
十
七
条
の
十
を
第
二
十
七
条
の
十
三
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
九
中
「
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
」
を
「
並
び
に
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
利
用
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名

指
定
難
病
関
連
情
報
の
提
供
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第
百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
が
当
該
委
託
に
基
づ
い
て
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る

場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
七
条
の
九
を
第
二
十
七
条
の
十
二
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
八
中
「
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者
」
を
「
匿
名
・
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者
」
に

改
め
、「
規
定
」
の
下
に「（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
二
十
七
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又
は
第
二
十
七

条
の
八
第
一
項
の
規
定
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
よ
り
付
し
た
制
限
」
を
加
え
、
同
条

を
第
二
十
七
条
の
十
一
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
中「（
国
」
を
「
及
び
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者
（
国
」に
、「
同
じ
」を「「
匿
名
・

仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
」
に
、「
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者
の
」
を
「
匿
名
・
仮
名
指
定

難
病
関
連
情
報
利
用
者
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
七
条
の
十
と
す
る
。

第
二
十
七
条
の
六
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
難
病
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
等
の
た
め
の
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
）

第
二
十
七
条
の
七

厚
生
労
働
大
臣
は
、
難
病
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
並
び
に
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す

る
た
め
、
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
（
同
意
指
定
難
病
関
連
情
報
に
係
る
本
人
を
他
の
情
報
と
照
合
し
な
い
限
り

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
加
工
し
た
同
意
指
定
難

病
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
難
病
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
並
び
に
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
相
当
の
公
益
性
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
行
う
も
の
が
当
該
業
務
を
行
う
た
め
に
仮
名
指

定
難
病
関
連
情
報
を
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
者
に
当
該
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

国
の
他
の
行
政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体

難
病
対
策
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す
る
調
査

二

大
学
そ
の
他
の
研
究
機
関

難
病
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
又
は
難
病
の
患
者
の
療

養
生
活
の
質
の
維
持
向
上
に
資
す
る
研
究

三

民
間
事
業
者
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
又
は
難
病
の
患
者
の
福

祉
の
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
分
析
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
業
務
（
特
定
の
商
品
又
は
役
務
の

広
告
又
は
宣
伝
に
利
用
す
る
た
め
に
行
う
も
の
を
除
く
。）

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
利
用
又
は
提
供
を
行
う
場
合
に
は
、

当
該
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
を
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
四
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
仮
名
小
児
慢
性
特
定

疾
病
関
連
情
報
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
し
、
又
は
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ

ら
か
じ
め
、
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
に
対
す
る
利
用
目
的
等
の
制
限
の
要
求
等
）

第
二
十
七
条
の
八

厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
を
提
供
す
る

場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
提
供
を
受

け
、
こ
れ
を
利
用
す
る
者
（
以
下
「
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者
」
と
い
う
。）に
対
し
、
提
供
に
係
る
仮
名

指
定
難
病
関
連
情
報
に
つ
い
て
、そ
の
利
用
の
目
的
又
は
方
法
の
制
限
そ
の
他
必
要
な
制
限
を
付
す
も
の
と
す
る
。

２

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
八
条
及
び
第
七
十
六
条
か
ら
第

百
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
前
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報

を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
準
用
）

第
二
十
七
条
の
九

第
二
十
七
条
の
三
か
ら
第
二
十
七
条
の
六
ま
で
の
規
定
は
、
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
利
用
者

に
よ
る
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
七
章
中
第
三
十
二
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
等
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
三
十
一
条
の
二

都
道
府
県
は
、
第
二
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
事
務
の
ほ
か
、
特
定
医
療
費
の
支
給
に
係
る

支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
で
あ
っ
た
者
に
係
る
情
報
の

収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

又
は
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
事
務
を
委
託
す
る
他
の

都
道
府
県
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
当
該
事
務
以
外
の
法

令
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を
行
う
市
町
村
及
び
特
別
区

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
者
の
連
携
及
び
協
力
）

第
三
十
一
条
の
三

国
及
び
都
道
府
県
並
び
に
指
定
医
療
機
関
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
第
七
条
第
七
項
に
規
定
す
る

電
子
資
格
確
認
の
仕
組
み
の
導
入
そ
の
他
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
を
推
進
し
、
も
っ
て
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
保
険
各
法
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る

法
律
そ
の
他
医
療
に
関
す
る
給
付
を
定
め
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
事
務
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
よ

う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
五
条
第
二
号
中
「
第
二
十
七
条
の
八
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
一
」
に
改
め
、同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、

同
条
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

第
二
十
七
条
の
九
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
、
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報

の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
仮
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目

的
に
利
用
し
た
と
き
。

第
四
十
六
条
中
「
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
二
十
七
条
の
十
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
）

第
二
十
八
条

医
療
分
野
の
研
究
開
発
に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
又
は
」に
改
め
、

「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
六
条
の
二
」
を
加
え
、「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項

か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
中
「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
に
対
し
て
」
を「（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
利
用
事
業
者
」

と
い
う
。）に
対
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
又
は
次
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

第
二
号
中
「
次
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
連
結
可
能
仮
名
加
工
医
療
情
報
の
提
供
）

第
三
十
六
条
の
二

認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
加
工
医
療
情
報

を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
利
用
事
業
者
が
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す

る
法
律
第
十
六
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
仮
名
医
療
保
険

等
関
連
情
報
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定

め
る
者
で
あ
る
と
き
に
限
り
、
当
該
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
つ
い
て
、
仮
名
医
療
保
険
等
関
連
情
報
そ
の
他
の
政

令
で
定
め
る
も
の
と
連
結
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
仮
名
加
工
医
療
情
報
を
前
項
に
規
定
す
る
状
態
に
す
る
た
め
、
主

務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
大
臣
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
厚

生
労
働
大
臣
等
」
と
い
う
。）に
対
し
、
認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
に
関
し
管
理
す
る
医
療
情
報
、
仮
名

加
工
医
療
情
報
の
作
成
に
用
い
た
医
療
情
報
か
ら
削
除
し
た
記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項

又
は
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
並
び
に
仮
名
加
工
医
療
情
報
（
以

下
「
仮
名
加
工
医
療
情
報
等
」
と
い
う
。）を
提
供
し
た
上
で
、
当
該
状
態
に
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
主

務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者

に
対
し
、
同
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
機
構
等
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
を
受
け
る
認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て

政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
を
国
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
等
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
機
構
等
が

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
機
構
等
）
に
納
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６

前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
等
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
機
構
等
の
収
入
と
す
る
。

７

認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
者
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
項
に
規
定
す
る
状
態
で
の
仮
名

加
工
医
療
情
報
の
提
供
を
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
機
構
等
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
七
条
第
一
項
中
「
認
定
仮
名
加
工
医
療
情
報
作
成
事
業
に
関
し
管
理
す
る
医
療
情
報
、
仮
名
加
工
医
療
情

報
の
作
成
に
用
い
た
医
療
情
報
か
ら
削
除
し
た
記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
四
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
加
工
の
方
法
に
関
す
る
情
報
並
び
に
仮
名
加
工
医
療
情
報
（
以
下
「
仮
名
加
工
医

療
情
報
等
」
と
い
う
。）」
を
「
仮
名
加
工
医
療
情
報
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
又
は
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
表
第
九
条
第
二
項
第
四
号
の
項
中
「
第
三
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
」
に
改

め
る
。

第
六
十
一
条
第
二
項
中
「
第
三
十
六
条
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
」
を
加
え
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法

目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条

第
七
条
）

第
二
章

運
営
会
議
（
第
八
条

第
十
条
）

第
三
章

役
員
及
び
職
員
（
第
十
一
条

第
十
七
条
）

第
四
章

業
務
運
営

第
一
節

業
務
（
第
十
八
条

第
二
十
八
条
）

第
二
節

中
期
計
画
等
（
第
二
十
九
条

第
三
十
一
条
）

第
五
章

財
務
及
び
会
計
（
第
三
十
二
条

第
三
十
七
条
）

第
六
章

監
督
（
第
三
十
八
条
・
第
三
十
九
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
四
十
条
・
第
四
十
一
条
）

第
八
章

罰
則
（
第
四
十
二
条

第
四
十
六
条
）

附
則

第
一
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い
う
。）は
、」を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬

審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）は
、
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
そ
の
他
の
国
民
の

保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
情
報
、
医
療
機
関
等
（
健
康
保
険
法（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）

第
六
十
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
若
し
く
は
薬
局
又
は
同
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
を
い
う
。
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
十
九
条
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。）及
び

保
険
者
（
」
に
、「（
以
下
「
保
険
者
」
と
い
う
。）が
、」を
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
お
け
る
業
務
運
営
の
効
率
化

そ
の
他
の
医
療
の
効
率
的
な
提
供
に
資
す
る
情
報
並
び
に
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
（
次
条
に
お
い
て
「
医
療

費
適
正
化
」
と
い
う
。）に
資
す
る
情
報
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
情
報
（
第
十
八
条
第
一
項
第
七
号
に
お
い
て
「
保
健

医
療
等
関
連
情
報
」
と
い
う
。）の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に
そ
の
結
果
の
活
用
の
促
進
並
び
に
こ
れ
ら
の
た
め

の
情
報
基
盤
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務
を
行
う
と
と
も
に
、
保
険
者
が
」
に
、「
、
療
養
の
給
付
」
を
「
療
養

の
給
付
」に
改
め
、「
並
び
に
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
並
び
に
医
療
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化（
次

条
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
お
い
て
「
医
療
費
適
正
化
」
と
い
う
。）に
資
す
る
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分

析
並
び
に
そ
の
結
果
の
活
用
の
促
進
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
」
を
削
る
。

第
一
条
の
二
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
、「
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
」
を「
第
十
八
条
第
一
項
第
七
号
」に
、「
と

有
機
的
に
」
を「（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。）と
有
機
的
に
」
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

運
営
会
議
に
関
す
る
事
項

第
四
条
第
三
項
及
び
第
五
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
基
金
で
な
い
」
を
「
機
構
で
な
い
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・

診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
基
金
の
理
事
長
、
理
事
又
は
監
事
が
、」を
削
り
、「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
当
該
違
反
行

為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
基
金
の
理
事
長
又
は
理
事
が
、」を
削
り
、「
も
、
前
項
と
同

様
と
す
る
」
を
「
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
理
事
長
又
は
理
事
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
」

に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
三
条
（
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）又

は
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条

第
二
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
を
受
け
な
か
つ
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を

し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
基
金
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
報
告
」
を
「
第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
前
条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）」に
、

「
こ
れ
を
」
を
「
当
該
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
又
は
受
託
者
若
し

く
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
は
、」に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
基
金
の
理
事
長
、
理
事
又
は
監
事

が
、
第
十
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
を
「
第
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
」
に
、「
、
基
金
」
を「
、
機
構
」

に
、「
も
ま
た
同
様
と
す
る
」
を
「
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」

に
改
め
、
第
七
章
中
同
条
を
第
四
十
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
（
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る

業
務
及
び
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
業
務
（
診
療
報
酬
請
求
書
及
び
特
定
健
康
診
査
等
に
関
す
る
記
録
に
係
る
情

報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に
そ
の
結
果
の
活
用
の
促
進
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。）並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯

す
る
業
務
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）を
怠
り
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
な
し
、又
は
当
該
職
員
の
検
査
を
拒
み
、

妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
代
表
者
、
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従

業
者
又
は
受
託
者
（
当
該
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同

じ
。）若
し
く
は
そ
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
七
章
を
第
八
章
と
す
る
。

第
三
十
一
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
第
六
章
中
同
条
を
第
四
十
一
条
と
し
、
第
三
十
条
を
第
四
十
条

と
し
、
同
章
を
第
七
章
と
す
る
。

第
二
十
九
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
第
五
章
中
同
条
を
第
三
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
若
し
く
は
受
託
者
」
に
、「
業
務
又
は
財
産
」
を
「
業
務
若
し
く
は
財

産
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
受
託
者
に
対
し
て
は
、
当
該
受
託
業
務
の
範
囲
内
に
限
る
。

第
二
十
八
条
を
第
三
十
八
条
と
し
、
第
五
章
を
第
六
章
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
第
四
章
中
同
条
を
第
三
十
七
条
と
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
、「
第
十
五
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
」
を
「
第
十
八
条
第
二

項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
に
、「
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
」
を
「
同
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
並
び
に
同
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」に
改
め
、

同
条
を
第
三
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条

機
構
は
、
医
療
情
報
化
推
進
業
務
に
係
る
経
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
業
務
に
係
る
経
理
と
区
分

し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
、「
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
第
十
八
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
三
条
と
す
る
。

第
二
十
三
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
二
条
と
し
、
第
四
章
を
第
五
章
と
す
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
十
六
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
二
十
五
条
と
し
、
同
条
の
次
に

次
の
三
条
及
び
一
節
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条

機
構
は
、
第
十
八
条
に
規
定
す
る
業
務
の
た
め
に
取
り
扱
う
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防

止
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

機
構
は
、
前
条
に
規
定
す
る
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
そ
の
他
の
当
該
情
報
の
安
全
の
確
保
に

係
る
事
態
で
あ
つ
て
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
事
態
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

が
生
じ
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
十
八
条

機
構
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
十

三
号
（
同
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。）及
び
第
十
四
号
（
医
療
情
報

化
推
進
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
医
療
情
報
化
推
進
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
業
務
に
限
る
。）

並
び
に
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
医
療
情
報
化
推
進
業
務
」
と
い
う
。）の
一
部
を
連
合
会
そ
の
他

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。）（
当
該
受
託
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
役
員
）
若
し
く
は
そ
の
職
員
そ
の
他
の
当
該
委
託
を
受
け
た
業
務
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら

の
者
で
あ
つ
た
者
は
、
職
務
上
知
得
し
た
秘
密
を
故
な
く
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
節

中
期
計
画
等

第
二
十
九
条

機
構
は
、
医
療
情
報
化
推
進
方
針
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関

す
る
法
律
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
情
報
化
推
進
方
針
を
い
う
。
次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）

に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
情
報
化
推
進
業
務
の
運
営
そ
の
他
の
医
療
情
報
化

推
進
の
実
施
に
関
す
る
中
期
計
画
（
以
下
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。）を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

中
期
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

医
療
情
報
化
推
進
方
針
に
基
づ
く
医
療
情
報
化
推
進
の
た
め
に
達
成
す
べ
き
目
標
に
関
す
る
事
項

二

前
号
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
情
報
化
推
進
業
務
の
運
営
に
必
要
な
事
項

３

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
し
た
中
期
計
画
が
医
療
情
報
化
推
進
業
務
の
適
正
か
つ
確

実
な
実
施
上
不
適
当
と
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
そ
の
中
期
計
画
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

機
構
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
中
期
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

機
構
及
び
連
合
会
、
地
方
公
共
団
体
、
保
険
者
、
医
療
機
関
等
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ

る
目
標
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
に
お
い
て
、
相
互
に
連
携
を

図
り
な
が
ら
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
中
期
計
画
に
基
づ
き
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
事
業
年
度
の
医
療
情
報
化
推
進
業
務
の
運
営
に
関
す
る
計
画
（
次
条
第

五
項
に
お
い
て
「
年
度
計
画
」
と
い
う
。）を
定
め
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

第
三
十
一
条

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
の
終
了
後
、
当
該
事
業
年
度
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
の
い
ず
れ
に

該
当
す
る
か
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、厚
生
労
働
大
臣
の
評
価
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
年
度
以
外
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
医
療
情
報
化
推
進
業

務
の
実
績

二

中
期
計
画
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
医
療
情
報
化
推
進

業
務
の
実
績
及
び
中
期
計
画
の
期
間
の
終
了
時
に
見
込
ま
れ
る
中
期
計
画
の
期
間
に
お
け
る
医
療
情
報
化
推
進

業
務
の
実
績

三

中
期
計
画
の
期
間
の
最
後
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
医
療
情
報
化
推
進
業
務
の
実
績
及
び
中

期
計
画
の
期
間
に
お
け
る
医
療
情
報
化
推
進
業
務
の
実
績

２

機
構
は
、
前
項
の
評
価
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
事
業
年

度
の
終
了
後
三
月
以
内
に
、
同
項
第
一
号
、
第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
及
び
当
該
事
項
に
つ
い
て
自
ら

評
価
を
行
つ
た
結
果
を
明
ら
か
に
し
た
報
告
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

第
一
項
の
評
価
は
、
同
項
第
一
号
、第
二
号
又
は
第
三
号
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
総
合
的
な
評
定
を
付
し
て
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
医
療
情
報

化
推
進
業
務
の
実
績
に
関
す
る
評
価
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
中
期
計
画
の
実
施
状
況
の
調
査
及
び
分
析
を

行
い
、
そ
の
結
果
を
考
慮
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
評
価
を
行
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
機
構
に
対
し
、
当
該
評
価
の
結
果
を
通

知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

機
構
は
、
第
一
項
の
評
価
の
結
果
を
、
中
期
計
画
及
び
年
度
計
画
並
び
に
医
療
情
報
化
推
進
業
務
の
運
営
の
改

善
に
適
切
に
反
映
さ
せ
る
と
と
も
に
、
毎
年
度
、
評
価
結
果
の
反
映
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
の
評
価
の
結
果
に
基
づ
き
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
対
し
、
医
療

情
報
化
推
進
業
務
の
運
営
の
改
善
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
、「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
十
五

条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
、

第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
、「
同
条
第
二
項
第
一
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
」
を
「
第
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
二
十
条
」
に

改
め
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

第
二
十
条
中
「
審
査
委
員
、」を
「
運
営
会
議
の
委
員
、
審
査
委
員
若
し
く
は
機
構
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十

三
条
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
、
第
二
項
第

一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
十
一
号
、
第
二
項
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改

め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
七
条
中
「
基
金
の
理
事
」
を
「
機
構
の
理
事
又
は
審
査
支
払
運
営
委
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す

る
。第

十
六
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
、「
前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四

号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
、
第
二
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
、「
同
条
第
二
項
第
一
号
」を「
同

条
第
二
項
第
二
号
」
に
、「
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

保
険
者
か
ら
委
託
さ
れ
た
健
康
保
険
法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法

律
第
七
十
三
号
）
第
百
五
十
三
条
の
十
第
一
項
第
二
号
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

二
百
四
十
五
号
）
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百

二
十
八
号
）
第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
第
一
号
、
地
方

公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
四
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
第
二
号
又

は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
又
は
整

理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

二

保
険
者
か
ら
委
託
さ
れ
た
健
康
保
険
法
第
二
百
五
条
の
四
第
一
項
第
三
号
、
船
員
保
険
法
第
百
五
十
三
条
の

十
第
一
項
第
三
号
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
七
条
の
三
第
一
項
第
三
号
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
、
国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
三
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
地
方
公
務
員
等
共

済
組
合
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
三
第
一
項
第
三
号
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
五

条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

三

保
健
事
業
等
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律

第
六
十
四
号
）
第
三
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
健
事
業
等
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
資
す
る
た

め
に
行
う
次
に
掲
げ
る
処
方
箋
（
書
面
に
代
え
て
当
該
処
方
箋
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的

方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。）を
作
成
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
提
供
等
に
関
す
る
業
務

イ

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
処
方
箋
の
提
供
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
を
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
患
者
又
は
現
に
そ
の
看
護
に
当
た
つ

て
い
る
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
調
剤
を
実
施
す
る
薬
局
に
対
し
当
該
処
方
箋
を
提
供
し
、
同
条
第
三
項
及
び

第
五
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を
受
け
る
業
務


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ロ

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
供
を
受
け
た
処
方
箋
に
記
録
さ
れ
た
情
報
並
び
に
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供

を
受
け
た
情
報
を
記
録
し
、
管
理
し
、
及
び
活
用
す
る
と
と
も
に
、
処
方
さ
れ
、
又
は
調
剤
さ
れ
た
薬
剤
に

関
す
る
情
報
を
医
療
機
関
及
び
薬
局
が
相
互
に
共
有
す
る
こ
と
に
資
す
る
業
務

ハ

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
の
求
め
に
応
じ
て
、
当
該
者
に
対
し
同
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
提
供
を
受
け
た
情
報
を
提
供
す
る
業
務

ニ

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
八
項
の
規
定

に
よ
り
、
医
師
若
し
く
は
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
の
求
め
に
応
じ
て
、
同
条
第
六
項
又
は
第
七
項
に
規
定
す

る
情
報
を
提
供
す
る
業
務

ホ

薬
局
の
開
設
者
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
当
該
薬
局
で
調
剤
済
み
と
な
つ
た
処
方
箋
（
地
域
に
お
け
る
医

療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た

も
の
に
限
る
。）を
保
管
す
る
業
務

四

保
健
事
業
等
に
資
す
る
た
め
に
行
う
次
に
掲
げ
る
電
子
診
療
録
等
情
報
（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の

総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
診
療
録
等
情
報
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
関
す
る
業
務

イ

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
電
子
診
療
録
等
情
報
の
提
供
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
民
が
自
ら
の
電
子
診
療
録

等
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
等
（
同
項
に
規

定
す
る
医
師
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
求
め
に
応
じ
て
、
医
師
等
に
対
し
電
子
診
療
録

等
情
報
を
用
い
て
必
要
な
情
報
を
提
供
し
、
又
は
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
業
務

ロ

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
提
供
を
受
け
た
電
子
診
療
録
等
情
報
を
記
録
し
、
管
理
し
、
及
び
活
用
す
る
業
務

五

医
療
機
関
等
が
行
う
電
子
資
格
確
認
（
健
康
保
険
法
第
三
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
電
子
資
格
確
認
を
い

う
。）の
実
施
に
必
要
な
費
用
そ
の
他
地
域
に
お
い
て
効
率
的
か
つ
質
の
高
い
医
療
提
供
体
制
を
構
築
す
る
た
め

の
医
療
機
関
等
の
提
供
す
る
医
療
に
係
る
情
報
化
の
促
進
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

六

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ

き
情
報
を
提
供
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

七

診
療
報
酬
請
求
書
及
び
特
定
健
康
診
査
等
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
第
二
項
第
一

号
に
規
定
す
る
特
定
健
康
診
査
等
を
い
う
。
第
四
十
二
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
関
す
る
記
録
に
係
る
情
報
そ
の

他
の
保
健
医
療
等
関
連
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
並
び
に
そ
の
結
果
の
活
用
の
促
進
並
び
に
こ
れ
ら
の
た

め
の
情
報
基
盤
の
整
備
及
び
運
営
に
関
す
る
事
務
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）を
行
う
こ
と
。

八

各
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
都
道
府
県
が
当
該
都
道
府
県
内
の
市
町
村
と
と
も

に
行
う
国
民
健
康
保
険
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）か
ら
、
毎
月
、
そ
の
保
険
者

が
過
去
三
箇
月
に
お
い
て
最
高
額
の
費
用
を
要
し
た
月
の
診
療
報
酬
の
政
令
で
定
め
る
月
数
分
に
相
当
す
る
金

額
の
委
託
を
受
け
る
こ
と
。

九

診
療
担
当
者
の
提
出
す
る
診
療
報
酬
請
求
書
に
対
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
金
額
を
支
払
う
こ
と
。

十

診
療
担
当
者
の
提
出
す
る
診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
（
そ
の
審
査
に
つ
い
て
不
服
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
の

再
審
査
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
行
う
こ
と
。

十
一

前
二
号
に
準
じ
、
訪
問
看
護
療
養
費
又
は
家
族
訪
問
看
護
療
養
費
の
支
払
及
び
審
査
を
行
う
こ
と
。

十
二

保
険
者
か
ら
委
託
さ
れ
た
医
療
保
険
各
法
等
に
よ
る
保
険
給
付
の
支
給
に
関
す
る
事
務
（
第
八
号
か
ら
前

号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）を
行
う
こ
と
。

十
三

前
各
号
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務

十
四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務

第
十
五
条
第
二
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
項

第
三
号
中「（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）」を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項

第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
中「（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）」を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同

項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
十
条
の
四
第
一
項
又
は
防
衛
省
の
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
三
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に

限
る
。）の
規
定
に
よ
り
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を
委
託
さ
れ
た

と
き
は
、
そ
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
必
要
な
事
務
を
行
う
こ
と
。

第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
基
金
は
、第
一
項
第
八
号
」

を
「
機
構
は
、
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
基
金
は
、
第
一
項
第
十
号
」
を
「
機
構
は
、
第
一
項

第
十
四
号
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
一
節

業
務

「
第
三
章

業
務
」
を
「
第
三
章

業
務
運
営
」
に
改
め
る
。

第
三
章
を
第
四
章
と
す
る
。

第
十
四
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
第
二
章
中
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
三
条
を
削
る
。

第
十
二
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
一
条
第
三
項
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
基
金
の
理

事
長
、
理
事
及
び
監
事
が
、
法
令
若
し
く
は
定
款
又
は
第
二
十
九
条
に
規
定
す
る
命
令
に
違
反
し
た
」
を
「
機
構
の

役
員
が
前
項
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
る
」
に
、「
基
金
に
」
を
「
機
構
に
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

運
営
会
議
は
、
機
構
の
役
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
そ
の
他
役
員
た
る
に
適
し
な
い
と

認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
。

第
十
一
条
を
第
十
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
五
条

機
構
は
、
審
査
支
払
運
営
委
員
会
を
置
く
。

２

審
査
支
払
運
営
委
員
会
は
、
理
事
長
、
理
事
（
医
療
情
報
化
推
進
担
当
理
事
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該

医
療
情
報
化
推
進
担
当
理
事
を
除
く
。）及
び
審
査
支
払
運
営
委
員
で
組
織
す
る
。

３

審
査
支
払
運
営
委
員
会
は
、
運
営
会
議
の
権
限
の
う
ち
、
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第

二
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
重
要
事
項
そ
の
他
の
定
款
で
定
め
る
重
要

事
項
を
決
定
す
る
。

４

前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
支
払
運
営
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
定
款
で
定
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
は
、
理
事
の
互
選
に
よ
つ
て
、
こ
れ
を
定
め
る
」
を
「
及
び
理
事
は
、
運
営
会
議
が
選
任
す

る
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
医
療
情
報
化
推
進
担
当
理
事
を
置
く
場
合
に
あ
つ
て
は
、
運
営
会
議
は
、
情
報
通
信
の
技
術
に
関
す

る
高
度
か
つ
専
門
的
な
知
識
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
当
該
医
療
情
報
化
推
進
担
当
理
事
を
選
任
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
」
を
「
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
支

払
運
営
委
員
又
は
監
事
」
に
、「
被
保
険
者
を
代
表
す
る
者
及
び
診
療
担
当
者
」
を
「
診
療
担
当
者
を
代
表
す
る
者
及

び
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
被
保
険
者
を
代
表
す
る
者
及
び
診
療
担
当

者
」
を
「
診
療
担
当
者
を
代
表
す
る
者
及
び
被
保
険
者
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、同
条
第
二
項
中「
理

事
」
を
「
監
事
」
に
、「
被
保
険
者
を
代
表
す
る
者
、
診
療
担
当
者
」
を
「
診
療
担
当
者
を
代
表
す
る
者
、被
保
険
者
」

に
改
め
、「
者
か
ら
」
の
下
に
「
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
営
会
議
が
」
を
加
え
、「
被
保
険
者
を
代
表
す

る
者
及
び
診
療
担
当
者
」
を
「
診
療
担
当
者
を
代
表
す
る
者
及
び
被
保
険
者
」
に
改
め
、同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

審
査
支
払
運
営
委
員
は
、
保
険
者
を
代
表
す
る
者
、
診
療
担
当
者
を
代
表
す
る
者
及
び
被
保
険
者
を
代
表
す
る

者
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
団
体
の
推
薦
に
基
づ
き
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
営
会
議
が
選
任
す
る

も
の
と
し
、
そ
の
数
に
つ
い
て
は
、
各
々
同
数
と
す
る
。


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第
十
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
と
き
は
」
の
下

に
「
、
運
営
会
議
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
八
条
中
「
基
金
」
を
「
機
構
」
に
、「
及
び
」
を
「
、
審
査
支
払
運
営
委
員
及
び
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

２

機
構
は
、
定
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
情
報
化
推
進
業
務
を
担
当

す
る
理
事
（
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
「
医
療
情
報
化
推
進
担
当
理
事
」
と
い
う
。）を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
二
章
を
第
三
章
と
し
、
第
一
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
二
章

運
営
会
議

第
八
条

機
構
に
、
機
構
の
業
務
の
方
針
を
決
定
す
る
機
関
と
し
て
運
営
会
議
を
置
く
。

２

運
営
会
議
の
委
員
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
選
任
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
員
数
以
内
と
す
る
。

一

保
険
者
を
代
表
す
る
者

三
人

二

診
療
担
当
者
を
代
表
す
る
者

三
人

三

被
保
険
者
を
代
表
す
る
者

一
人

四

地
方
公
共
団
体
を
代
表
す
る
者

一
人

五

保
健
医
療
又
は
保
健
医
療
に
係
る
情
報
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て
高
い
識
見
を
有
す
る
者
そ
の
他
の
学
識
経
験
者

一
人

３

前
項
の
選
任
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
団
体
の
推
薦
（
第
三

号
に
あ
つ
て
は
共
同
推
薦
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

そ
の
所
属
団
体
又
は
連
合
会

二

前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
者

そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
団
体

三

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
者

都
道
府
県
知
事
、
市
長
及
び
町
村
長
の
全
国
的
連
合
組
織
（
地
方
自
治
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
全
国
的
連
合
組
織
で
同
項
の
規

定
に
よ
る
届
出
を
し
た
も
の
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）

４

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
員
を
選
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
一
月
を
下
ら
な
い
期
間
を
定
め
、
そ
の
期
間
内

に
、
保
険
者
を
代
表
す
る
者
、
診
療
担
当
者
を
代
表
す
る
者
、
被
保
険
者
を
代
表
す
る
者
及
び
地
方
公
共
団
体
を

代
表
す
る
者
に
つ
き
、
候
補
者
を
推
薦
す
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
団
体
、連
合
会
並
び
に
都
道
府
県
知
事
、

市
長
及
び
町
村
長
の
全
国
的
連
合
組
織
に
求
め
る
も
の
と
す
る
。

５

委
員
の
選
任
及
び
解
任
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

６

厚
生
労
働
大
臣
は
、
委
員
が
、法
令
若
し
く
は
定
款
又
は
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、

機
構
に
対
し
、
そ
の
委
員
を
解
任
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

厚
生
労
働
大
臣
は
、
機
構
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
委
員
を
解
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

８

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
運
営
会
議
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
定
款
で
定
め
る
。

（
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
又
は
」
を「
第
八
十
条
の
四
第
一
項
、」に
改
め
、「
限
る
。）」

の
下
に
「
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
律
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中「（
同
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第
二

十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二

十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

第
十
五
条
第
三
項
（
同
法
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援

護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
一
項
、
感
染
症
の
予

防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
四
十
条
第
五
項
（
同
法

第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
心
神
喪
失
等
の

状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八

十
四
条
第
三
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）第
十
四
条
第
一
項
、

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

七
十
三
条
第
三
項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十

五
条
第
三
項
」
を
「
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
律
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
、
戦
傷
病
者
特
別
援

護
法
第
十
五
条
第
四
項
（
同
法
第
二
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す

る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
四
項
若
し
く
は
第
二
十
条
第
二
項
」
を
削
り
、「（
同
法
第
二
十
一
条
の
二
、
第

二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
並
び
に
母
子
保
健
法
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
四
十
条
第
六
項
（
同
法
第
四

十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
及
び
第
五
十
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
心
神
喪
失
等
の
状
態

で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
第
八
十
四
条
第
四
項
、
石
綿
に
よ
る
健
康
被

害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
二
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
第
七
十
三
条
第
四
項
又
は
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
第
四
項
」
を
「
そ
の
他

の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
法
律
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
以
下
同
じ
」
を
「
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
委
託
者
」
と
い
う
」
に
、「
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
又
は
独
立
行
政

法
人
が
」
を
「
委
託
者
が
」
に
、「
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
」
を
「
に
つ
い
て
、
当
該
給

付
の
対
象
と
な
る
者
若
し
く
は
対
象
で
あ
つ
た
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
若
し
く
は
利
用
若
し
く
は
提

供
に
関
す
る
事
務
又
は
」
に
改
め
、「
事
務
」
の
下
に
「
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、
同

条
第
四
項
中
「
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
」
を
「
若
し
く
は
委
託
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
並
び
に
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
」
を
「
、
第
二
項
第
一
号
並
び
に
第
三
項
（
情
報
の

収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。）に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
に
規
定
す
る
」
を「（
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
を

除
く
。）に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
九
条

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
運
営
会
議
の
議
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

定
款
の
変
更

二

第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
期
計
画
及
び
第
三
十
条
に
規
定
す
る
年
度
計
画
の
作
成
又
は
変
更

三

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
作
成
又
は
変
更

四

事
業
状
況
報
告
書
及
び
財
産
目
録
の
作
成

五

そ
の
他
機
構
の
業
務
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
第
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
定
款
で
、
運
営
会
議
の
議
決
を
経
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

厚
生
労
働
大
臣
又
は
そ
の
指
名
す
る
職
員
そ
の
他
の
機
構
の
業
務
に
係
る
関
係
者
は
、
定
款
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
運
営
会
議
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

運
営
会
議
は
、
機
構
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
に
対

し
、
機
構
の
業
務
並
び
に
資
産
及
び
債
務
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

運
営
会
議
は
、
役
員
又
は
職
員
の
行
為
が
こ
の
法
律
、
他
の
法
令
又
は
定
款
に
違
反
し
、
又
は
違
反
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
理
事
長
に
対
し
、
当
該
行
為
の
是
正
の
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
条

運
営
会
議
に
議
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。

２

議
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
運
営
会
議
を
代
表
す
る
。

３

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
議
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
議
長
の
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
委
員
が
そ
の
職
務

を
行
う
。

附
則
第
五
条
中
「
、
基
金
」
を
「
、
機
構
」
に
改
め
る
。


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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
八
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規

定（「
及
び
次
条
」
を
削
る
部
分
に
限
る
。）、
第
四
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
並
び
に
次
条
第
二
項
及
び
第

四
項
並
び
に
附
則
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十

八
条
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
の
規
定
、
附
則
第
四
十
一
条
中
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

八
十
一
号
）
別
表
第
一
の
五
十
七
の
三
十
一
の
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
改
正

規
定
並
び
に
附
則
第
五
十
三
条
の
規
定

公
布
の
日

二

第
一
条
の
規
定
（
前
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
第
六

十
五
条
第
四
項
の
改
正
規
定（「
第
三
十
条
の
十
一
」
を
「
第
三
十
条
の
十
一
第
一
項
」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、

同
法
第
六
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
条
の
次
に

一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
八
十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
二
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に

第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
五
条
及
び
第
百
十
四
条
の
八
の
改
正
規
定
並
び
に
次
条
第
一
項
並
び
に
附
則
第
四

条
、
第
七
条
、
第
八
条
、
第
三
十
条
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定

令
和
八
年
四
月
一
日

三

第
四
条
の
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
十
条
中
地
方
税
法
附
則
第
十
一
条
第
十
六
項
の

改
正
規
定（「
第
十
二
条
の
七
」
を
「
第
十
三
条
の
六
」
に
、「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一

項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
十
八
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
三
十
七
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

四

第
一
条
中
医
療
法
の
目
次
の
改
正
規
定（「
病
床
」
を
「
医
療
機
関
機
能
及
び
病
床
」に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、

同
法
第
三
十
条
の
三
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
章
第
三
節
の
節
名
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の

十
三
の
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
条
の
十
五
第
一
項
の
改
正
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び

に
同
条
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
同
法
第
三
十
条
の
十
六
か
ら
第
三
十
条
の
十
八
ま
で
、
第
三
十
条
の
十
八
の

二
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
三
十
条
の
十
八
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定

令
和
八
年
十
月
一
日

五

第
一
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
十
八
条
の
七
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
五
条
の
規
定
、
第

七
条
中
健
康
保
険
法
第
七
十
六
条
第
五
項
及
び
第
八
十
八
条
第
十
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
十
第

一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定（「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
百
五
十
条

の
九
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定（「
を
基
金
」
を
「
を
基
盤
機
構
」
に
、「
基
金
等
」
を
「
基
盤
機
構
等
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
百
五
十
二
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
二
百
五
条
の
四
（
見
出
し
を
含

む
。）の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
八
条
（
同
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を

除
く
。）及
び
第
九
条
（
次
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）の
規
定
、
第
十
一
条
中
高
齢
者
の
医
療

の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
（
見
出
し
を
含
む
。）及
び
第
十
七
条
の
二
第
一
項

の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
条
第
三
項
並
び
に
同
法
第
三
十
二
条
、
第
三
十
六
条
第

一
項
、
第
四
十
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
第
一

項
、
第
四
十
六
条
、
第
七
十
条
第
四
項
及
び
第
九
十
三
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
条
第
一
項
の
改
正
規

定（「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
条
第
三
項
並
び
に
同
法
第
百
一
条
第
一
項
、
第
百

十
八
条
第
一
項
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
二
十
三
条
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
二
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の

四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
二
十
四
条
の
五
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
の
六
、
第
百
二
十
四
条
の
七
並
び
に
第

百
二
十
四
条
の
九
の
改
正
規
定
、
同
法
第
五
章
の
章
名
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
三
十
九
条
の
見
出
し
、
同

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
同
法
第
百
四
十
条
、
第
百
四
十
一
条
第
一
項
、
第
百
四
十
二
条
か
ら
第
百
四
十
六
条
ま

で
、
第
百
四
十
七
条
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
四
十
八
条
、
第
百
四
十
九
条
、
第
百
五
十

一
条
、
第
百
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
五
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
百
五
十
四
条
並
び
に
第

百
六
十
五
条
の
二
の
見
出
し
、
同
条
第
一
項
並
び
に
同
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
及
び
第
百
七
十
条
第
一
項
の
改

正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
三
条
第
三
項
、
第
六
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二
（
見
出
し
を
含

む
。）及
び
第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法

第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
改
正
規
定
（
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
条
第
十
一
項
の
改
正

規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
十

一
第
一
項
の
改
正
規
定（「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、

同
法
第
百
十
八
条
の
十
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定（「
支
払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。）、
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
百
二
十
六
条
、
第
百
四
十
八
条
第
二
項
、
第
百
五
十
条
第

一
項
、
第
百
五
十
五
条
、
第
百
五
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
百
五
十
七
条
第
一
項
、
第
百
五
十
八
条

並
び
に
第
百
五
十
九
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
章
の
章
名
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
六
十
条
の
見

出
し
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
同
法
第
百
六
十
一
条
、
第
百
六
十
二
条
第
一
項
、
第
百
六
十
三
条
か
ら

第
百
六
十
七
条
ま
で
、
第
百
六
十
八
条
第
一
項
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
、
第
百
六
十
九
条
、
第
百
七
十

条
、
第
百
七
十
一
条
、
第
百
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
七
十
三
条
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
百
七
十

四
条
、
第
二
百
七
条
第
二
項
並
び
に
第
二
百
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
中
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
二
十

第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
十
五
条
の
規
定
（
同
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第

十
七
条
中
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
条
の

改
正
規
定
、
第
十
九
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
九

第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
十
三
、
第
三
十
六
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三
十
六
条
の
十
八
、
第
三
十
六

条
の
十
九
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
二
十
第
一
項
、
第
三
十
六
条
の
二
十
一
、
第
三
十
六
条
の

二
十
三
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の
二
十
五
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
三
十
六
条
の
二
十
六
第
一
項
、
第
三
十
六
条

の
二
十
七
か
ら
第
三
十
六
条
の
三
十
一
ま
で
、
第
三
十
六
条
の
三
十
二
第
一
項
、
第
五
項
、第
六
項
及
び
第
八
項
、

第
三
十
六
条
の
三
十
三
、
第
三
十
六
条
の
三
十
四
、
第
三
十
六
条
の
三
十
六
、
第
三
十
六
条
の
三
十
七
第
一
項
及

び
第
三
項
、
第
三
十
六
条
の
三
十
八
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
三
十
六
条
の
三
十
九
、
第
四
十
条
第
五
項
及
び
第

六
項
、
第
五
十
六
条
の
四
十
八
（
見
出
し
を
含
む
。）、
第
五
十
六
条
の
四
十
九
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
五
十
六

条
の
五
十
第
二
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
並
び
に
第
八
十
二
条
の
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
中
障
害
者
の
日
常
生

活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
七
十
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十

三
条
中
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
五

条
の
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
二
十
七
条
中
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法

律
第
二
十
五
条
第
三
項
の
改
正
規
定
及
び
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定（「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医

療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
第
二
十
八
条
中
医
療
分
野
の
研
究
開
発

に
資
す
る
た
め
の
匿
名
加
工
医
療
情
報
及
び
仮
名
加
工
医
療
情
報
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
第
四
項
の
改
正
規

定（「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
三
十
六
条
の
二
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。）及
び
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま

で
の
改
正
規
定
並
び
に
第
二
十
九
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第

二
十
五
条
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
二
条
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）及
び
第
三
十
三

条
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）の
規
定
、
附
則
第
三
十
五
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十

八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
四
十
七
条
の
三
（
見
出
し
を

含
む
。）の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、附
則
第
三
十
八
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法（
昭

和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
十
四
条
の
二
（
見
出

し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
附
則
第
三
十
九
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
及
び
同
法
第
百
四
十
四
条

の
三
十
三
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
附
則
第
四
十
条
の
規
定
、

附
則
第
四
十
一
条
中
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
（
第
一
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に

附
則
第
四
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
、
第
五
十
四
条
並
び
に
第
五

十
六
条
か
ら
第
五
十
八
条
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政

令
で
定
め
る
日





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

六

第
二
条
中
医
療
法
第
六
条
の
十
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
七
条
第
一
項
、第
十
七
条
、

第
十
八
条
及
び
第
二
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規
定
、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
第
二
百
五
条
の
四
第
二
項
の

改
正
規
定（「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同

し
て
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
第
八
条
中
船
員
保
険
法
第
百
五
十
三
条
の
十
第
二
項
の
改
正
規
定（「
そ
の
他

の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
部

分
に
限
る
。）、
第
九
条
中
国
民
健
康
保
険
法
第
百
十
三
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定（「
そ
の
他
の
」
を「
に
係
る
」

に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
第
十

一
条
中
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
六
十
五
条
の
二
第
二
項
の
改
正
規
定
、
第
十
二
条
中
介
護
保

険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
一
項
の
改
正
規
定（「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、「
定
め
る
も
の
」
の

下
に
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）、
第
十
四
条
中
児
童
福
祉
法
第
十
九
条

の
三
第
九
項
及
び
第
十
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
九
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
九
条
の
二

十
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
十
七
第
一
項
、
第

二
十
一
条
の
五
の
二
十
九
第
一
項
、
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
、
第
二
十
四
条
の
二
十
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条

の
二
十
一
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
五
十
六
条
の
六
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
十
五
条
中
予
防
接

種
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定（「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
第
十
六
条
の
規
定
、
第
十
七
条
の
規
定
（
前
号

に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
十
九
条
中
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法

律
第
三
十
七
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
九
項
及
び
第
十
一
項
、

第
四
十
四
条
の
三
の
二
第
二
項
並
び
に
第
五
十
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
三
条
の
四
の
次
に
二

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
六
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
中
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
五
十
八
条
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と

し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
る
改
正
規
定
、
同
条
第
二
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正

規
定
、
同
法
第
七
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
一

項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び
第
七
十
三
条
第
一
項
の
改
正
規
定
並
び
に

同
法
第
百
五
条
の
二
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
三
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除

く
。）、
第
二
十
四
条
の
規
定
、
第
二
十
五
条
中
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特

別
措
置
法
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
改
正
規
定（「
支
払
基
金
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
改
正
規
定
、

同
条
第
二
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
二
十
六
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
第
二
十
七
条
中
難
病
の
患
者
に

対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
の
目
次
の
改
正
規
定（「
第
三
十
二
条
」
を
「
第
三
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。）、
同
法
第
七
条
第
六
項
の
改
正
規
定
、
同
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
七
項
の

改
正
規
定
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第
六
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第

二
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
第
四
項
の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）及
び
同
法
第

七
章
中
第
三
十
二
条
の
前
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
第
三
十
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
二
十
六
条
の
規

定
、
附
則
第
三
十
二
条
中
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
十
条
の
四
第
二
項
の
改
正

規
定（「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
る
部

分
を
除
く
。）、
附
則
第
三
十
三
条
中
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
六

十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
四
項
の
改
正
規
定（「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療

報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
附
則
第
三
十
五
条
中
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
七

条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定（「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。）、
附
則
第
三
十
八
条
中
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
十
四
条
の
二
第
二
項

の
改
正
規
定（「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
改

め
る
部
分
を
除
く
。）、
附
則
第
三
十
九
条
中
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
三
第
二
項
の
改

正
規
定（「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
る

部
分
を
除
く
。）並
び
に
附
則
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

公
布
の
日
か
ら

起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

七

第
二
条
中
医
療
法
第
三
十
条
の
十
三
第
一
項
の
改
正
規
定（「
病
院
又
は
診
療
所
で
あ
つ
て
療
養
病
床
又
は
」
を

「
病
院
で
あ
つ
て
感
染
症
病
床
及
び
結
核
病
床
以
外
の
病
床
を
有
す
る
も
の
又
は
診
療
所
で
あ
つ
て
療
養
病
床
若

し
く
は
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）
令
和
九
年
十
月
一
日

八

第
三
条
並
び
に
附
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定

令
和
十
年
四
月
一
日

九

第
六
条
の
規
定
（
同
条
中
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第

二
項
第
四
号
の
改
正
規
定（「
医
療
法
」
を「
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想（
以

下
「
地
域
医
療
構
想
」
と
い
う
。）及
び
同
法
」
に
、「
）
及
び
」
を
「
）
並
び
に
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同

法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
七
条
の
二
及
び
第
七
条
の
三
を
削
る
改
正
規

定
を
除
く
。）、
第
七
条
中
健
康
保
険
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
七
条
の
二
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
三
項

及
び
第
百
五
十
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
十
の
改
正
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規

定
を
除
く
。）、
第
六
章
中
同
条
を
第
百
五
十
条
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
九
の
改
正
規
定

（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
条
を
同
法
第
百
五
十
条
の
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十

条
の
八
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
五
十
条
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
七
第
一
項
の

改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
百
五
十
条
の
十
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
五
十
条
の
六
の
次
に
三
条
を
加
え
る

改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
五
十
一
条
、
第
百
五
十
三
条
、
第
百
五
十
四
条
第
一
項
、
第
百
五
十
五
条
第
一
項
、

第
百
六
十
条
第
三
項
及
び
第
十
四
項
、
第
百
七
十
三
条
第
一
項
、
第
百
七
十
六
条
、
第
二
百
七
条
の
三
並
び
に
第

二
百
十
三
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
第
四
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
八
条
中
船

員
保
険
法
第
百
十
二
条
第
二
項
、
第
百
十
四
条
第
一
項
及
び
第
百
二
十
一
条
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附

則
第
七
条
の
改
正
規
定
、
第
九
条
中
国
民
健
康
保
険
法
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
一
項
、
第
七
十
三
条
第
一
項

及
び
第
二
項
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
五
条
の
七
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
八
十
一

条
の
二
第
十
項
の
改
正
規
定
、
第
十
条
の
規
定
（
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
十
一
条
中
高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
六
条
の
八
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
十
六

条
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
六
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
十
六
条
の
十
と
す
る

改
正
規
定
、
同
法
第
十
六
条
の
六
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定（「
の
規
定
に

よ
る
利
用
又
は
」
を
「
並
び
に
第
十
六
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
及
び
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。）、
同
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定（「
前
条
」
を
「
前
条

第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
第
一
項
、第
三
項
、

第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
三
項
、
第
七
十
二
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
並

び
に
第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
改

正
規
定
を
除
く
。）、
同
条
第
二
項
並
び
に
同
法
第
百
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
百
十
六
条
第
二
項
、
第
百
二

十
条
第
一
項
、
第
百
三
十
四
条
第
三
項
、
第
百
三
十
七
条
第
三
項
、
第
百
五
十
二
条
第
二
項
並
び
に
第
百
六
十
一

条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
六
十
七
条
の
二
及
び
第
百
六
十
八
条
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
十

二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
改
正
規
定（「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第
百
十
八
条
の
十

一
」
を
「
第
百
十
八
条
の
十
三
及
び
第
百
十
八
条
の
十
四
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
第
百
十
八
条
の
三

第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
十
一
の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
条
を

同
法
第
百
十
八
条
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
十
の
改
正
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定

を
除
く
。）、
同
条
を
同
法
第
百
十
八
条
の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
九
の
改
正
規
定
、
同
条

を
同
法
第
百
十
八
条
の
十
二
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
八
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第

百
十
八
条
の
十
一
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
八
条
の
七
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第

二
百
五
条
の
三
及
び
第
二
百
六
条
の
二
の
改
正
規
定
、
第
十
四
条
の
規
定
（
同
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規

定
を
除
く
。）、
第
十
五
条
中
予
防
接
種
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
八
条
の
次
に
三
条
を

加
え
る
改
正
規
定
、同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
三
十
条
の
改
正
規
定
、同
法
第
三
十
一
条
の
改
正
規
定（「
又

は
提
供
」
を
「
及
び
提
供
並
び
に
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
仮
名
予
防
接
種
等
関
連


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情
報
の
利
用
及
び
提
供
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
三
十
二
条
第

一
項
の
改
正
規
定（「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、同
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、

同
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
四
十
三
条
第
一
号
の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
四
十
八
条
及
び
第
五
十
九
条
の

改
正
規
定
、
第
二
十
条
の
規
定
、
第
二
十
二
条
中
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た

め
の
法
律
第
八
十
九
条
の
二
の
三
第
一
項
及
び
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九

条
の
二
の
十
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二

の
十
三
と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
九
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
二

と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
八
第
一
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
十
一

と
す
る
改
正
規
定
、
同
法
第
八
十
九
条
の
二
の
七
の
次
に
三
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
百
九
条
の
二

及
び
第
百
九
条
の
三
の
改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
の
規
定
、
第
二
十
七
条
の
規
定
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
第
二
十
八
条
の
規
定
（
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）並
び
に
附
則
第
十

一
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
二
十
七
条
及
び
第
二
十
九
条
の
規
定
、
附
則
第
三
十
五
条
（
同
号
及
び
第
六

号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
第
三
十
八
条
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）及
び
第

三
十
九
条
（
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）の
規
定
、
附
則
第
四
十
三
条
、
第
四
十
六
条
、

第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
二
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
五
十
九
条
の
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

第
四
条

第
一
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
三
十
条

の
十
八
の
六
第
三
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
日

以
降
に
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
診
療
所
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条

都
道
府
県
又
は
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
附
則
第
十
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
第
六
条
の
規
定
（
附
則
第

一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の

促
進
に
関
す
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。）の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
そ
の
他
の

行
為
に
つ
い
て
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
第
九
号
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
お
い
て
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
い
う
。）（
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の

施
行
の
日
（
以
下
「
第
五
号
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
あ
っ
て
は
、医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
。

附
則
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
第
九
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
六
条
の
規
定
（
附
則
第

一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の

促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
保
険
医
療
機
関
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項

第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
管
理
者
で
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

第
七
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
次
条
及
び
附
則
第
九
条
に
お
い
て
同
じ
。）に

よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

か
ら
起
算
し
て
三
年
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
（
当
該
者
が
引
き
続
き
当
該
保
険
医
療
機
関
の
管
理
者
で
あ
る
間
に

限
る
。）は
、
適
用
し
な
い
。

十

第
二
十
一
条
の
規
定
並
び
に
附
則
第
四
十
四
条
の
規
定
及
び
附
則
第
五
十
九
条
中
厚
生
労
働
省
設
置
法
（
平
成

十
一
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
八
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
四
年
を
超
え
な
い

範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
検
討
）

第
二
条

政
府
は
、
第
一
条
の
規
定
（
前
条
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
第
三
十
条
の
十
八

の
六
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
区
域
に
お
い
て
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
診
療
所
（
同
法
第
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定

す
る
診
療
所
の
う
ち
、
医
業
を
行
う
場
所
で
あ
っ
て
患
者
を
入
院
さ
せ
る
た
め
の
施
設
を
有
し
な
い
も
の
に
限
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
数
が
廃
止
さ
れ
た
診
療
所
の
数
を
超
え
る
区
域
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
区
域
に

お
け
る
新
た
な
診
療
所
の
開
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

２

政
府
は
、
都
道
府
県
が
医
師
手
当
事
業
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総

合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
十
条
の
二
の
医
師
手
当
事
業
を
い
う
。）を
行
う
に
当
た
り
、
保
険
者
協
議
会

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
七
条
の
二
第
一
項
の
保
険
者
協
議
会
を
い
う
。）そ
の
他
の
医
療

保
険
者
等
（
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る

法
律
第
十
条
の
五
第
一
項
の
医
療
保
険
者
等
を
い
う
。）が
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
の
構
築
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
各
法
律
」
と
い
う
。）の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
改
正
後
の
各
法
律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要

の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
速
や
か
に
、
介
護
又
は
障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
者
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
」
と
い
う
。）の
賃
金
が
他
の
業
種
に
属
す
る
事
業
に
従
事
す
る
者
と
比

較
し
て
低
い
水
準
に
あ
る
こ
と
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
が
従
事
す
る
業
務
が
身
体
的
及
び
精
神
的
な
負
担
の
大

き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、介
護
又
は
障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
優
れ
た
人
材
の
確
保
が
要
介
護
者
等（
介

護
保
険
法
第
七
条
第
五
項
の
要
介
護
者
等
を
い
う
。）並
び
に
障
害
者
及
び
障
害
児
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向

上
に
資
す
る
こ
と
等
に
鑑
み
、
現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
を
含
む
国
民
負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
介
護
・
障
害
福
祉

従
事
者
の
人
材
の
確
保
を
図
る
た
め
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
適
切
な
処
遇
の
確
保
に
つ
い
て
、
そ
の
処
遇
の

状
況
等
を
踏
ま
え
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
機
動
的
に
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
医
療
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に
第
二
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
六
号
及
び
第

七
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
旧
医
療
法
」
と
い
う
。）第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
旧
医
療
法
第
三
十
条
の
六

の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
た
医
療
計
画
（
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
計
画
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
施
行
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
医
療
計
画
が
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
新
医
療
法
」
と
い
う
。）第
三
十
条
の
六
の
規

定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、又
は
医
療
計
画
が
新
医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

新
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ
れ
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
）
は
、
新

医
療
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
又
は
新
医
療
法
第
三
十
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
変
更
さ

れ
た
医
療
計
画
及
び
新
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
域
医
療
構
想
（
同
項
に

規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
八
号
施
行
日
」
と
い
う
。）前
に

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
域
医
療
構
想

は
、
第
八
号
施
行
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
地
域
医
療
構
想
が
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
医
療
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
三
条
改
正
後
医
療
法
」
と
い
う
。）第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
）
は
、
第
三
条
改
正
後
医
療
法
第
三

十
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
地
域
医
療
構
想
と
み
な
す
。

３

新
医
療
法
第
七
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
及
び
第
七
条
の
四
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
新
医
療

法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。

４

第
三
条
改
正
後
医
療
法
第
七
条
の
二
か
ら
第
七
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
条
改
正
後

医
療
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
地
域
医
療
構
想
（
精
神
病
床

に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
第
八
条

附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
医
療
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
臨
床
研
修
等
修

了
医
師
又
は
臨
床
研
修
等
修
了
歯
科
医
師
で
あ
る
者
（
前
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。）に
つ
い
て
の
第

七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
中

「
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
の
修
了
後
に
保

険
医
療
機
関
（
病
院
に
限
る
。）に
お
い
て
保
険
医
と
し
て
三
年
以
上
診
療
に
従
事
し
た
経
験
又
は
歯
科
医
師
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨
床
研
修
の
修
了
後
に
保
険
医
療
機
関
に

お
い
て
保
険
医
と
し
て
三
年
以
上
診
療
」
と
あ
る
の
は
、「
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
保
険
医
と
し
て
三
年
以
上
診
療

そ
の
他
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務
」
と
す
る
。

第
九
条

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
七
十
条
の
二
の
厚
生
労
働
省
令
を
定

め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
七
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
健
康
保
険
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
諮
問
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
健
康
増
進
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
四
条

支
払
基
金
及
び
連
合
会
は
、
附
則
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
第
二
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
健
康
増
進
法
第
六
十
七
条
の
二
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。）並
び
に
同
法
第
六
十
七
条
の
十
二
第
一
号
及
び
第
三
号
（
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務

に
附
帯
す
る
業
務
に
限
る
。）に
規
定
す
る
業
務
の
実
施
に
必
要
な
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
五
条

第
九
号
施
行
日
前
に
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
第
九
号
改
正
前
が
ん
登
録
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
匿
名
化
が
行
わ
れ
た
全
国
が
ん
登
録
情
報

（
第
九
号
改
正
前
が
ん
登
録
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
全
国
が
ん
登
録
情
報
を
い
う
。）又
は
都
道
府
県
が
ん
情

報
（
第
九
号
改
正
前
が
ん
登
録
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
が
ん
情
報
を
い
う
。）は
、
第
二
十
六
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
第
九
号
改
正
後
が
ん
登
録
法
」
と
い
う
。）第

二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
匿
名
全
国
が
ん
登
録
情
報
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
匿
名
都
道
府
県
が
ん
情
報
と

み
な
す
。

第
十
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
九
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
第
九
号
改
正
後
が
ん
登
録
法
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
権
限
及
び
事
務
を
行
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る

者
に
、
第
九
号
改
正
後
が
ん
登
録
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
及
び
整
理
に
係
る
権
限
及
び
事
務
を
行
わ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
九
号
改
正
後
が
ん
登
録
法
第
二
条
第
九
項
及
び
第
十
三
項
、第
二
十
一
条
第
三
項
第
三
号
、

第
四
項
第
二
号
、
第
十
二
項
第
三
号
、第
十
三
項
第
二
号
及
び
第
十
七
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
条
の
二
第
一
項（
同

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
厚
生
労
働
省
令
の
制
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
九
号
施
行

日
前
に
お
い
て
も
、
第
九
号
改
正
前
が
ん
登
録
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
に
意
見
を
聴
く
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
た
意
見
の
聴
取
は
、
第
九
号
施
行

日
以
後
は
、
第
九
号
改
正
後
が
ん
登
録
法
第
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
審
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
と
み

な
す
。

第
十
七
条

第
九
号
施
行
日
前
に
さ
れ
た
第
九
号
改
正
前
が
ん
登
録
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
か

ら
第
四
項
ま
で
、
第
八
項
若
し
く
は
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
は
、
第
九
号
施
行
日
以
後
に
お
け
る
第
九
号
改
正

後
が
ん
登
録
法
第
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
求
め
と
み
な
す
。

（
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
八
条

支
払
基
金
は
、
第
五
号
施
行
日
ま
で
に
、
そ
の
定
款
を
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
（
以
下
「
機
構
法
」
と
い
う
。）第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
す
る
よ
う
に
変

更
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
の
効
力
は
、
第
五
号
施

行
日
か
ら
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条

第
五
号
施
行
日
に
お
い
て
現
に
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る

者
に
つ
い
て
は
、
機
構
法
第
六
条
の
規
定
は
、
第
五
号
施
行
日
以
後
六
月
間
は
、
適
用
し
な
い
。

第
二
十
条

支
払
基
金
は
、
第
五
号
施
行
日
ま
で
に
、
機
構
法
第
八
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
の
規
定

の
例
に
よ
り
、
候
補
者
の
推
薦
を
求
め
、
運
営
会
議
の
委
員
を
選
任
し
、
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
認
可
の
効
力
は
、
第
五
号
施
行
日
か
ら
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
条

市
町
村
又
は
国
民
健
康
保
険
組
合
は
、第
九
条
の
規
定（
附
則
第
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）

に
よ
る
改
正
後
の
国
民
健
康
保
険
法
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。）の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
又
は
規
約
の

制
定
又
は
改
正
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
第
九
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）

の
規
定
は
、
第
九
号
施
行
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
年
度
」
と
い
う
。）の
翌
年
度
（
第
九

号
施
行
日
が
年
度
の
初
日
に
当
た
る
場
合
は
、
施
行
年
度
）以
後
の
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
年
度
（
第
九
号
施
行
日
が
年
度
の
初
日
に
当
た
る
場
合
は
、
施
行
年
度
の
前
年
度
）
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険

税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
二
条

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
は
、
第
十

一
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関

す
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。）の
施
行
の
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
改
正
そ
の
他
の
行
為
に
つ

い
て
は
、
第
九
号
施
行
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
三
条

支
払
基
金
及
び
国
民
健
康
保
険
法
第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
次
条

に
お
い
て
「
連
合
会
」
と
い
う
。）は
、
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下「
第
六
号
施
行
日
」

と
い
う
。）前
に
お
い
て
も
、
第
十
四
条
の
規
定
（
同
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉

法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
第
六
号
改
正
後
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。）第
十
九
条
の
二
十
の
二
第
一
項
（
第
六
号

改
正
後
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に

規
定
す
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
母
子
保
健
法
第
八
条
の
三
第
一
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）に
規
定
す
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理

又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
、第
十
七
条
の
規
定（
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）

に
よ
る
改
正
後
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の

収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
、
第
十
九
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ

る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
六

十
三
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
、
第
二

十
二
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
第
百
五
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又

は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
、第
二
十
三
条
の
規
定（
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）

に
よ
る
改
正
後
の
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
の
収
集
若
し

く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
、
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
水
俣
病
被
害
者
の
救

済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理

又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
、
第
二
十
五
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限

る
。）に
よ
る
改
正
後
の
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
七
条
第
三

項
及
び
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
並

び
に
第
二
十
七
条
の
規
定
（
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。）に
よ
る
改
正
後
の
難
病
の
患
者
に

対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し

く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
の
実
施
に
必
要
な
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。





（
母
子
保
健
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
二
十
六
条

第
六
号
施
行
日
が
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
で

あ
る
場
合
に
は
、
第
十
六
条
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
母
子
保
健
法
の
改
正
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
同
法
第
八
条
の
三
第
三
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
二
条
の

二
第
一
号
の
改
正
規
定
及
び
第
二
十
二
条
の
十
四
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

第
八
条
の
三
の
見

出
し
及
び
同
条
第

一
項
の
改
正
規
定

第
八
条
の
三
の
見
出
し
中
「
及
び
」
を

「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第

十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一

項
の
健
康
診
査
（
次
項
に
お
い
て
「
健
康

診
査
」
と
い
う
。）又
は
第
十
七
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
産
後
ケ
ア
事
業
（
次
項

に
お
い
て
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
と
い
う
。）

の
対
象
者
」
を「
次
に
掲
げ
る
者
」に
、「
及

び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

各
号
を
加
え
る
。

目
次
中
「
第
八
条
の
三
」
を
「
第
八
条
の

四
」
に
改
め
る
。

一

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十

三
条
第
一
項
の
健
康
診
査
（
次
項
に

お
い
て
「
健
康
診
査
」
と
い
う
。）又

は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す

る
産
後
ケ
ア
事
業
（
次
項
に
お
い
て

「
産
後
ケ
ア
事
業
」
と
い
う
。）の
対

象
者

第
一
章
中
第
八
条
の
三
を
第
八
条
の
四
と

し
、
第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。

二

第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
養

育
医
療
の
給
付
の
対
象
者
又
は
対
象

者
で
あ
つ
た
者

（
機
構
又
は
連
合
会
へ
の
事
務
の
委
託
）

第
八
条
の
三

市
町
村
は
、
第
二
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
養
育
医
療
の
給
付
の
対
象

者
又
は
対
象
者
で
あ
つ
た
者
に
係
る
情
報

の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く

は
提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部

を
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十

九
号
）
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報

酬
審
査
支
払
機
構
又
は
国
民
健
康
保
険
法

（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）

第
四
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

市
町
村
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
務

を
委
託
す
る
場
合
は
、
同
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
事
務
を
委
託
す
る
他
の
市
町
村
、

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報
２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
十
四
条
の
う
ち
、
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
九
項
の
次
に
二
項
を
加
え
る
改

正
規
定
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」

と
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
、「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第
百
十
八
条
の
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
八
条
の
十
三
及

び
第
百
十
八
条
の
十
四
」
と
、「
支
払
基
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
等
」
と
、「
そ
の
他
の
」
と
あ
る
の
は「
に
係
る
」

と
、「
定
め
る
も
の
と
」
と
あ
る
の
は
「
定
め
る
も
の
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と
」
と
、
同
法
第
百
十
八

条
の
十
の
改
正
規
定
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支

払
機
構
法
」
と
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報

酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
、「
支
払
基
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
等
」
と
、
同
法
第
百
六
十
条
第
一
項

の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
支
払
基
金
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
」
と
あ
る
の
は

「
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
八
条
」
と
、
同
法
第
百
六
十
五
条
に
一
項
を
加
え

る
改
正
規
定
中
「
支
払
基
金
が
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
が
」
と
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
二
十
四
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
三
十
三
条
第
一
項
」
と
、
同
法
第
百
六
十

六
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
支
払
基
金
が
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
が
」
と
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基

金
法
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
三
十
四
条
第
一
項
」

と
す
る
。

３

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
が
第
六
号
施
行
日
前
で
あ
る
と
き
は
、

同
法
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
第
六
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
同
法
第
十

四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
」
と
、「
定
め
る
も
の
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は

「
定
め
る
も
の
」
と
す
る
。

４

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
第
九
号
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
同
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
百
十
八
条
の
十
三
及
び
第
百
十
八
条
の
十
四
」
と
あ
る
の
は
、「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第

百
十
八
条
の
十
一
」
と
す
る
。

第
二
十
一
条

附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
支
払
基
金
の
理
事
長
、
理
事
（
次
項

に
規
定
す
る
理
事
を
除
く
。）又
は
監
事
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
五
号
施
行
日
に
機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
そ
の
選
任
に
つ
い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
理
事
長
、
理
事
又
は
監
事
と
み
な
す
。

２

附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
支
払
基
金
の
理
事
の
う
ち
、
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
所
属
団
体
が
推

薦
し
た
者
で
あ
る
理
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
五
号
施
行
日
に
機
構
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
選
任
に
つ

い
て
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
審
査
支
払
運
営
委
員
と
み
な
す
。

第
二
十
二
条

第
五
号
施
行
日
以
後
最
初
の
事
業
年
度
の
機
構
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
年
度
計
画
に
つ
い
て
は
、
同

条
中
「
毎
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
」
と
あ
る
の
は
、「
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
最
初
の
中
期
計
画

に
つ
い
て
前
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
、
そ
の
」
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条

附
則
第
一
条
第
五
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
四
条

附
則
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
二
十
五
条

第
五
号
施
行
日
が
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
で

あ
る
場
合
に
は
、
第
十
二
条
の
う
ち
、
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
の
十
の
改
正
規
定
中
「
及
び
」
に
」
と
あ
る
の
は

「
及
び
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
社

会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以
下
「
機

構
」
に
」
と
し
、
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
の
改
正
規
定
、
第
百
六
十
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部

分
に
限
る
。）、
第
百
六
十
五
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
百
六
十
六
条
の
改
正
規

定
（
同
条
第
四
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。）は
適
用
せ
ず
、
附
則
第
一
条
第
五
号
中
「
同
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第

十
項
の
改
正
規
定
（
第
九
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）、
同
条
第
十
一
項
の
改
正
規
定
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正

規
定
を
除
く
。）、
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
」と
、「
同
法
第
百
十
八
条
の
十（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定（「
支

払
基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
百
十
八
条
の
十
（
見
出
し
を
含
む
。）の
改
正
規
定（「
支
払

基
金
等
」
を
「
機
構
等
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
（
以
下
「
機
構
」
に
」
と
、
同
条
第
六
号
中
「
第
十
二
条
中
介
護
保
険
法
第
百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
一
項
の
改

正
規
定（「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
改
め
、「
定
め
る
も
の
」
の
下
に
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
」

を
加
え
る
部
分
に
限
る
。）、
第
十
四
条
中
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
四
条
中
」
と
、
同
条
第
九
号
中
「
介
護
保
険
法
第

百
十
五
条
の
四
十
七
第
十
項
の
改
正
規
定（「
第
百
十
八
条
の
十
及
び
第
百
十
八
条
の
十
一
」
を
「
第
百
十
八
条
の
十

三
及
び
第
百
十
八
条
の
十
四
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）、
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
保
険
法
」
と
す
る
。





医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
法
第
一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
当
該

事
務
以
外
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
医
療
に

関
す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ

つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
介

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護
保
険
を

行
う
市
町
村
及
び
特
別
区
そ
の
他
内
閣
府

令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も

の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
附
則
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た

め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
母

子
保
健
法
の
改
正
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

目
次
の
改
正
規
定

目
次
中
「
第
八
条
の
三
」
を
「
第
八
条
の

四
」
に
、

目
次
中

第
一
章
中
第
八
条

の
三
を
第
八
条
の

四
と
し
、
第
八
条

の
二
の
次
に
一
条

を
加
え
る
改
正
規

定

第
一
章
中
第
八
条
の
三
を
第
八
条
の
四

と
し
、
第
八
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

第
八
条
の
三
第
一
項
中
「
第
二
十
条
第
一

項
に
規
定
す
る
養
育
医
療
の
給
付
の
対
象
者

又
は
対
象
者
で
あ
つ
た
者
」
を
「
次
に
掲
げ

る
者
」
に
改
め
、「
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・

診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
の
下
に「（
以
下

「
機
構
」
と
い
う
。）」
を
、「
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
」
の
下
に「（
以
下
「
連
合
会
」

と
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
各
号
を

加
え
る
。

（
機
構
及
び
連
合
会
へ
の
事
務
の
委

託
）

一

第
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
十
三

条
第
一
項
の
健
康
診
査
（
次
項
に
お
い

て
「
健
康
診
査
」
と
い
う
。）又
は
第
十

七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
産
後
ケ

ア
事
業
（
次
項
に
お
い
て
「
産
後
ケ
ア

事
業
」
と
い
う
。）の
対
象
者

第
八
条
の
三

市
町
村
は
、
第
十
二
条
第

一
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第
一
項
の
健

康
診
査
（
次
項
に
お
い
て「
健
康
診
査
」

と
い
う
。）又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
産
後
ケ
ア
事
業
（
次
項
に

お
い
て
「
産
後
ケ
ア
事
業
」
と
い
う
。）

の
対
象
者
に
係
る
情
報
の
収
集
若
し
く

は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関

す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
医
療
情

報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
（
以
下「
機
構
」と
い
う
。）

及
び
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
四
十
五
条

第
五
項
に
規
定
す
る
国
民
健
康
保
険
団

体
連
合
会
（
以
下「
連
合
会
」と
い
う
。）

に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
は
、
健
康
診
査
又
は
産
後
ケ

ア
事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
委
託

し
た
者
に
対
す
る
当
該
事
務
の
処
理
に

要
す
る
費
用
の
支
払
に
関
す
る
事
務
の

全
部
又
は
一
部
を
連
合
会
に
委
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

二

第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
養
育

医
療
の
給
付
の
対
象
者
又
は
対
象
者
で

あ
つ
た
者

同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

市
町
村
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

事
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
他
の
市
町

村
と
共
同
し
て
委
託
す
る
も
の
と
す

る
。

２

市
町
村
は
、
健
康
診
査
又
は
産
後
ケ
ア

事
業
の
実
施
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た

者
に
対
す
る
当
該
事
務
の
処
理
に
要
す
る

費
用
の
支
払
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は

一
部
を
連
合
会
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

市
町
村
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
委
託
す
る
場
合

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
共
同
し
て

委
託
す
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

事
務

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務

を
委
託
す
る
他
の
市
町
村

二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る

事
務

同
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務

を
委
託
す
る
他
の
市
町
村
、
医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第

一
条
に
規
定
す
る
保
険
者
、
当
該
事
務

以
外
の
法
令
の
規
定
に
よ
る
医
療
に
関

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
七
条

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
百
四
条
第
二
項
中
「
産
業
教
育
手
当
」
の
下
に
「
、
特
定
医
師
手
当
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）

の
項
中
「
第
十
二
条
第
八
項
」
を
「
第
十
二
条
第
九
項
」
に
、「
同
条
第
九
項
」
を
「
同
条
第
十
項
」
に
改
め
、
同
表

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介

護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年

法
律
第
六
十
四
号
）

第
十
条
の
十
第
四
項
、
第
十
条
の
十
三
及
び
第
三
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

第
四
章
を
第
六
章

と
し
、
第
三
章
の

次
に
二
章
を
加
え

る
改
正
規
定
中
第

二
十
二
条
の
二
第

一
号
に
係
る
部
分

の
規
定

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定

第
四
章
を
第
六
章

と
し
、
第
三
章
の

次
に
二
章
を
加
え

る
改
正
規
定
中
第

二
十
二
条
の
十
四

第
一
号
に
係
る
部

分

及
び

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び

す
る
給
付
に
係
る
事
務
を
行
う
者
で
あ

つ
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
介
護

保
険
を
行
う
市
町
村
及
び
特
別
区
そ
の

他
内
閣
府
令
で
定
め
る
者

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
地
域
保
健
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
八
条

地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
四
号
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
二
項
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

第
二
十
九
条

地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
十
二
号
中
「
支
給
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
の
納
付
」
を
加
え
、
同
条
第
十
六
号
中
「
後
期
高

齢
者
支
援
金
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
」
を
加
え
る
。

（
社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
条

社
会
保
険
医
療
協
議
会
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
三
項
」
の
下
に
「
、
第
七
十
条
の
二
」
を
加
え
る
。

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
一
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

一

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
の
九

（
見
出
し
を
含
む
。）

二

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
十
五
（
見
出
し
を
含
む
。）

三

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
第
一
号





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
生
活
保
護
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
二
条

生
活
保
護
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
三
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

法
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
の
二
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報

酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
又
は
」
に
改
め
る
。

第
八
十
条
の
四
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支

払
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
法
」
に
、「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
と

共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

（
防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条

防
衛
省
の
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
又
は
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
又
は
」に
改
め
、

同
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」に
、「
そ

の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
防
衛
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

（
離
島
振
興
法
等
の
一
部
改
正
）

第
三
十
四
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中「（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）」の
下
に
「
第
三
十
条
の
三
の
三
第

一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
及
び
同
法
」
を
加
え
る
。

一

離
島
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
条
第
八
項

二

奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
一
条
第
八
項

三

小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
三
項

四

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
二
十
条
第
七
項

（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
五
条

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
表
第
百
二
十
六
条
の
五
第
二
項
の
項
及
び
附
則
第
十
二
条
第
六
項
の
項
中
「
規
定
す
る
」
の
下
に

「
医
師
手
当
拠
出
金
等
及
び
」
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
が
」
に
改
め

る
。第

四
十
七
条
の
三
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支

払
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
に
よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」

を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」に
、「
そ

の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」に
改
め
る
。

（
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
六
条

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
五
条
の
五
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
を
行
う
た
め
の
施
設
が
医
療
法
第
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療

受
診
施
設
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
七
条

租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
第
十
二
条
の
二
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」に
、「
第
十
二
条
の
六
第
一
項
」

を
「
第
十
三
条
の
五
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
（
第
九
十
九
条
第
一
項

に
お
い
て
「
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
と
い
う
。）、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
を
加
え
る
。

第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
が
」
に
改
め

る
。第

百
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支

払
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
に
よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」

を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」に
、「
そ

の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
改
正
）

第
三
十
九
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
）、
介
護
納
付
金
」
を
「
）、
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
条
の
五
第
三
項
に
規
定
す
る
医
師
手
当
拠
出
金
等（
以
下「
医

師
手
当
拠
出
金
等
」
と
い
う
。）、
介
護
納
付
金
」
に
改
め
、「
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当

拠
出
金
等
」
を
加
え
る
。

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
が
」
に
改
め

る
。第

百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
の
下
に
「
、
医
師
手
当
拠
出
金
等
」
を
加
え
る
。

第
百
四
十
四
条
の
三
十
三
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
等
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬

審
査
支
払
機
構
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
に
よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支

払
基
金
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

法
」
に
、「
そ
の
他
の
」
を
「
に
係
る
」
に
、「
と
共
同
し
て
」
を
「
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
者
と
共
同
し
て
」
に

改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
八
条
第
五
項
中
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
の
下
に
「
、
医
師
手

当
拠
出
金
等
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
十
条
の
三
の
二
中「「
）、
介
護
納
付
金
」
を「「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。）」
に
、「
）
並
び
に

同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金
等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。）、
介
護
納

付
金
」
を
「
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
」
と
い
う
。）並
び
に
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
病
床
転
換
支
援
金

等
（
以
下
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
と
い
う
。）」
に
、「
、
介
護
納
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
」を
「
」
と
あ
る
の
は

「
、
」に
、「
病
床
転
換
支
援
金
等
、
介
護
納
付
金
」
を
「
病
床
転
換
支
援
金
等
」
に
、「
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項

及
び
附
則
第
十
八
条
第
五
項
中
」
を
「
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
及
び
附
則
第
十
八
条
第
五
項
中
」
に
改

め
る
。
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別
表
第
二
の
五
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

広
島
市
又
は
長
崎
市

の
長

一

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
二
条
第

三
項
の
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
、
同
法
第
七
条
の
健
康
診
断
、
同
法
第
三

十
八
条
の
居
宅
生
活
支
援
事
業
若
し
く
は
同
法
第
三
十
九
条
の
養
護
事
業
の

実
施
又
は
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
医
療
特
別
手
当
、
同
法
第
二
十
五
条

第
一
項
の
特
別
手
当
、同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、

同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
健
康
管
理
手
当
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

保
健
手
当
、
同
法
第
三
十
一
条
の
介
護
手
当
若
し
く
は
同
法
第
三
十
二
条
の

葬
祭
料
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

二

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
十
条
第

一
項
の
医
療
の
給
付
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
医
療
費
若
し
く
は
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同

法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
広
島
市
長
又
は
長
崎
市
長
が
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
三
の
六
の
二
の
項
中
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
同
法
第
十
条
第
一
項
の
医
療
の
給
付
又
は
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
医
療
費
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
表
の
二
十
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

二
十
七
の
二

水
俣
病
被

害
者
の
救
済
及
び
水
俣

病
問
題
の
解
決
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
平
成

二
十
一
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
二
条
第
二
項

に
規
定
す
る
関
係
県
の

知
事

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ

る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令

で
定
め
る
も
の

別
表
第
四
の
四
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

広
島
市
又
は
長
崎
市

の
長

一

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
二
条
第

三
項
の
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
、
同
法
第
七
条
の
健
康
診
断
、
同
法
第
三

十
八
条
の
居
宅
生
活
支
援
事
業
若
し
く
は
同
法
第
三
十
九
条
の
養
護
事
業
の

実
施
又
は
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
医
療
特
別
手
当
、
同
法
第
二
十
五
条

第
一
項
の
特
別
手
当
、同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、

同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
健
康
管
理
手
当
、
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の

保
健
手
当
、
同
法
第
三
十
一
条
の
介
護
手
当
若
し
く
は
同
法
第
三
十
二
条
の

葬
祭
料
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

二

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
十
条
第

一
項
の
医
療
の
給
付
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
医
療
費
若
し
く
は
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同

法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
広
島
市
長
又
は
長
崎
市
長
が
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
も
の
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

第
四
十
二
条

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
五
十
七
の
四
十
四
の
項
を
五
十
七
の
四
十
八
の
項
と
し
、
五
十
七
の
三
十
四
の
項
か
ら
五
十
七
の
四

十
三
の
項
ま
で
を
四
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
五
十
七
の
三
十
三
の
項
を
五
十
七
の
三
十
六
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十
七
の
三
十
七

医
療

情
報
基
盤
・
診
療
報
酬

審
査
支
払
機
構
又
は
国

民
健
康
保
険
団
体
連
合

会

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
四
十
三
条
の

二
第
一
項
の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る

事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
中
五
十
七
の
三
十
二
の
項
を
五
十
七
の
三
十
四
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十
七
の
三
十
五

医
療

情
報
基
盤
・
診
療
報
酬

審
査
支
払
機
構
又
は
国

民
健
康
保
険
団
体
連
合

会

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十

号
）
に
よ
る
同
法
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又

は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
中
五
十
七
の
三
十
一
の
項
を
五
十
七
の
三
十
三
の
項
と
し
、
五
十
七
の
三
十
の
項
を
五
十
七
の
三
十
二

の
項
と
し
、
五
十
七
の
二
十
九
の
項
を
五
十
七
の
三
十
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十
七
の
三
十
一

医
療

情
報
基
盤
・
診
療
報
酬

審
査
支
払
機
構
又
は
国

民
健
康
保
険
団
体
連
合

会

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
に
よ
る
同
法
第
六
十
三
条
の
五
第
一
項
各
号
の
情
報
の

収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
中
五
十
七
の
二
十
八
の
項
を
五
十
七
の
二
十
九
の
項
と
し
、
五
十
七
の
二
の
項
か
ら
五
十
七
の
二
十
七

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
五
十
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十
七
の
二

医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
又
は
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
同
法
第
十
九
条

の
二
十
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二
十
四
条
の
二

十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は

利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
中
七
十
一
の
二
十
の
項
を
七
十
一
の
二
十
一
の
項
と
し
、
七
十
一
の
十
四
の
項
か
ら
七
十
一
の
十
九
の

項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
七
十
一
の
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

七
十
一
の
十
四

医
療
情

報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
又
は
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平

成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
よ
る
同
法
第
百
五
条
の
三
第
一
項
の
情
報

の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
の
七
十
三
の
二
の
項
中
「
又
は
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
を
「
若
し
く
は
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
、「
又
は
整
理
」
を
「
若
し
く
は
整
理
又
は
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
法
第
十
八
条
第
三
項
の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
若
し
く
は
利
用
若
し
く
は
提
供
」
に
改
め
、
同
表
中
七
十
三

の
六
の
項
を
七
十
三
の
七
の
項
と
し
、
七
十
三
の
五
の
項
を
七
十
三
の
六
の
項
と
し
、
七
十
三
の
四
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

七
十
三
の
五

国
民
健
康

保
険
団
体
連
合
会

国
民
健
康
保
険
法
に
よ
る
同
法
第
八
十
五
条
の
三
第
四
項
第
一
号
の
保
健
、
医

療
及
び
福
祉
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
条

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」

に
改
め
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
一
条

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
五
十
七
の
二
十
八
の
項
及
び
五
十
七
の
三
十
の
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療

情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
、
同
表
の
五
十
七
の
三
十
一
の
項
中
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
同
法

第
十
条
第
一
項
の
医
療
の
給
付
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
医
療
費
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
表
の
七
十
一
の
六

の
項
及
び
七
十
一
の
二
十
の
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
」
に
改
め
、
同
表
の
七
十
三
の
二
の
項
上
欄
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診

療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診

療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
第
十
五
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
表
の

七
十
三
の
五
の
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改

め
る
。

別
表
第
五
第
七
号
の
二
中
「
に
よ
る
」
の
下
に
「
同
法
第
十
条
第
一
項
の
医
療
の
給
付
又
は
同
法
第
十
七
条
第
一

項
の
医
療
費
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
表
第
三
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
二
の
二

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
同
法
第
六
条
第

二
項
の
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の





別
表
第
一
中
百
十
九
の
二
の
項
を
百
十
九
の
三
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
十
九
の
四

医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
又
は
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項

の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ

つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
一
の
百
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
十
九
の
二

医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
又
は
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
よ
る
同
法
第
六
条
の
二
第
一
項
の
情
報
の

収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務

省
令
で
定
め
る
も
の

第
四
十
三
条

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
五
十
七
の
四
十
八
の
項
を
五
十
七
の
四
十
九
の
項
と
し
、
五
十
七
の
三
十
の
項
か
ら
五
十
七
の
四
十

七
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
五
十
七
の
二
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十
七
の
三
十

国
立
研

究
開
発
法
人
国
立
が
ん

研
究
セ
ン
タ
ー

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
に

よ
る
同
法
第
九
条
第
一
項
の
審
査
及
び
整
理
又
は
同
法
第
十
二
条
第
一
項
の
照

合
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
三
中
五
の
十
の
項
を
五
の
十
一
の
項
と
し
、
五
の
九
の
項
を
五
の
十
の
項
と
し
、
五
の
八
の
項
を
五
の
九

の
項
と
し
、
五
の
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
の
八

都
道
府
県
知
事

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
審
査
及
び

整
理
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
第
五
中
第
六
号
の
七
を
第
六
号
の
八
と
し
、
第
六
号
の
六
を
第
六
号
の
七
と
し
、
第
六
号
の
五
を
第
六
号
の

六
と
し
、
第
六
号
の
四
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
の
五

が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
審
査
及
び
整
理
に
関
す
る
事
務
で

あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

第
四
十
四
条

住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
五
十
七
の
四
十
九
の
項
を
五
十
七
の
五
十
の
項
と
し
、
五
十
七
の
三
十
の
項
か
ら
五
十
七
の
四
十
八

の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
五
十
七
の
二
十
九
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
十
七
の
三
十

医
療
情

報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
又
は
国
民

健
康
保
険
団
体
連
合
会

健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
に
よ
る
同
法
第
十
九
条
の
三
第

一
項
の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務

で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

５

第
六
号
施
行
日
が
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、附
則
第
四
十
二
条
の
う
ち
、

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
五
十
七
の
四
十
四
の
項
を
五
十
七
の
四
十
八
の
項
」と
あ
る
の
は「
五

十
七
の
四
十
三
の
項
を
五
十
七
の
四
十
八
の
項
」
と
、「
五
十
七
の
三
十
四
の
項
か
ら
五
十
七
の
四
十
三
の
項
ま
で
を

四
項
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
七
の
三
十
三
の
項
か
ら
五
十
七
の
四
十
二
の
項
ま
で
を
五
項
」
と
、「
五
十
七
の
三
十
三

の
項
を
五
十
七
の
三
十
六
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
七
の
三
十
二
の
項
を
五
十
七
の
三
十
六
の
項
」
と
、「
五
十
七

の
三
十
二
の
項
を
五
十
七
の
三
十
四
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
七
の
三
十
一
の
項
を
五
十
七
の
三
十
四
の
項
」と
、

「
五
十
七
の
三
十
一
の
項
を
五
十
七
の
三
十
三
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
七
の
三
十
の
項
を
五
十
七
の
三
十
三
の

項
」
と
、「
五
十
七
の
三
十
の
項
を
五
十
七
の
三
十
二
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
七
の
二
十
九
の
項
を
五
十
七
の
三

十
二
の
項
」
と
、「
五
十
七
の
二
十
九
の
項
を
五
十
七
の
三
十
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
七
の
二
十
八
の
項
を
五
十

七
の
三
十
の
項
」
と
、「
五
十
七
の
二
十
八
の
項
を
五
十
七
の
二
十
九
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
七
の
二
十
七
の
項

を
五
十
七
の
二
十
九
の
項
」
と
、「
五
十
七
の
二
十
七
の
項
ま
で
を
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
七
の
二
十
六
の
項
ま

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
同
法

の
二
十
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十
及
び
第
二
十

十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
情
報
の
収
集
若
し
く
は

利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る

「
五
十
七
の
二

医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
又
は
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会

と
あ
る
の
は

「
五
十
七
の
二

医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
又
は
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

の
二
十
の
二
第
一
項
（
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
三
十

十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
情
報
の
収

利
用
若
し
く
は
提
供
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
総
務
省

で
を
二
項
」と
、

」

第
十
九
条

四
条
の
二

整
理
又
は

も
の

五
十
七
の
三

医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査

支
払
機
構
又
は
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に

第
一
項
の
情
報
の
収
集
若
し
く
は
整
理
又
は
利
用
若
し

務
で
あ
つ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

に
よ
る
同
法
第
十
九
条

及
び
第
二
十
四
条
の
二

集
若
し
く
は
整
理
又
は

令
で
定
め
る
も
の

よ
る
同
法
第
八
条
の
三

く
は
提
供
に
関
す
る
事

」
と
、
同
法
別
表
第
二
の
改
正
規
定
中
「
同
表
の
五
の
二
十
三
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

表
の
五
の
十
二
の
項
中「（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）」を
削
り
、
同
表
の
五
の
二
十
三
の
項
」
と
す
る
。

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

別
表
第
二
の
四
の
二
の
項
中「（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）」を
削
り
、
同
表
の
四
の
三
の
項
中「（
平
成
二
十
六

年
法
律
第
五
十
号
）」を
削
り
、
同
表
の
五
の
三
の
項
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）」を
削
り
、
同
表
の

五
の
二
十
三
の
項
中「（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）」を
削
る
。

別
表
第
三
の
二
十
七
の
二
の
項
中「（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）」を
削
る
。

（
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
）

第
四
十
五
条

第
五
号
施
行
日
が
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
附
則
第
四
十
一

条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
同
表
の
七
十
一
の
六
の
項
及
び
七
十
一
の
二
十
の
項
」
と

あ
る
の
は
、「
同
表
の
七
十
一
の
六
の
項
」
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
九
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
社
会
保
険
診
療
報

酬
支
払
基
金
」
と
あ
る
の
は
、「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
と
す
る
。

３

第
六
号
施
行
日
が
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
六
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
附
則
第
四
十
二
条
の
う
ち

住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
七
十
一
の
二
十
の
項
を
七
十
一
の
二
十
一
の
項
と
し
、
七
十
一
の
十

四
の
項
か
ら
七
十
一
の
十
九
の
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、「
七
十
一
の
十
九
の
項
を
七
十
一
の
二
十
の
項
と
し
、
七
十

一
の
十
四
の
項
か
ら
七
十
一
の
十
八
の
項
ま
で
」
と
す
る
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
十
九
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
九
の
項
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
「
別
表
第
一
の
七
十
一
の
十
九
の
項
」
と
あ
る
の
は
「
別
表
第
一
の
七
十
一
の
二
十
の

項
」
と
、「
七
十
一
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
七
十
一
の
二
十
一
」
と
す
る
。





（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
十
三
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
九
十
七
の
項
中
「
よ
る
」
の
下
に
「
医
療
の
給
付
又
は
医
療
費
若
し
く
は
」
を
加
え
、
同
表
百
十
七
の
二
の

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
十
七
の
三

独
立
行
政

法
人
環
境
再
生
保
全
機

構

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）

に
よ
る
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
百
十
八
の
項
中「（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）」を
削
り
、同
表
百
二
十
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
二
十
二
の
二

水
俣
病

被
害
者
の
救
済
及
び
水

俣
病
問
題
の
解
決
に
関

す
る
特
別
措
置
法
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
八

十
一
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
関
係
県

の
知
事

水
俣
病
被
害
者
の
救
済
及
び
水
俣
病
問
題
の
解
決
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ

る
療
養
費
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

別
表
百
二
十
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

百
二
十
五
の
二

社
会
保

険
診
療
報
酬
支
払
基
金

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
に
よ
る
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の

令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)
６

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律

の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
条
の
う
ち
、
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
及
び
同
法
別
表
第
二
の
改

正
規
定
（
同
表
の
五
の
十
二
の
項
中「（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）」を
削
る
部
分
に
限
る
。）は
、
適
用
し
な

い
。

（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
六
条

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
及
び
」
を
「
、
特
定
医
師
手
当
及
び
」
に
改
め
る
。

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
介
護
保
険
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進

に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
医
師
手
当
拠
出
金
等
、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
る
。

（
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
四
十
八
条

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

附
則
第
三
十
八
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払

機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
」に
、「「
支

払
基
金
」
を「「
機
構
」
に
、「
支
払
基
金
の
」
を
「
機
構
の
」
に
改
め
る
。

（
救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
四
十
九
条

救
急
医
療
用
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
用
い
た
救
急
医
療
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
九
年
法
律

第
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
基
本
方
針
」
の
下
に「
及
び
同
法
第
三
十
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
医
療
構
想
」

を
加
え
、「
同
項
」
を
「
同
法
第
三
十
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
一
部
改
正
）

第
五
十
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
及
び
第
六
章
第
三
節
第
五
款
の
款
名
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報

酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
十
四
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療

報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金（
」

を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
」
に
、「「
支
払
基
金
」
を「「
基
盤
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
及
び
第
三
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
十
五
の
見
出
し
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
払
基
金
は
、

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
五
条
」
を
「
基
盤
機
構
は
、
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法

第
十
八
条
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
十
六
第
一
項
、
第
七
十
一
条
の
十
七
、
第
七
十
一
条
の
十
八
、
第
七
十
一
条
の
十
九
、
第
七
十
一

条
の
二
十
及
び
第
七
十
一
条
の
二
十
一
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
支
払
基
金
の
理

事
長
、
理
事
又
は
監
事
」
を
「
基
盤
機
構
の
役
員
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
十
一
条
第
二
項
又
は

第
三
項
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
四
条
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
二
十
三
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
百
二
十
五
の
二
の
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機

構
」
に
改
め
る
。

（
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
の
一
部
改
正
）

第
五
十
五
条

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
条
の
四
第
十
八
項
」
を
「
第
三
十
条
の
四
第
十
七
項
」
に
、「
同
条
第
二
項
第
十
七

号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
二
十
四
の
見
出
し
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
法
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
第
九
条
第
四
項
」
を
「
医
療
情
報

基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
二
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基

金
法
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
第
十

五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
二
項
及
び
第
八
十
条
の
二
中
「
支
払
基
金
」
を
「
基
盤
機
構
」
に
改
め
る
。

（
心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
十
一
条

心
神
喪
失
等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者
の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
百
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
十
四
条
第
三
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

法
」
に
、「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基

金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
十
二
条

東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法

律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
八
条
第
一
項
中
「
第
九
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、「
同
項
」
を
「
同
号
」

に
改
め
る
。





令和年月日 金曜日 (号外第号)官 報

（
医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改

正
）

第
五
十
六
条

医
療
保
険
制
度
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
運
営
を
図
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
元
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
四
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
に
よ
る
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基

盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審

査
支
払
機
構
」
に
、「「
基
金
」
を「「
機
構
」
に
、「
同
法
」
を
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
中
「
基
金
の
」
を
「
機
構
の
」
に
、「
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基

金
法
第
十
二
条
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
第
十
六
条
」
に
改
め
る
。

（
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

一
部
改
正
）

第
五
十
七
条

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
七
条
中
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
九
号
）
に
よ
る
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

（
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の

一
部
改
正
）

第
五
十
八
条

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
母
子
保
健
法
の
目
次
の
改
正
規
定
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」を「
医
療
情
報
基
盤
・

診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
、
同
法
第
八
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
支
払
基
金
及
び
」

を
「
機
構
及
び
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
法
」

に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
（
以
下
「
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
（
以

下
「
機
構
」
に
改
め
、
同
法
第
三
章
の
次
に
二
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
」
を

「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
の
」
に
、「（
支
払
基
金
の
業
務
）」を「（
機
構
の
業
務
）」に
、「
支
払
基

金
は
」
を
「
機
構
は
」
に
、「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構

法
」
に
、「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
、「
支
払
基
金
受
託
業
務
」
を
「
機
構
受
託
業
務
」に
、「
支
払
基
金
又
は
」

を
「
機
構
又
は
」
に
、「
支
払
基
金
業
務
受
託
者
」
を
「
機
構
業
務
受
託
者
」
に
、「
支
払
基
金
若
し
く
は
」
を
「
機
構

若
し
く
は
」
に
、「
支
払
基
金
の
理
事
長
、
理
事
又
は
監
事
」
を
「
機
構
の
役
員
」
に
、「
第
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三

項
」
を
「
第
十
四
条
第
三
項
又
は
第
四
項
」
に
、「
支
払
基
金
に
」
を
「
機
構
に
」
に
、「
第
九
条
第
四
項
」
を
「
第
十

二
条
第
四
項
」
に
、「
第
三
十
二
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
に
、「
を
支
払
基
金
」
を
「
を
機
構
」
に
改

め
、
同
法
の
本
則
に
一
章
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
支
払
基
金
若
し
く
は
」
を
「
機
構
若
し
く
は
」
に
、「
支
払
基
金

業
務
受
託
者
」
を
「
機
構
業
務
受
託
者
」
に
、「
支
払
基
金
受
託
業
務
」
を
「
機
構
受
託
業
務
」
に
、「
支
払
基
金
の
」

を
「
機
構
の
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
条
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療
情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め

る
。附

則
第
十
条
の
う
ち
住
民
基
本
台
帳
法
別
表
第
一
の
改
正
規
定
中
「
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
」
を
「
医
療

情
報
基
盤
・
診
療
報
酬
審
査
支
払
機
構
」
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
五
十
九
条

厚
生
労
働
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
児
童
福
祉
法
」
を
「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の
総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）、
児
童
福
祉
法
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
四
号
中
「
及
び
医
療
法
」
を
「
、
医
療
法
及
び
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）」

に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣

高
市

早
苗

総
務
大
臣

林

芳
正

財
務
大
臣

片
山
さ
つ
き

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正

国
土
交
通
大
臣

金
子

恭
之

環
境
大
臣

石
原

宏
高

防
衛
大
臣

小
泉
進
次
郎
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